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計画の策定について

１ 計画の趣旨

少子化・高齢化社会の進展に伴い、本市の高齢者数は平成 23 年度には

約 68,000 人、高齢化率は 18％に達しました。今後もますます高齢者数

及び高齢化率の増加が予想されており、平成 26 年度には高齢者数は約

78,000 人、高齢化率は約 20％を超えると予想されています。

今後は、高度成長期の変動著しい時代を経験してきた「団塊の世代」が

高齢者になり、高齢者の価値観や考え方、生活スタイルは一層多様化する

と考えられます。高齢者施策は、こうした高齢者像の変化に対応したもの

でなければなりません。さらに、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯の

増加や認知症高齢者の増加、高齢者虐待の深刻化だけでなく、先の東日本

大震災や高齢者の所在不明問題などに伴い、より一層、要介護者に対する

支援や地域の見守りの充実等が課題となっています。

また、介護保険制度は、社会全体で高齢者介護を支える仕組みとして創

設され、これまで広く定着してきましたが、一方で、高齢者数の増加、サ

ービス利用の大幅な伸びにより費用が増大しています。

このような背景から、国では、高齢者虐待防止や要介護者に対する医療

的ケア、地域における高齢者の見守り体制の構築などによって、高齢者が

地域で自立した生活を営めるよう、「地域包括ケアシステム」の視点が示

されました。

本市においては、団塊の世代がすべて 65 歳に達する平成 27 年の高齢

者の姿を念頭に置いた目標を立て、地域の特性に応じた高齢者施策の推進、

介護保険制度の運営に努めてきました。

こうした中、平成 21 年 3 月に策定した「第４期岡崎市老人福祉計画（老

人福祉計画・介護保険事業計画）」（以下、「前計画」という。）で示された

施策・事業の進捗状況等を検証･評価することにより諸課題を把握すると

ともに、平成 27 年の高齢者介護の姿の実現に向けた最終段階として、高

齢者福祉・介護施策の方向性を明らかにし、「第 5 期岡崎市老人福祉計画

（老人福祉計画・介護保険事業計画）」を策定します。

第１章
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２ 計画の位置づけ

本計画は、老人福祉法第 20 条の８の規定に基づく「老人福祉計画」と、

介護保険法第 117 条の規定に基づく「介護保険事業計画」を、調和のと

れた一体的な計画として策定するものです。

本市の基本計画である「第６次岡崎市総合計画」を上位計画とし、「健

康おかざき２１計画」、「岡崎市障がい者基本計画」、「岡崎市障がい福祉計

画」「児童育成支援行動計画」等関連する他計画及び「愛知県高齢者保健

福祉計画」と連携した計画を策定します。

また、本計画では、主に高齢者福祉に対する公的なサービスや住民活動

への支援等、公的な責任において実施するものを取り扱うものとし、その

他の住民主体の活動等については、「岡崎市地域福祉計画」にて定めるこ

ととします。

愛知県の介護保険事業支援

計画・老人福祉計画

介護保険法老人福祉法

第５期岡崎市老人福祉計画
（老人福祉計画・介護保険事業計画）

その他の福祉分野個別計画

（障がい者基本計画、障がい福祉計

画、児童育成支援行動計画など）

公的な責任
で対応

住民と行政
との協働
岡崎市

地域福祉計画

第６次岡崎市総合計画

福祉の分野別計画

住民主体
の活動
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３ 計画の期間

計画期間は、平成 24 年度から 26 年度までの３年間です。平成 18 年

度から、現在も進行している高齢化に対応するため、平成 27 年の高齢者

のあるべき姿を念頭に置き、目標を掲げ、３年ごとに計画を策定するもの

で、計画期間３年目の平成 26 年度に本計画全体の評価・検証を実施し、

見直しを行う予定です。

平成

21 年度

平成

22 年度

平成

23 年度

平成

24 年度

平成

25 年度

平成

26 年度

平成

27 年度

平成

28 年度

平成

29 年度

（老

平成 27 年の高齢者のあるべき姿を念頭に推進
第４期岡崎市老人福祉計画
人福祉計画・介護保険事業計画）

（老
第５期岡崎市老人福祉計画
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人福祉計画・介護保険事業計画）

（老
第６期岡崎市老人福祉計画
人福祉計画・介護保険事業計画）
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４ 計画の構成

本計画の全体構成は、以下のとおりです。「各論Ⅱ 介護保険事業計画」

は、「各論Ⅰ 老人福祉計画」の「第２章 介護サービス」の具体的な実施

計画として位置づけられます。

各 論

第１章 老人福祉計画の概要と重点テーマ

第２章 介護サービス

第３章 高齢者一般福祉サービス

第４章 高齢者の生きがいづくり

第１章 計画の推進体制

第２章 相談・苦情等の対応及び情報提供

第３章 認知症高齢者への支援体制

第４章 地域ケアの実現に向けて

Ⅰ老人福祉計画

Ⅲ計画推進

総 論

第１章 計画の策定について

○計画の主旨や位置づけ

○計画の期間や構成、策定体制

○計画の基本理念と施策目標

第５期岡崎市老人福祉計画（老人福祉計画・介護保険事業計画）
第２章 高齢者等の現状及び将来予測

○高齢者の現状

○介護保険サービス等の現状
の強化

に向けて

第１章 介護保険事業の概要と重点テーマ

第２章 介護サービス・介護予防サービス

第３章 地域支援事業

第４章 介護保険事業費及び保険料

Ⅱ介護保険事業計画

○日常生活圏域について
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５ 計画策定の体制等

（１）介護保険に関する調査の実施

本計画策定に向けた基礎資料とするため、要介護者や一般高齢者、40

歳～64 歳の市民（若年者）、サービス事業者等に対し、介護保険制度への

意識や日常生活などについて意識調査を実施しました。

調査期間は、平成 22 年 11 月 19 日～12 月６日で、郵送配布・郵送

回収にて実施しました。

本調査の調査結果は、「岡崎市 介護保険に関する調査報告書（平成 23

年３月 岡崎市）」および「岡崎市 介護保険に関する調査 データブック

（平成 23 年３月 岡崎市）」に取りまとめています。

調査対象者 配布数(件) 回収数(件) 回収率(%)

① 一般高齢者（要介護認定を受けていな

い 65 歳以上の方）
2,000 1,520 76.0

② 若年者（要介護認定を受けていない 40

歳～64 歳の方）
2,500 1,409 56.4

③ 在宅介護サービス利用者 5,960 3,985 66.9

④ 介護サービス未利用者 2,223 1,465 65.9

⑤ 施設入所者 1,497 984 65.7

⑥ 介護支援専門員 138 102 73.9

⑦ サービス事業者 259 209 80.7

⑧ 介護施設 17 17 100.0

（２）検討会の実施

本計画の検討にあたり、学識経験者、保健・医療・福祉関係者、被保険

者など幅広い方々からの意見・提案を計画に反映させるために、老人福祉

計画全般については「岡崎市社会福祉審議会 高齢者福祉専門分科会」に

て、介護保険事業計画については「岡崎市介護保険運営協議会」にて検討

を行いました。
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６ 計画の基本理念と施策目標

（１）計画の基本理念

目指すべき社会は、高齢期を迎えても介護保険サービスを受けることな

く、いつまでも生きがいを持ち、人としての尊厳を保ちながら住み慣れた

地域で心身ともに元気で安心して暮らし続けられる「豊かな長寿社会」で

す。そのためには、高齢者本人がいつまでも生きがいを持って健康に配慮

しながら、自立した生活をしていこうとする「自立・自助の精神」と、そ

れを支える家族や地域社会の支え合いや助け合いといった「共助・互助の

精神」に基づいた温かな地域福祉の取り組みが必要不可欠です。

多くの高齢者がいつまでも元気に暮らせる「豊かな長寿社会」を築くこ

とは、今後益々高齢化が進行していく中で、相互扶助によって成り立って

いる介護保険制度に基づく「公助」としての介護保険サービスを持続的・

安定的に供給していく上でも必要不可欠です。そして、要支援・要介護状

態になってしまった場合には、必要な介護サービスを誰もが公平に、しか

も、自分の意志によって選択して利用しながら、身近な地域で暮らし続け

られるようにしていくことが重要です。

また、第６次岡崎市総合計画では、「人・水・緑が輝く 活気に満ちた 美

しい都市 岡崎」を将来都市像とし、保健・医療・福祉分野の基本政策に

は「健やかに安心して暮らせるまちづくり」を、目指すべき姿として掲げ

ています。

そこで本計画の基本理念は、「健やかに安心して暮らせるまちづくり」

とし、高齢者福祉の側面から、こうした「豊かな長寿社会」を築くために、

市民、事業者、ＮＰＯやボランティア、行政など多様な主体が協働しなが

ら、介護保険サービスや高齢者福祉サービスの的確な提供、高齢者の生き

がいづくりを進めていくことによって、将来都市像の実現を目指します。

（第６次総合計画）

健や基本理念
人・水・緑が輝く 活気に満ちた
将来都市像
- 7 -

美しい都市 岡崎

かに安心して暮らせるまちづくり

高齢者福祉の側面から
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（２）施策目標

基本理念を踏まえ、次の７つの施策目標を掲げ、計画の推進を図ります。

施策目標１ 住み慣れた地域での生活支援の充実

高齢者本人やその家族の介護不安や介護にかかる負担の軽減を図るた

めに、介護予防の重視と介護保険サービスを補完する生活支援サービスに

よって、高齢者の誰もが住み慣れた身近な地域で質の高い生活を送ること

ができるようにしていく必要があります。

そこで、「住み慣れた地域での生活支援の充実」を施策目標として位置

づけ、高齢者宅に緊急時の通報装置を設置する在宅高齢者通報システム運

用事業や、見守り体制としての安否確認も伴う配食サービス事業などを推

進します。

施策目標２ 高齢者の生きがいづくり支援

同じ高齢者の中でも世代や価値観が異なるため、世代に応じた高齢者の

生きがいづくり支援を行っていきます。

また、市では現在、様々な部署で生きがいづくり活動を支援しており、

こうした情報を一元化するなど、高齢者がいきがいづくり活動をしやすい

環境を整備します。

さらに、４人に１人が高齢者となる時代に向けて、高齢者が地域の支え

手となることが期待される中、今まで培ってきた知識や技術を生かし、地

域へ還元できるきっかけづくりや仕組みを構築していきます。

施策目標３ 在宅介護の充実

介護保険制度の趣旨の一つには居宅サービスの重視が掲げられていま

す。

そこで、「在宅介護の充実」を施策目標として位置づけ、高齢期を迎え、

支援や介護が必要になっても、社会的に孤立することがなく、できるかぎ

り住み慣れた地域や家庭で、必要な介護サービスを受けながら、安心して

暮らしを送ることができるよう、提供サービスの質の向上、情報提供の充

実など、サービス提供体制の強化及び充実を図ります。
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施策目標４ 介護予防事業の充実

高齢者人口が増大する中で、介護保険制度を持続可能な制度に高め、「豊

かな長寿社会」を築くためには、介護予防が重要です。

そこで、「介護予防事業の充実」を施策目標として位置づけ、誰もがい

つまでも要支援・要介護状態になることなく、健康な生活を送ることがで

きるように高齢者等の健康の保持増進を図るとともに、支援や介護を必要

とする状態となることをできる限り予防するための介護予防事業の充実

を図ります。

施策目標５ 地域密着型サービスの充実

介護が必要になっても顔馴染みのスタッフから介護サービスを受けな

がら、住み慣れた地域で暮らせるようなサービス基盤の整備の必要性が高

まり、平成 17 年の介護保険法の大幅な改正により、地域密着型サービス

が新たに創設されました。長寿化に伴って認知症高齢者が増加傾向にある

中、生活環境の変化に対して適応性が乏しいという特性のある認知症高齢

者を身近な地域で介護していく必要性が益々高まっています。

そこで、「地域密着型サービスの充実」を施策目標として位置づけ、小

規模多機能施設やグループホームなど地域密着型サービスを実施する事

業者の参入を進めるなど、地域密着型サービス基盤の整備と利用者へのサ

ービスのＰＲに努めます。
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施策目標６ 介護保険施設整備の推進

施設サービスは、介護者の介護負担が大きく軽減され、特に、高齢夫婦

世帯における老老介護の負担軽減や、要介護状態になってしまった一人暮

らしの高齢者の対応策として必要なサービスです。また、居宅サービスを

支える拠点機能としても重要です。しかしながら、その一方では給付費の

増大へつながり、健全な介護保険財政運営に大きな影響を及ぼすことも考

えられます。

そこで、「介護保険施設整備の推進」を施策目標として位置づけ、これ

まで国が示してきた参酌標準に準じて施設整備を推進し、サービス必要量

を確保するよう努めます。また、施設サービスの量的な確保と同時に、サ

ービスの質的な向上が図られるよう努めます。

施策目標７ 総合的な相談・情報提供体制の充実

介護保険制度が導入されて１２年が経過しようとしており、市民の間で

も制度がかなり浸透してきている状況にあるものの、制度の具体的な内容

に関する認知度はあまり高くない状況にあります。このため、介護サービ

スの利用が必要でありながら、それが必ずしも利用に結びついていないよ

うなケースもあると考えられます。また、市が実施している介護保険事業

以外の一般高齢者施策についても、多様な施策を分かりやすく、総合的に

情報提供する体制づくりが求められています。

そこで、「総合的な相談・情報提供体制の充実」を施策目標として位置

づけ、引き続き、市の広報紙をはじめとした多様な媒体を通じて、介護保

険制度や高齢者福祉サービス全般のＰＲに努めるとともに、「地域包括支

援センター」との連携の強化などにより、要支援・要介護者やその介護者

への情報提供の充実を図ります。また、「地域包括支援センター」の組織

力の強化や関係機関との連携強化を図るなど、総合的な相談・情報提供体

制の充実に努め、サービスを必要とする人が必要なサービスを的確に受け

られるような支援体制整備を進めます。
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高齢者等の現状及び将来予測

１ 岡崎市の概要

本市は、愛知県のほぼ中央部に位置しており、現在は面積 387.24km2、

人口約 37 万人を有する中核市です。平成 18 年１月に旧額田町と合併し、

東部に広大な中山間地域を抱える市となりました。

約８割を占める三河高原に連なる緑豊かな丘陵地と、矢作川・乙川流域

に広がる平野部からなり、平野部には豊富な水源を生かした大規模工場や

水田地帯が広がっています。

市内にはＪＲ東海道本線、名鉄名古屋本線、愛知環状鉄道などの鉄道網

が形成されているほか、東名高速道路、国道１号といった我が国の物流大

動脈や、国道 248 号や国道 473 号などの周辺市町村と結ばれる幹線道

路が市内を通過しており、交通利便性の高い市となっています。

また、古来より城下町、宿場町として栄え、文教施設や史跡も数多く有

しています。

図 本市の位置図

第２章
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２ 高齢者数及び介護保険認定者数

（１）総人口及び高齢者数の推移と予測

本市の総人口は増加を続けており、平成 23 年９月末現在は約

378,000 人となっています。また、65 歳以上の高齢者数も増加を続け、

現在は約 68,000 人、高齢化率は 18.1％となっています。

今後も総人口は増加していくものと予想され、それに伴い高齢者数も増

加していくと予測されています。計画期間の最終年である平成26年には、

高齢者数は約 78,000 人、高齢化率は 20.3％程度になると予測されてい

ます。

図 総人口及び高齢者数の推移と予測
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資料：住民基本台帳

第３期 第４期 第５期

65歳以上 総人口
19年
 22年
（各年９

推計値
25年
月末実績値、推計値）

高齢化率
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（２）介護保険認定者数の推移と予測

ア 高齢者数・認定者数及び認定率（第 1 号被保険者）の推移及び予測

本市の介護保険認定者数（第 1 号被保険者）は、平成 23 年９月末現在

10,635 人となっており、65 歳以上高齢者の認定率は 15.6％となって

います。今後も高齢者数の増加に伴って介護保険認定者数（第 1 号被保険

者）は増加すると考えられ、平成 26 年には 13,000 人弱と予測されま

す。また、認定率は近年約 15％程度で推移していましたが、今後は 16％

台で推移していくものと考えられます。

図 高齢者数・認定者数及び認定率（第 1 号被保険者）の推移及び予測
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第３期 第４期 第５期

資料：住民基本台帳、長寿

※認
定者
 65歳
推計値

課（各年

定者数に
９月末実績値、推計値）

は、住所地特例を含む。
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第３期 第４期 第５期

イ 高齢者数・認定者数及び認定率（第 1 号被保険者）の推移及び予測

認定者（第 1 号被保険者）の要介護度別構成割合は、平成 18 年度の制

度改正後は横ばいで推移しており、今後も同様の傾向にあります。

図 要介護度別構成割合（第 1号被保険者）の推移及び予測

資料：長寿

※平成 24 年度以降の要介護度別認定割合
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３ 介護保険サービスの現況

（１）介護保険利用者数

ア 利用者数（受給者数）及び受給率の推移

利用者数（受給者数）は、高齢者数及び認定者数の増加に伴い徐々に増

加しており、平成 23 年には 9,194 人となっています。また、受給率に

ついては、平成 18 年以降多少の増減はあるものの、平成 23 年には

83.0％と横ばいとなっていますが、受給者数は増加傾向となっています。

図 認定者数・受給者数・受給率の推移

資料：介護保険事業状況報告（各年 10 月分）
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イ 居宅・地域密着・施設サービス別の利用者数の推移

居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス別にみると、特に地

域密着型サービスの利用者が増えており、平成 18 年に比べて、地域密着

型サービスは平成 23 年には約 2.4 倍に増加しています。また、居宅サー

ビスも、平成 18 年と比べて平成 23 年には 1.3 倍に増加するなど、全国

と比較しても高い増加率となっています。

図 居宅・地域密着・施設サービス別の利用者数の推移

資料：介護保険事業報告（各年 10 月分）

※【参考】居宅・地域密着・施設サービス別の利用者数の推移（全国）

図 居宅・地域密着・施設サービス別の利用者数の推移（全国）

資料：介護保険事業報告（各年 10 月分）
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2,568,461 2,771,393 2,896,860 3,058,494

160,866 190,547 220,191 243,913

2,663,221

100.0
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ウ 利用者の要介護度別構成割合の推移

利用者の介護度別構成割合は、平成 18 年度の制度改正後は横ばいで推

移しています。

図 介護サービスの実利用者数の要介護度別構成割合の推移

※平成 18 年の経過的要介護は要支援 2に含む

資料：介護保険事業報告（各年 10 月分）

9.1 9.6

11.4 12.1

27.6 22.1 24.0 24.0 23.6 25.0

17.8 20.9 17.9 17.9 17.8 17.1

15.9 16.2 16.6 16.6 16.0 14.3

12.1 11.0 11.5 11.8 12.3 12.1

9.9 9.5 9.6 9.1 9.8 9.8

9.48.48.84.5

11.211.211.5
12.2

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

平成
18年

平成
19年

平成
20年

平成
21年

平成
22年

平成
23年

（％）

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2

要介護3 要介護4 要介護5
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（２）介護保険給付額

ア 居宅・地域密着・施設サービス別の給付費の推移

介護保険費用額も利用者数と同様に増加傾向にあり、特に地域密着型サ

ービスに関しては平成 18 年比で 2.6 倍（平成 23 年）になっています。

図 居宅・地域密着・施設サービス別の給付費の推移

資料：介護保険事業報告（各年 10 月分）

※【参考】居宅・地域密着・施設サービス別の給付費の推移（全国）

図 居宅・地域密着・施設サービス別の給付費の推移（全国）

資料：介護保険事業報告（各年 10 月分）

居宅給付総額
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イ 居宅・地域密着・施設サービス別の一人当たり給付費の推移

どのサービスについても利用者一人当たりの費用額は平成20年以降緩

やかな増加傾向にあり、第４期計画期間中の合計では、一人当たり

137,000 円程度で推移しています。

図 居宅・地域密着・施設サービス別の給付費の推移

資料：介護保険事業報告（各年 10 月分）

136,751133,489 136,863132,249135,175 137,414

257,238

212,648

92,706 94,720 97,533 98,506

267,898265,939266,161259,592265,880

202,420191,306
204,261201,707 202,387

93,41193,156

0

100,000

200,000

300,000

平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年

（円）

施設一人当たり給付額 地域密着一人当たり給付額

居宅一人当たり給付額 合計一人当たり給付額
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（３）居宅サービス

居宅サービスのサービス種類別利用件数の推移では、特に「介護予防支

援・居宅介護支援」の利用者数の増加が顕著となっており、平成 23 年

10 月には約 6,400 件となっています。次いで、「通所介護」が約 3,700

件と多くなっています。また、「福祉用具貸与」についても利用件数は大

幅に増加しています。

図 居宅サービス種類別の利用件数の推移

資料：介護保険事業状況報告（各年 10 月）

2,389
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訪問介護 訪問入浴介護

訪問看護 訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導 通所介護

通所リハビリテーション 短期入所サービス

福祉用具貸与 福祉用具購入費

住宅改修費 特定施設入所者生活介護

介護予防支援・居宅介護支援
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（４）地域密着型サービス

地域密着型サービスのサービス種類別利用件数の推移では、特に「認知

症対応型共同生活介護」の利用者数の増加が顕著となっており、平成 23

年 10 月には 276 件となっています。また、施設整備の進捗によって「地

域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」が増加しています。

図 地域密着型サービス種類別の利用件数の推移

資料：介護保険事業状況報告（各年 10 月）
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0

58 57

0

100

200

300

平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護
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地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
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（５）施設サービス

施設サービスのサービス種類別利用者数の推移では、「介護老人福祉施

設（特養）」、「介護老人保健施設（老健）」、「介護療養型医療施設」のいず

れもが、22 年度から 23 年度にかけて減少しています。

図 施設サービス種類別の利用件数の推移

資料：介護保険事業状況報告（各年 10 月）
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４ 高齢者の日常生活の状況（介護保険実態調査より）

（１）一般高齢者※の状況

ア 高齢者の健康状況

健康で普通に生活している高齢者が半数近くを占めています。また、病

気や障がいなどはあるものの、日常生活をほぼ自分で行なえる人も 3 割強

を占めており、日常生活に支障のない元気な高齢者が多くなっています。

このような元気な高齢者を維持するとともに、二次予防事業対象者に対

する介護予防が必要と考えられます。

図 高齢者の健康状況（一般高齢者）

資料：介護保険実態調査（平成 16 年度、平成 19 年度、平成 22 年度）

※一般高齢者とは、要介護認定を受けていない 65 歳以上の方を言います。

（％）

大した病気や障がいなどもなく
普通に生活している

何らかの病気や障がいなどはあ
るが、日常生活はほぼ自立し、
外出も一人でできる

日常生活は基本的には自立し
ているが、立ち上がりや起き上
がりなどに介助が必要

立ち上がりや歩行に不安定が
みられ、入浴などに介助が必要

立ち上がりや歩行が自力ででき
ない場合が多く、入浴、衣服の
着脱などに介助が必要

立ち上がりや歩行に介助が必
要で、排せつ、入浴、衣服の着
脱に介助が必要な場合が多い

日常生活能力が低下し、食事、
排せつ、入浴、衣服の着脱など
に全面的介助が必要

日常生活能力が著しく低下し、
全てに全面的な介助が必要で
意志伝達が困難である

無回答
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0.1

0.1

0.1
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0.0
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平成16年（Ｎ＝1,961人）
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イ 日常生活の心がけ

日常生活の中で心がけていることとして、「体を動かすようにしている」

が８割強、「食事の栄養バランスをとる」が６割程度と多くなっています。

特に、「体を動かすようにしている」については、若年者※と比べて 2 割

以上も多くなっており、意識的に心がけている人が多くなっています。

元気な高齢者を維持するためには、こうした日常の中での心がけから簡

単に取り組めることを提案していくことが必要と考えられます。

図 日常生活での心がけ（一般高齢者・若年者）

資料：介護保険実態調査（平成 22 年度）

※若年者とは、要介護認定を受けていない 40～64 歳の方を言います。

（％）

できるだけ体を動かすよう
にしている

食事の栄養バランスをとる

飲酒量を減らす
（飲酒をしない）

たばこの量を減らす
（喫煙しない）

十分な睡眠をとる

体重の管理をする

その他

特に何もしない

無回答
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6.5

2.9
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41.0
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3.2

15.8

0.4

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

一般高齢者（Ｎ＝1,517人）

若 年 者 （Ｎ＝1,409人）
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ウ 外出頻度

散歩で 3 割以上の人がほぼ毎日外出しており、買い物で約 8 割の人が

週に 1 回以上外出しています。

高齢者の健康状況からもわかるように、元気な高齢者が多く、日常で意

識的に身体を動かすようにしている人も多いことなどから、高齢者の外出

頻度は高くなっています。そのため、バリアフリーなどのハード面や公共

交通の整備を進めていく必要があると考えられます。

図 外出頻度（一般高齢者）

資料：介護保険実態調査（平成 22 年度）

ほぼ毎日 週４、５日 週２、３日 週１日 週１日未満 無回答

34.3 9.8 15.9 5.2 13.2 21.6

21.4 13.8 32.5 10.7 6.5 15.2

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 （％）
N = 1,571人

買い物

散 歩
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エ 生きがい

「テレビをみること」や「買物や旅行に出かけること」、「近所の人や友

人・知人とのつきあい」、「趣味の活動」を生きがいや楽しみに感じている

人が多くなっています。若年者と比較すると、「テレビをみること」が 1

割以上多くなっています。

また、自由な時間を活かし、様々な活動に取り組む高齢者が多いようで

すが、テレビを見ることが 1 番目に多くなっており、今後は、他人とのふ

れあいや外出に結びつくような、楽しく活動できるメニューづくりや環境

づくりをしていくことが必要と考えられます。

図 生きがいや楽しみに感じていること（一般高齢者・若年者）

資料：介護保険実態調査（平成 22 年度）

一般高齢者（Ｎ＝1,517人）

若 年 者 （Ｎ＝1,409人）

（％）

働くこと

学習や教養を高めるための
活動

スポーツやレクリエーション活
動

趣味の活動

ボランティア活動

近所の人や友人、知人とのつ
きあい

孫の世話や家族とのだんら
ん

買物や旅行に出かけること

町内会等の活動

福祉活動（学区福祉委員会
の活動等）

テレビをみること

自分がこれまで蓄えてきた知
識や技術をいかした活動

その他

特になし

無回答

29.4

14.4

21.6

38.2

9.7

46.5

36.8

50.8

15.4

4.4

53.9

10.4

4.0

6.2

8.3

40.6

14.6

27.0

41.0

7.2

35.2

37.2

54.2

5.1

1.6

38.8

11.2

1.6

4.5

5.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
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オ 老人福祉センター

老人福祉センターの利用状況については、利用している人が約１割、利

用していない人が８割弱、知らない人が１割弱となっています。

平成 19 年度に実施した調査の結果と比較すると、利用している人は少

し増加していますが、認知度は逆に下がっています。

今後、生きがいや交流の拠点として老人福祉センターがもっと活用され

るよう、魅力的なサービスの提供と、施設・サービス内容の周知を行って

いく必要があります。

図 老人福祉センターの利用状況（一般高齢者）

資料：介護保険実態調査（平成 16 年度、平成 19 年度、平成 22 年度）

9.1

9.8

76.2

64.4

8.9

14.3

5.8

11.5

9.7 76.8 8.6 4.9

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 （％）

利用している 利用していない 知らない 無回答

平成22年（Ｎ＝1,517人）

平成19年（Ｎ＝1,854人）

平成16年（Ｎ＝1,961人）

0.0
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カ 今後の不安

今後の生活で不安に思うことについては、「自分が寝たきりや認知症に

なったときのこと」が約７割、「自分の体力が衰えていくこと」が約６割、

「配偶者が寝たきりや認知症になったときのこと」が約５割となっていま

す。

自らの健康の悪化や、配偶者の健康の悪化への不安が圧倒的に多くなっ

ており、健康づくり・適切な医療・介護の提供が必要です。

図 今後の不安（一般高齢者）

資料：介護保険実態調査（平成 19 年度、平成 22 年度）

（％）

自分が寝たきりや認知症になっ
たときのこと

自分の体力が衰えていくこと

仕事のこと

経済的なこと

財産等の管理のこと

住宅のこと

家族や親戚のこと

近所の人や友人のこと

配偶者が寝たきりや認知症に
なったときのこと

子どもたちが独立し、夫婦だけ
又は一人になってしまうこと

その他

特にない

無回答

74.0

59.3

3.9

30.2

3.6

4.1

6.8

0.7

51.9

9.8

1.1

5.7

3.0

73.2

61.2

3.5

23.2

2.8

3.7

6.7

0.6

49.5

7.8

1.1

4.9

3.2

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

平成22年（Ｎ＝1,517人）

平成19年（Ｎ＝1,854人）
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（２）要介護認定者の状況

ア 要介護認定者世帯の状況

在宅介護サービス利用者と介護サービス未利用者の世帯状況は、ほぼ同

様の傾向を示していますが、在宅介護サービス利用者の方が、ひとり暮ら

し世帯がやや多くなっています。

また、老老介護や老老介護予備軍が増加していると考えられ、今後はよ

り一層のサポート体制を築いていく必要があります。

図 在宅介護サービス利用者と介護サービス未利用者の世帯状況

資料：介護保険実態調査（平成 22 年度）

ひとり暮らし 家族などと同居 その他 無回答

15.5 75.1 7.1

17.8 74.3 6.4

2.4

1.5

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 （％）

在宅介護サービス利用者
（Ｎ＝3,822人）

介護サービス未利用者
（Ｎ＝1,339人）
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イ 要介護認定を受けた理由

要介護認定を受けた理由は、施設入所者において、介護保険サービスを

必要としていたからが 6 割強、在宅介護サービス利用者においても 5 割

強と最も多くなっています。

介護サービス未利用者では、サービスが必要となったとき、すぐに受け

ることができるからが最も多くなっています。

図 要介護認定を受けた理由

（在宅介護サービス利用者・介護サービス未利用者・施設入所者）

資料：介護保険実態調査（平成 22 年度）

（％）

介護保険サービスを必要とし
ていたから

家族に認定を受けるように勧
められたから

友人、知人に認定を受けるよ
うに勧められたから

市から認定を受けるように勧
められたから

事業者、ケアマネジャーから
認定を受けるように勧められ
たから

サービスが必要となったと
き、すぐに受けることができる
から

在宅介護支援センター又は
地域包括支援センターで進
められたから

介護保険施設へ入所したい
から

病院で医師や看護師、相談
員等に勧められたから

その他

無回答

53.3

31.0

10.3

4.6

21.7

16.0

7.6

6.2

29.6

2.6

2.7

32.6

30.3

11.4

5.2

13.0

36.4

4.7

6.0

26.3

2.6

6.5

61.9

21.3

5.6

5.9

23.8

14.5

7.0

25.6

27.9

2.5

1.7

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

在宅介護サービス利用者（Ｎ＝3,822人）

介護サービス未利用者（Ｎ＝1,339人）

施設入所者（Ｎ＝954人）
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ウ 介護サービスの利用効果

身体状態の改善状況は、良くなった（良くなった＋やや良くなった）が

４割弱、変わらないが３割強、悪くなった（やや悪くなった＋悪くなった）

が２割強となっています。

図 在宅介護サービスの利用効果（在宅介護サービス利用者）

資料：介護保険実態調査（平成 16 年度、平成 19 年度、平成 22 年度）

良くなった やや良くなった 変わらない やや悪くなった

悪くなった わからない 無回答

平成22年（Ｎ＝3,822人）

平成19年（Ｎ＝2,676人）

平成16年（Ｎ＝2,391人）

12.0

17.5

24.7

24.8

33.9

35.3

11.7

5.4

8.7

5.4 5.9

5.5

5.7

12.8 24.6 33.0 12.2 8.9

3.4

3.5

5.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 （％）
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エ 介護保険制度の認知度

介護保険制度について、一般高齢者、若年者ともに「ほとんど知らない」

と回答した人が平成 19 年度の調査に比べ大幅に増加し、平成 16 年度調

査時点と同様になっており、介護保険制度の浸透にばらつきがあることが

伺えます。

また、具体的な内容の認知度は依然として低いため、さらに制度の周知

を行なっていく必要があります。

図 介護保険制度の認知度（一般高齢者）

資料：介護保険実態調査（平成 22 年度）

（％）

サービスを受けるためには、認定
申請が必要であること

要介護度認定は要支援１、要支援
２及び要介護１から要介護５までの
７段階であること

自宅での介護サービスは、ケアプ
ランに基づいて計画的に受けるこ
と

在宅サービスを受けるには、要介
護度ごとに利用限度額が定められ
ていること

介護保険制度の財源は、自己負
担を除いて公費と40歳以上の方の
保険料の折半であること

介護保険料を滞納していると、給
付制限を受けること

介護サービスの利用が契約制度
であること

要介護状態になることや悪化を予
防するための介護予防事業が平
成18年4月から始まったこと

事業所情報を的確に入手し比較検
討するために、愛知県が介護サー
ビス情報を公表していること

介護保険制度のことは、ほとんど
知らない

無回答

66.3

47.5

32.9

36.6

36.0

20.2

19.9

9.4

5.1

35.3

8.8

64.4

42.9

29.8

34.3

33.8

19.5

16.8

9.4

3.7

17.2

12.6

65.2

49.4

27.6

34.9

38.3

23.2

29.8

10.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

平成22年（Ｎ＝1,517人）

平成19年（Ｎ＝1,854人）

平成16年（Ｎ＝1,961人）



第２章 高齢者等の現状及び将来予測

- 33 -

図 介護保険制度の認知度（若年者）

資料：介護保険実態調査（平成 22 年度）

（％）

サービスを受けるためには、認定
申請が必要であること

要介護度認定は要支援１、要支援
２及び要介護１から要介護５までの
７段階であること

自宅での介護サービスは、ケアプ
ランに基づいて計画的に受けるこ
と

在宅サービスを受けるには、要介
護度ごとに利用限度額が定められ
ていること

介護保険制度の財源は、自己負
担を除いて公費と40歳以上の方の
保険料の折半であること

介護保険料を滞納していると、給
付制限を受けること

介護サービスの利用が契約制度
であること

要介護状態になることや悪化を予
防するための介護予防事業が平
成18年4月から始まったこと

事業所情報を的確に入手し比較検
討するために、愛知県が介護サー
ビス情報を公表していること

介護保険制度のことは、ほとんど
知らない

無回答

72.5

49.6

42.7

47.6

33.4

13.9

21.5

9.2

5.4

33.5

1.7

69.8

45.6

39.2

46.5

35.6

17.1

22.7

10.0

5.8

17.0

4.3

69.2

51.5

39.3

43.9

35.1

17.6

33.4

1.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

平成22年（Ｎ＝1,409人）

平成19年（Ｎ＝1,354人）

平成16年（Ｎ＝1,469人）
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オ 介護方法の希望

介護が必要になった場合は、一般高齢者、若年者ともに、「サービスを

利用せずに家族等を中心に自宅で介護してほしい」人が、前回調査より減

少し、若年者では、「介護保険や保健福祉サービスを活用し、自宅で介護

してほしい」人が増加しています。

介護保険制度の浸透とともに、介護サービスを利用することやサービス

内容の理解が深まったと考えられます。

図 介護方法の希望（一般高齢者・若年者）

【一般高齢者】

【若年者】

資料：介護保険実態調査（平成 16 年度、平成 19 年度、平成 22 年度）

平成22年（Ｎ＝1,409人）

平成19年（Ｎ＝1,354人）

平成16年（Ｎ＝1,469人）

4.0

12.5

52.2

45.2

25.7

25.3

12.9

16.4

2.9

53.3 24.0

2.7

3.0

15.3

0.6

1.5

2.5

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 （％）

平成22年（Ｎ＝1,517人）

平成19年（Ｎ＝1,854人）

平成16年（Ｎ＝1,961人）

6.9

20.3

51.2

36.8

19.0

20.3

12.9

16.7 5.9

5.3 49.0 21.4

0.9

1.3

18.1 4.9

9.1

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 （％）

介護サービスは利用せず、家族等を中心に自宅で介護してほしい

介護サービスや保健福祉のサービスを活用しながら、自宅で介護してほしい

特別養護老人ホームなどの施設に入所したい

その他

わからない

無回答
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（３）地域包括支援センターの認知状況

地域包括支援センターについて、要介護認定を受けている人の約半数は

知っていたものの、要介護認定を受けていない人の認知度は若年者で約 2

割と、まだまだ低い状況です。

また、細かな業務内容についても、最も認知度の高い、介護や健康・福

祉・医療などの相談業務で要介護認定を受けている人で 3 割強、要介護認

定を受けていない人で 2 割強となっています。

地域包括支援センターの役割や業務内容の周知を検討し、地域での安

全・安心な生活に活用していく必要があります。

図 地域包括支援センターの認知度

資料：介護保険実態調査（平成 22 年度）

若年者
（Ｎ＝1,409人）
在宅介護サービス
利用者（Ｎ＝3,822人）

介護サービス
未利用者
（Ｎ＝1,339人）

48.2

46.5

42.3

29.4

9.5

24.1

22.4 75.9 1.7

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 （％）

知っていた 知らなかった 無回答
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図 地域包括支援センターの業務の認知度（一般高齢者）

資料：介護保険実態調査（平成 22 年度）

図 地域包括支援センターの業務の認知度（若年者）

資料：介護保険実態調査（平成 22 年度）

9.0

12.6

15.0

23.6

19.0

83.6

79.8

77.4

69.2

73.9

7.4

7.5

7.5

7.2

7.1

21.9 72.1 6.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 （％）

11.3

14.0

22.3

23.4

19.8

50.3

47.6

41.0

39.7

41.8

38.4

38.4

36.7

36.9

38.4

21.2 45.5 33.4

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 （％）

知っている 知らない 無回答

知っている 知らない 無回答

N = 1,517人

自立のための相談にのった
り、福祉サービスの利用に
つなぐなどの支援をしている

成年後見制度の利用の申
立てなどの支援をしている

高齢者虐待の早期発見・把
握に努め、対応している

高齢者を対象に、悪質な消
費者被害の防止などに対応
している

介護に関すること、健康や
福祉、医療、生活に関する
相談に対応している

状態に合わせた介護予防
の支援をしている

N = 1,409人

自立のための相談にのった
り、福祉サービスの利用に
つなぐなどの支援をしている

成年後見制度の利用の申
立てなどの支援をしている

高齢者虐待の早期発見・把
握に努め、対応している

高齢者を対象に、悪質な消
費者被害の防止などに対応
している

介護に関すること、健康や
福祉、医療、生活に関する
相談に対応している

状態に合わせた介護予防
の支援をしている
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図 地域包括支援センターの業務の認知度（在宅介護サービス利用者）

資料：介護保険実態調査（平成 22 年度）

図 地域包括支援センターの業務の認知度（介護サービス未利用者）

資料：介護保険実態調査（平成 22 年度）

11.3

14.0

15.2

33.9

30.3

49.5

47.1

46.8

30.5

32.4

39.2

39.0

38.0

35.5

37.3

35.4 30.5 34.1

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 （％）

11.6

14.8

15.0

33.7

31.7

54.8

51.7

51.8

36.2

37.0

33.6

33.5

33.2

30.1

31.3

35.5 36.2 28.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 （％）

知っている 知らない 無回答

知っている 知らない 無回答

N = 3,822人

自立のための相談にのった
り、福祉サービスの利用に
つなぐなどの支援をしている

成年後見制度の利用の申
立てなどの支援をしている

高齢者虐待の早期発見・把
握に努め、対応している

高齢者を対象に、悪質な消
費者被害の防止などに対応
している

介護に関すること、健康や
福祉、医療、生活に関する
相談に対応している

状態に合わせた介護予防
の支援をしている

N = 1,339人

自立のための相談にのった
り、福祉サービスの利用に
つなぐなどの支援をしている

成年後見制度の利用の申
立てなどの支援をしている

高齢者虐待の早期発見・把
握に努め、対応している

高齢者を対象に、悪質な消
費者被害の防止などに対応
している

介護に関すること、健康や
福祉、医療、生活に関する
相談に対応している

状態に合わせた介護予防
の支援をしている
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（４）介護に関する必要な情報

介護に関する情報について必要だと思う内容については、一般高齢者、

若年者、在宅介護サービス利用者、介護サービス未利用者ともにサービス

の利用方法や利用料金についての割合が高くなっています。

特に若年者は多くの情報を求めており、複雑な介護保険サービスの利用

方法やサービスメニュー、利用料金などをわかりやすく伝える必要があり

ます。

図 介護に関する必要な情報

資料：介護保険実態調査（平成 22 年度）

一般高齢者（Ｎ＝1,517）

若年者（Ｎ＝1,409人）

在宅介護サービス利用者（Ｎ＝3,822人）

介護サービス未利用者（Ｎ＝1,339人）

（％）

サービスの利用方法について

サービスの利用料金について

介護サービス事業者について

介護の方法などについて

苦情・相談窓口について

施設サービスについて

その他

無回答

61.3

52.9

29.3

40.3

16.6

34.7

4.2

16.7

82.3

71.5

43.4

54.6

29.7

54.9

2.8

2.7

54.9

41.5

22.8

30.2

15.0

31.8

2.5

17.7

59.0

46.9

26.8

33.2

16.3

30.8

2.6

18.9

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
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（５）今後重要だと思うこと

高齢者福祉に関して今後重要だと思うことは、在宅介護サービス利用者

で、「在宅介護を支援するサービスの充実」が約 6 割、「施設介護サービス

の充実」が 4 割強、「認知症高齢者対策の充実」、「医療の充実」が約３割

となっています。また、「健康づくり、健康診査などの充実」「地域に密着

した身近なサービスの充実」「介護についての相談の充実」も２割程度と

なっています。

介護サービス未利用者で、「在宅介護を支援するサービスの充実」が 4

割強、「施設介護サービスの充実」「医療の充実」が 3 割以上、「認知症高

齢者対策の充実」「健康づくり、健康診査などの充実」が約３割となって

います。また、「地域に密着した身近なサービスの充実」も２割強となっ

ています。

健康に直結する健康づくりや診査・医療、介護サービスの他、地域に密

着した身近なサービスの充実が求められています。

図 今後重要だと思うこと（在宅介護サービス利用者・介護サービス未利用者）

資料：介護保険実態調査（平成 22 年度）

（％）

健康づくり、健康診査などの
充実

医療の充実

在宅介護を支援するサービ
スの充実

施設介護サービスの充実

介護についての相談体制の
充実

高齢者に配慮した公営住宅
の提供

生きがい活動への支援、拡
充

地域に密着した身近なサービ
スの充実

認知症高齢者対策の充実

権利擁護、成年後見制度の
充実

その他

無回答

24.6

28.3

59.0

42.4

19.2

8.6

12.6

19.7

29.2

3.0

1.7

5.3

28.8

34.0

43.2

35.3

24.1

8.2

10.2

20.2

26.6

2.0

2.0

9.9

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

在宅介護サービス利用者（Ｎ＝2,975人）

介護サービス未利用者（Ｎ＝982人）
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５ 日常生活圏域

本市の日常生活圏域は、支所区域の８圏域として設定します。圏域別の

高齢者福祉施設の整備状況をはじめとした地域の状況は次のとおりです。

また、これらの高齢者福祉施設は、要介護認定者をはじめ高齢者のニー

ズに対応できるように、今後も施設整備の充実やサービス供給体制の確保

に向けて推進します。

図 日常生活圏域図

〔地域包括支援センター〕

地域包括支援センター 所在地 連絡先

高年者センター岡崎 美合町 0564-55-8399

中央地域福祉センター 梅園町 0564-25-3199

北部地域福祉センター 岩津町 0564-45-1699

南部地域福祉センター 下青野町 0564-43-6299

西部地域福祉センター 宇頭町 0564-32-0199

東部地域福祉センター 山綱町 0564-48-8099

竜美 竜美北２丁目 0564-55-0751

かわいの里 秦梨町 0564-47-3333

やはぎ苑 上佐々木町 0564-34-2345

なのはな苑 福岡町 0564-57-8087

額田 夏山町 0564-82-4370

社会福祉協議会 康生通南 0564-23-1105
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ア 圏域別の人口構成

圏域別の人口としては、本庁圏域が約 11 万 1 千人と最も多く、次いで

矢作圏域が約５万７千人、岡崎圏域が約５万６千人、岩津圏域が約４万 8

千人、六ツ美圏域が約４万２千人となっています。逆に最も少ないのは、

圏域の大部分が中山間地域となっている額田圏域で、約９千人となってい

ます。また、高齢化率は額田圏域が 27.2％と最も高くなっています。

図 日常生活圏域別人口及び高齢者

資料：住民基本台帳（平成 23 年 4月 1日現在）

イ 圏域別の認定者数と認定率

認定者数は、おおむね人口が多いところほど多くなっています。65 歳

以上人口に対する認定率では、額田圏域が最も高くなっています。

図 日常生活圏域別認定者数（第１号被保険者）

資料：長寿課（平成 23 年 4月 1日現在）

（人）

3,507

1,375

996
802

1,335 1,249

857

473

19.6

14.715.3
16.416.5

15.116.1
14.7

0

1,000

2,000

3,000

4,000

本庁 岡崎 大平 東部 岩津 矢作 六ツ美 額田

（％）

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

認定者数 認定率

（人）

21,753

9,088 6,027 4,906
8,742 8,500 5,813 2,418

30,983
21,925

48,039
42,209

8,881

57,001

111,497

55,934

19.5

16.2

19.5

22.4

18.2

14.9
13.8

27.2

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

本庁 岡崎 大平 東部 岩津 矢作 六ツ美 額田

（％）

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

65歳以上 人口 高齢化率



第２章 高齢者等の現状及び将来予測

- 42 -

（１）本庁圏域

本庁圏域は、市役所を中心とした市の中心部と旧常磐村地区を含み、旧

額田町（額田圏域）を除けば一番広い圏域となっています。また、人口も

最も多くなっています。

人口の動態としては平成 20 年以降横ばい傾向にあります。また、高齢

化率は 19.5％と、市内平均（17.9％）より高くなっています。また、認

定者数については、平成 23 年度時点で約 3,700 人となっており、計画

の最終年次である平成 26 年度には、約 4,400 人に増加すると予想され

ます。

圏域内には、「中央地域福祉センター」、「竜美」、「社会福祉協議会」の

３つの地域包括支援センターが設置されています。

ア 人口・高齢者数・高齢化率の推移

図 人口・高齢者数・高齢化率の推移（本庁圏域）

資料：住民基本台帳（各年９月末現在）

【圏域内の小学校区】

梅園・根石・六名・城南・三島・竜美丘・常磐
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（人）
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平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

イ 認定者数

実績 予測

平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成26年

要支援１ 518 503 559 577 610 642

要支援２ 489 538 595 616 653 687

要介護１ 839 890 958 1,020 1,079 1,134

要介護２ 491 521 572 596 632 664

要介護３ 412 407 374 467 494 519

要介護４ 299 319 338 366 387 406

要介護５ 269 285 298 326 346 364

合計 3,317 3,463 3,694 3,968 4,201 4,416

資料：長寿課

図 介護度別認定者数の予測推移（本庁圏域）

資料：長寿課

ウ 施設の状況

施設名称 設置数 施設名称 設置数

介護老人福祉施設 ０ 認知症対応型グループホーム ４

介護老人保健施設 ３ 地域密着型特定施設入居者生活介護 ０

介護療養型医療施設 １ 老人福祉センター ２

地域密着型介護老人福祉施設 １ 養護老人ホーム ０

資料：長寿課（平成 23 年 4月１日現在）

要支援 要介護１～３ 要介護４・５
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（２）岡崎圏域

岡崎圏域は、岡崎市の南部に位置し、そのほとんどが市街化区域で、区

画整理も進み比較的若い人の多い圏域です。

人口の動態としては平成 20 年以降横ばい傾向にあります。また、高齢

化率は 16.2％と、市内平均（17.9％）より低くなっています。また、認

定者数については、平成 23 年度時点で約 1,600 人となっており、計画

の最終年次である平成 26 年度には、約 1,900 人に増加すると予想され

ます。

圏域内には、「なのはな苑地域包括支援センター」が設置されています。

ア 人口・高齢者数・高齢化率の推移

図 人口・高齢者数・高齢化率の推移（岡崎圏域）

資料：住民基本台帳（各年９月末現在）
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イ 認定者数

実績 予測

平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成26年

要支援１ 232 255 249 292 309 325

要支援２ 175 179 206 205 217 228

要介護１ 332 333 364 383 404 425

要介護２ 207 235 231 269 285 300

要介護３ 186 185 192 212 224 235

要介護４ 127 149 156 170 181 190

要介護５ 143 162 156 185 196 206

合計 1,402 1,498 1,554 1,716 1,816 1,909

資料：長寿課

図 介護度別認定者数の予測推移（岡崎圏域）

資料：長寿課

ウ 施設の状況

施設名称 設置数 施設名称 設置数

介護老人福祉施設 １ 認知症対応型グループホーム ４

介護老人保健施設 １ 地域密着型特定施設入居者生活介護 ０

介護療養型医療施設 ０ 老人福祉センター ０

地域密着型介護老人福祉施設 ０ 養護老人ホーム ０

資料：長寿課（平成 23 年 4月１日現在）

要支援 要介護１～３ 要介護４・５
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（３）大平圏域

大平圏域は、岡崎市のほぼ中央に位置し、男川、乙川沿いの区域です。

また市街化調整区域の割合が高くなっています。

人口の動態としては微増傾向にあり、年間 100～400 人程度ずつ増加

していましたが、伸び率は鈍化し、平成 23 年はほぼ横ばいとなっていま

す。また、高齢化率は 19.5％と、市内平均（17.9％）より高くなってい

ます。また、認定者数については、平成 23 年度時点で約 1,000 人とな

っており、計画の最終年次である平成 26 年度には、約 1,300 人に増加

すると予想されます。

圏域内には、「高年者センター岡崎」と「かわいの里」の２つの地域包

括支援センターが設置されています。

ア 人口・高齢者数・高齢化率の推移

図 人口・高齢者数・高齢化率の推移（大平圏域）

資料：住民基本台帳（各年９月末現在）

【圏域内の小学校区】

生平・秦梨・男川・美合・小豆坂・緑丘
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イ 認定者数

実績 予測

平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成26年

要支援１ 127 119 116 136 144 152

要支援２ 111 117 132 134 142 149

要介護１ 216 226 232 260 273 290

要介護２ 136 156 162 179 189 199

要介護３ 156 159 142 182 193 202

要介護４ 101 111 124 127 135 141

要介護５ 96 100 110 114 121 128

合計 943 988 1,018 1,132 1,197 1,261

資料：長寿課

図 介護度別認定者数の予測推移（大平圏域）

資料：長寿課

ウ 施設の状況

施設名称 設置数 施設名称 設置数

介護老人福祉施設 ２ 認知症対応型グループホーム ２

介護老人保健施設 ０ 地域密着型特定施設入居者生活介護 ０

介護療養型医療施設 １ 老人福祉センター １

地域密着型介護老人福祉施設 ０ 養護老人ホーム １

資料：長寿課（平成 23 年 4月１日現在）

要支援 要介護１～３ 要介護４・５
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（４）東部圏域

東部圏域は、岡崎市の南部に位置し、区域のほとんどは市街化調整区域

です。

人口の動態としては平成 16 年度の 22,473 人をピークに若干の減少

傾向にあり、近年は平成 21 年度に微増したものの年間 100～200 程度

減少しています。また、高齢化率は 22.4％と、市内平均（17.9％）より

高く、額田圏域に次いで市内で２番目に高い圏域となっています。また、

認定者数については、平成 23 年度時点で約 800 人となっており、計画

の最終年次である平成 26 年度には、約 1,000 人に増加すると予想され

ます。

圏域内には、「東部地域福祉センター地域包括支援センター」が設置さ

れています。

ア 人口・高齢者数・高齢化率の推移

図 人口・高齢者数・高齢化率の推移（東部圏域）

資料：住民基本台帳（各年９月末現在）

【圏域内の小学校区】
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イ 認定者数

実績 予測

平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成26年

要支援１ 101 109 94 125 132 139

要支援２ 77 84 105 97 102 107

要介護１ 165 151 182 173 183 193

要介護２ 112 123 115 141 149 156

要介護３ 110 117 111 134 142 149

要介護４ 96 104 109 119 127 133

要介護５ 107 99 116 113 120 126

合計 768 787 832 902 955 1,003

資料：長寿課

図 介護度別認定者数の予測推移（東部圏域）

資料：長寿課

ウ 施設の状況

施設名称 設置数 施設名称 設置数

介護老人福祉施設 ２ 認知症対応型グループホーム １

介護老人保健施設 ２ 地域密着型特定施設入居者生活介護 ０

介護療養型医療施設 ０ 老人福祉センター １

地域密着型介護老人福祉施設 ０ 養護老人ホーム ０

資料：長寿課（平成 23 年 4月１日現在）

要支援 要介護１～３ 要介護４・５
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（５）岩津圏域

岩津圏域は、岡崎市の北部に位置し、山間部と平地で成り立っています。

人口の動態としては微増傾向にあり、年間 100～600 人程度ずつ増加

していますが、伸び率は鈍化しつつあります。また、高齢化率は 18.2％

と、市内平均（17.9％）とほぼ同程度となっています。また、認定者数

については、平成 23 年度時点で約 1,300 人となっており、計画の最終

年次である平成 26 年度には、約 1,500 人に増加すると予想されます。

圏域内には、「北部地域福祉センター地域包括支援センター」が設置さ

れています。

ア 人口・高齢者数・高齢化率の推移

図 人口・高齢者数・高齢化率の推移（岩津圏域）

資料：住民基本台帳（各年９月末現在）

【圏域内の小学校区】
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（人）
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イ 認定者数

実績 予測

平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成26年

要支援１ 142 162 202 185 196 206

要支援２ 141 166 186 190 201 211

要介護１ 283 276 328 316 336 353

要介護２ 194 202 199 232 245 257

要介護３ 160 151 147 173 183 193

要介護４ 108 128 130 147 155 163

要介護５ 110 121 149 138 146 154

合計 1,138 1,206 1,341 1,381 1,462 1,537

資料：長寿課

図 介護度別認定者数の予測推移（岩津圏域）

資料：長寿課

ウ 施設の状況

施設名称 設置数 施設名称 設置数

介護老人福祉施設 １ 認知症対応型グループホーム １

介護老人保健施設 １ 地域密着型特定施設入居者生活介護 １

介護療養型医療施設 ０ 老人福祉センター １

地域密着型介護老人福祉施設 ０ 養護老人ホーム ０

資料：長寿課（平成 23 年 4月１日現在）

要支援 要介護１～３ 要介護４・５
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（６）矢作圏域

矢作圏域は、岡崎市の西部に位置し、ほとんどが平地です。豊田市、安

城市に隣接し、そこに通う人が移り住んでいるなど、比較的に若い人の多

い地域です。

人口の動態としては微増傾向にあり、年間 0～700 人程度ずつ増加し

ていますが、伸び率は鈍化しつつあります。また、高齢化率は 14.9％と、

市内平均（17.9％）より低く、市内でも比較的若い年齢層の多い圏域と

なっています。また、認定者数については、平成 23 年度時点で約 1,300

人となっており、計画の最終年次である平成 26 年度には、約 1,600 人

に増加すると予想されます。

圏域内には、「西部地域福祉センター」と「やはぎ苑」の２つの地域包

括支援センターが設置されています。

ア 人口・高齢者数・高齢化率の推移

図 人口・高齢者数・高齢化率の推移（矢作圏域）

資料：住民基本台帳（各年９月末現在）

【圏域内の小学校区】

矢作西・矢作南・矢作東・矢作北・北野

（人）

6,595 7,039 7,437 7,833 8,232 8,500
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イ 認定者数

実績 予測

平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成26年

要支援１ 158 172 173 197 209 220

要支援２ 129 152 181 175 185 194

要介護１ 249 261 300 299 315 332

要介護２ 210 206 213 236 250 262

要介護３ 150 169 174 193 205 216

要介護４ 115 134 157 154 163 171

要介護５ 113 130 126 149 158 166

合計 1,124 1,224 1,324 1,403 1,485 1,561

資料：長寿課

図 介護度別認定者数の予測推移（矢作圏域）

資料：長寿課

ウ 施設の状況

施設名称 設置数 施設名称 設置数

介護老人福祉施設 １ 認知症対応型グループホーム １

介護老人保健施設 ０ 地域密着型特定施設入居者生活介護 １

介護療養型医療施設 ０ 老人福祉センター １

地域密着型介護老人福祉施設 ２ 養護老人ホーム ０

資料：長寿課（平成 23 年 4月１日現在）
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要支援 要介護１～３ 要介護４・５
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（７）六ツ美圏域

六ツ美圏域は、岡崎市の南部に位置し、近年道路網が整備されており、

マンションや住宅の建設が盛んであることから、従来からの家と新築家屋

が混在し、若い人も多い圏域となっています。

人口の動態としては微増傾向にあり、年間 100～800 人程度ずつ増加

していますが、伸び率は鈍化しつつあります。また、高齢化率は 13.8％

と市内平均（17.9％）より低く、市内で最も高齢化率の低い圏域となっ

ています。また、認定者数については、平成 23 年度時点で約 800 人と

なっており、計画の最終年次である平成 26 年度には、約 1,000 人に増

加すると予想されます。

圏域内には、「南部地域福祉センター地域包括支援センター」が設置さ

れています。

ア 人口・高齢者数・高齢化率の推移

図 人口・高齢者数・高齢化率の推移（六ツ美圏域）

資料：住民基本台帳（各年９月末現在）

【圏域内の小学校区】

城南・六ツ美北部・六ツ美西部・六ツ美中部・

六ツ美南部
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イ 認定者数

実績 予測

平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成26年

要支援１ 99 92 110 105 111 117

要支援２ 101 111 106 127 135 142

要介護１ 166 168 197 193 204 214

要介護２ 124 130 132 149 158 166

要介護３ 112 116 108 133 140 148

要介護４ 65 77 86 88 93 99

要介護５ 65 76 84 87 92 96

合計 732 770 823 882 933 982

資料：長寿課

図 介護度別認定者数の予測推移（六ツ美圏域）

資料：長寿課

ウ 施設の状況

施設名称 設置数 施設名称 設置数

介護老人福祉施設 ０ 認知症対応型グループホーム １

介護老人保健施設 ０ 地域密着型特定施設入居者生活介護 ０

介護療養型医療施設 ０ 老人福祉センター １

地域密着型介護老人福祉施設 １ 養護老人ホーム ０

資料：長寿課（平成 23 年 4月１日現在）
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（８）額田圏域

額田圏域は、平成 18 年１月１日に合併した旧額田町の圏域で本市の東

部に位置し、ほとんどが中山間地域となっています。圏域面積が全圏域の

中で最も広くなっていますが、人口は最も少なく、１万人を下回っていま

す。

人口の動態としては減少傾向にあり、年間 100～200 人程度ずつ減少

しています。また、高齢化率は 27.2％と市内平均（17.9％）より突出し

て高く、市内で最も高齢化率の高い圏域となっています。また、認定者数

については、平成 23 年度時点で約 500 人となっており、計画の最終年

次である平成 26 年度には、約 600 人に増加すると予想されます。

圏域内には、「額田地域包括支援センター」が設置されています。

ア 人口・高齢者数・高齢化率の推移

図 人口・高齢者数・高齢化率の推移（額田圏域）

資料：住民基本台帳（各年９月末現在）

【圏域内の小学校区】

豊富・夏山・宮崎・形埜・下山

（人）
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イ 認定者数

実績 予測

平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成26年

要支援１ 45 55 58 63 66 70

要支援２ 44 53 74 60 64 67

要介護１ 113 103 117 118 124 131

要介護２ 53 64 66 74 78 82

要介護３ 71 53 50 60 64 67

要介護４ 61 65 57 75 79 83

要介護５ 51 57 61 65 70 73

合計 438 450 483 515 545 573

資料：長寿課

図 介護度別認定者数の予測推移（額田圏域）

資料：長寿課

ウ 施設の状況

施設名称 設置数 施設名称 設置数

介護老人福祉施設 １ 認知症対応型グループホーム １

介護老人保健施設 ０ 地域密着型特定施設入居者生活介護 ０

介護療養型医療施設 ０ 老人福祉センター ０

地域密着型介護老人福祉施設 ０ 養護老人ホーム ０

資料：長寿課（平成 23 年 4月１日現在）
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Ⅰ 老人福祉計画
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老人福祉計画の概要と重点テーマ

１ 老人福祉計画の概要

老人福祉計画は、老人福祉法第 20 条の８の規定に基づく計画ですが、

「各論Ⅱ 介護保険事業計画（介護保険法第 117 条）」と調和のとれた一

体的な計画として定めるものとします。

介護保険制度は、要介護認定に基づき要支援・要介護と判定された方を

対象とするサービスの提供を主な目的としていますが、身体的には元気で

あっても、日常生活や社会的孤独感など家庭環境面等での課題を抱え、支

援を必要としている高齢者も少なくはありません。また、「豊かな長寿社

会」を築いていくためには、高齢者がいつまでも要介護状態に陥ることな

く、健康で生きがいを持って生活できる社会の実現が必要です。

そこで、老人福祉計画においては、介護サービス部分は「各論Ⅱ 介護

保険事業計画」にて位置づけることとし、介護保険事業を補完するための

生活の維持、家族負担の軽減などの側面からの支援や、高齢者の就労支援

や生きがいづくりなどの社会参加や自立の助長など、時代のニーズに合っ

た高齢者福祉サービスを定め、「豊かな長寿社会」を目指していくものと

します。

図 [各Ⅰ]１－１－１ 老人福祉計画の構成

「各論Ⅱ 介護保険事業計画」に基づき実施します。

第１章

老

人

福

祉

計

画

第２章 介護サービス（介護保険事業）

第３章 高齢者一般福祉サービス
市が実施する介護サービス以外の高齢者福祉サービスです。

サービスの利用にあたっては、介護保険サービス受給者との公平

性と整合性に十分配慮をしながら、基本的に費用の一部を受益者
負担とします。

第４章 高齢者の生きがいづくり
既存の施設及び施策を有効活用することによって、定年退職を

迎えたばかりの「若い高齢者」も含めた生きがいづくり施策を推
- 60 -

進します。
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２ 老人福祉計画の重点テーマ

「各論Ⅰ 老人福祉計画」においては、「総論」で掲げた施策目標のう

ち、特に、以下の３つの施策目標を重点テーマとして位置付けて、計画推

進を図っていくものとします。

（※詳細は、「総論」の第１章「６ 計画の基本理念と施策目標」を参照。）

施策目標１ 住み慣れた地域での生活支援の充実 ※
施策目標２ 高齢者の生きがいづくり支援 ※
- 61 -

施策目標７ 総合的な相談・情報提供体制の充実 ※
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介護サービス（介護保険事業）

１ 介護サービス（介護保険事業）の対象者

介護サービスは、「各論Ⅱ 介護保険事業計画」に基づき実施していき

ます。

介護保険事業は、65 歳以上高齢者を対象とした第１号被保険者と、40

歳～64 歳を対象とした第２号被保険者の介護保険料と、国・県・市の負

担金により運営されています。

介護保険事業のうち、介護サービスは、主に要介護認定で「要介護」と

認定された人に対するサービスであり、介護予防サービスは、主に要介護

認定で「要支援」と認定された人に対するサービスです。また、上記の介

護保険事業の対象にならなかった人に対しても、「地域支援事業」として

介護予防事業が実施されています。

（※詳細は、「各論Ⅱ 介護保険事業計画」を参照。）

２ 介護保険事業計画で定めるもの

「各論Ⅱ 介護保険事業計画」では、介護保険法に基づくサービスにつ

いて、サービスの概要と見込み量、介護保険料等を記載しています。

第２章
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高齢者一般福祉サービス

高齢者一般福祉施策の事業（サービス）一覧

（１）ひとり暮らし高齢者等に対する日常生活の自立支援
配食サービス事業／日常生活用具給付事業／在宅高齢者通報システム運用

事業／軽度生活支援事業／シルバー支援隊事業

（２）高齢者の居住面の安全・安心確保
災害時要援護者家具転倒防止事業／養護老人ホーム／軽費老人ホーム／

軽費老人ホーム利用料一部補助事業／有料老人ホーム／サービス付き高齢

者向け住宅

（３）低所得者等に対する生活支援
老人ホーム入所者生活補給金支給事業

（４）高齢者の権利擁護と虐待防止
高齢者成年後見制度利用支援事業／老人保護施設等措置／高齢者短期保

護事業／高齢者虐待防止ネットワーク会議開催事業／高齢者虐待防止啓発事

業

（１）家族介護者の負担軽減
家族介護用品給付事業／在宅ねたきり高齢者等見舞金支給事業／徘徊高齢

者家族支援事業

（２）ねたきり高齢者等への生活支援
訪問理容サービス助成金支給事業／在宅ねたきり高齢者等布団乾燥等事業／

在宅ねたきり高齢者等寝具貸与事業

（３）高齢者の居住面の安全・安心確保
住宅改修費用一部助成金支給事業

（４）低所得者等に対する生活支援
低所得者の在宅介護サービス利用者負担軽減事業／社会福祉法人利用者負

担軽減対策費補助事業／特別地域訪問介護費補助事業
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老人クラブ支援事業／生きがい活動支援通所事業／

ふれあいデイサービスセンター管理運営事業

シルバー人材センター運営費補助事業／花園高齢者生きが

いセンター運営事業・美合高齢者生きがいセンター運営事業

高齢者福祉施設管理運営事業／高齢者の生涯学習

敬老祝金支給事業／敬老会補助事業

２
．
社
会
参
加
と
自
立
支
援

２－１

２－１

高齢者交流

支援事業

２－２

高齢者就労

支援事業

２－３

高齢者生きがい

支援事業

２－４

敬老事業
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１ 老人福祉計画の概要

１－１ 高齢者安心確保事業

（１）ひとり暮らし高齢者等に対する日常生活の自立支援

①配食サービス事業

一定の要件にあてはまる高齢者等に対して、栄養のバランスのとれた食

事を提供するとともに、配達の際に見守り体制の一つとして安否確認を行

います。

21 年度に受給者要件を客観的な要素によるものに見直した後、配食数

が大きく増加しています。これに対応し、事業を継続していくための適正

な負担として、23 年度には利用者負担額を増額しました。

今後も、毎日の配食に対応し、栄養改善のための食事提供や配達時の安

否確認、非常時の対応などを確実に行い、事業を継続していきます。

これまでの実績

第３期計画期間 実績 第４期計画期間 実績

H18 H19 H20 H21 H22 H23 見込

延べ配食数 137,515食 139,073食 145,275食 162,380食 189,962食 220,000食

②日常生活用具給付事業

一定の要件に当てはまるひとり暮らし高齢者に、日常生活での安全確保

と自立生活の確保を図っていくため、電磁調理器の購入費又は自動消火装

置の購入費の一部を助成します。

助成件数は概ね年間 10 件程度で推移をしています。

火の取り扱いに不安を持つひとり暮らし高齢者は多く、今後も同程度の

助成件数を見込み、引き続き事業を着実に実施し、高齢者及びその周辺住

民への安全・安心な生活の維持に努めます。

これまでの実績

第３期計画期間 実績 第４期計画期間 実績

H18 H19 H20 H21 H22 H23 見込

電磁調理器 5 件 6 件 8件 10 件 8件 6件

自動消火装置 2 件 7 件 2件 3件 9件 3件
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③在宅高齢者通報システム運用事業

65 歳以上のひとり暮らし高齢者のうち、健康面等から不測の事態が発

生する恐れの高い高齢者に対し、非常時にコールセンターを通して消防本

部などへ連絡できる通報装置の設置を行い、緊急時の対応に備えるととも

に、見守り体制の一つとして、定期的に状況確認等のためにコールセンタ

ーから電話をかけることで安否の確認を行います。

設置数は減少傾向にありますが、緊急時の通報は毎年発生しており、22

年度からは、コールセンターに看護師等の専門職を配置しています。

今後もひとり暮らし高齢者の増加が予想されるため、孤立死につながる

急病など緊急時の対応策として、また日常的な相談にも適宜応じていくた

め、継続した事業の実施を図ります。

これまでの実績

第３期計画期間 実績 第４期計画期間 実績

H18 H19 H20 H21 H22 H23 見込

設置カ所数 664 カ所 669 カ所 639 カ所 606 カ所 612 カ所 620 カ所

④軽度生活支援事業

介護保険事業の介護保険給付対象外（要支援、要介護認定を受けていな

い人）でひとり暮らしの高齢者等に対し、骨折や打撲等で自立した在宅生

活が困難になってしまった場合に、訪問介護員などが、本人の生活状況に

合わせた軽易な日常生活上の援助を行います。

介護保険事業の拡大とあわせて利用者は少なくなりましたが、ひとり暮

らしの高齢者にとっては有意義な事業です。今後も必要に応じて柔軟に対

応していくと同時に、健康状態等により日常生活への支障が生じた場合に

は、介護保険事業による適切な介護サービスを受けられるよう円滑な移行

を図ります。

これまでの実績

第３期計画期間 実績 第４期計画期間 実績

H18 H19 H20 H21 H22 H23 見込

延べ訪問世帯数 181 世帯 106 世帯 81 世帯 67 世帯 3世帯 5世帯
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⑤シルバー支援隊事業

シルバー支援隊事業は、高齢者世帯や障がい者世帯の、電球の交換や家

具の移動など日常生活の「ちょっとした困りごと」の解消を、「おかざき

シルバー支援隊員」がお手伝いするもので、介護保険の給付事業外の隙間

的な支援となり、これまでにも多くのかたが利用しています。

また、シルバー人材センターの会員が作業を行うことによって、利用者

の在宅生活支援だけでなく、高齢者の生きがいづくりを目的とした就業に

もつなげます。

22 年度、23 年度は国の緊急雇用創出事業の補助を受けて行い、24 年

度からは市の事業として実施する予定です。

これまでの実績

第３期計画期間 実績 第４期計画期間 実績

H18 H19 H20 H21 H22 H23 見込

延べ訪問世帯数 （22 年度７月から実施） 579 世帯 900 世帯

（２）高齢者の居住面の安全・安心確保

①災害時要援護者家具転倒防止事業

65 歳以上の高齢者のみの世帯又は要介護認定３以上の認定を受けてい

るかた（入院･入所中の方を除く。）、障がい者、65 歳以上で生活保護を受

けているかたを対象に、地震時における家具の転倒による事故を防止する

ため、転倒防止金具の取付けを行い、高齢者が安心して生活できる環境を

整備します。

また、22 年度からは冷蔵庫への取付けも可能として制度利用の拡大を

図っており、年間 100 人程度の利用者があります。

現在では防災意識も浸透してきましたが、市政だよりへの掲載や、訪問

介護事業者や民生委員等を通じて制度に関する周知を図り、引き続き制度

が有効的に活用されるよう努めます。

これまでの実績

第３期計画期間 実績 第４期計画期間 実績

H18 H19 H20 H21 H22 H23 見込

利用者数 109 人 97 人 118 人 97 人 97 人 110 人
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②養護老人ホーム

概ね 65 歳以上の高齢者であって、環境上理由又は経済的理由により、

在宅において養護を受けることが困難なかたに対して、施設に入所して養

護を受けることを目的とした施設で、地方公共団体（市）及び社会福祉法

人により設置されます。基本的には自分の身の回りのことができるかたを

対象としており、自立した生活を営むことができるよう支援し、社会復帰

の促進に資するよう助言・指導に努めてゆく施設です。身体状況などによ

り、自分の身の回りのことに支障をきたすようになったかたは、介護保険

事業に基づくサービスも利用できます。

これまでの実績では、市の設置により１カ所が整備されています。

今後も引き続き当該施設を適切に運営していくとともに、入所判定委員

会の判定に基づく適切な入所を実施します。また、高齢者一時保護事業に

対して適切に対応できるよう努めます。

これまでの実績

第３期計画期間 実績 第４期計画期間 実績

H18 H19 H20 H21 H22 H23 見込

施設数 1 カ所 1カ所 1カ所 1カ所 1カ所 1カ所

③軽費老人ホーム（社会福祉法人等設置）

身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安が

あると認められるかたで、家族による援助を受けることが困難なかたが低

額な料金で入所する施設で、食事の提供、入浴等の準備、相談及び援助、

社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上必要な便宜を提供すること

で、入所者が安心して生き生きと明るく生活できるようにすることを目指

しています。

対象者は、60 歳以上のかたです。ただし、そのかたの配偶者、三親等

内の親族等については、60 歳未満でも認められます。

これまでの実績では、市内に５カ所の施設が設置されてきました。

今後も、入所者の高齢化に伴う介護ニーズに対して適切な対応を図ります。

これまでの実績

第３期計画期間 実績 第４期計画期間 実績

H18 H19 H20 H21 H22 H23 見込

施設数 5 カ所 5カ所 5カ所 5カ所 5カ所 5カ所
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④軽費老人ホーム利用料一部補助事業

軽費老人ホームに入居している高齢者に対し、利用料の一部を補助しま

す。

これまでの実績では、約 2,000 人で推移しています。

今後も同程度の利用者数が見込まれることから、軽費老人ホーム入居者

が安定した生活を送れるよう、事業の継続を図ります。

これまでの実績

第３期計画期間 実績 第４期計画期間 実績

H18 H19 H20 H21 H22 H23 見込

補助人数 1,953 人 1,938 人 1,987 人 1,992 人 1,977 人 1,966 人

⑤有料老人ホーム

高齢者が入居し、食事の提供やその他日常生活上必要な便宜を受けるこ

とを目的とする施設で、老人福祉施設※には該当せず、株式会社、有限会

社、社会福祉法人、宗教法人、ＮＰＯ法人などの民間事業者が、県の認可

を受けながら設置するものです。要介護認定など、特別養護老人ホーム等

の入居要件に該当しないかたや、多様なニーズに応じて自らの選択により

利用するかたが入居するものです。

これまでの実績では、設置された施設が９カ所あります。

今後は、高齢者の状況や利用ニーズに合わせ、より高い水準の施設運営

が図られるよう、施設を運営する民間事業者に対する適切な指導の実施を

図ります。

※老人福祉施設：老人福祉法の第５条の３に規定される、老人デイサービスセンター、老人短期入所施

設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援セン

ターなどのことです。

これまでの実績

第３期計画期間 実績 第４期計画期間 実績

H18 H19 H20 H21 H22 H23 見込

施設数 7 カ所 7カ所 7カ所 7カ所 9カ所 12 カ所
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⑥サービス付き高齢者向け住宅

平成 23 年に施行された「改正高齢者住まい法令」に基づき新たに創設

される「サービス付き高齢者向け住宅」に対し、訪問看護ステーション、

ヘルパーステーション、デイサービスセンターなどの介護保険事業所の他、

新設される 24 時間対応の「定期巡回・随時対応サービス」などの介護サ

ービスを組み合わせた仕組の普及を図ります。

（３）低所得者等に対する生活支援

老人ホーム入所者生活補給金支給事業

養護老人ホームに入所している高齢者のうち、収入が給付額に満たない

者に対して生活補給金を支給します。

これまでの実績では、支給人数は若干の増加傾向にあります。

今後も利用者が見込まれることから、事業を継続し、養護老人ホーム入

所者が安定した生活を送れるよう支援を図ります。

これまでの実績

第３期計画期間 実績 第４期計画期間 実績

H18 H19 H20 H21 H22 H23 見込

支給人数 17 人 19 人 21 人 24 人 28 人 31 人
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（４）高齢者の権利擁護と虐待防止

①高齢者成年後見制度利用支援事業

高齢者に対して、老人福祉法 32 条による審判の請求を行う親族がいな

い場合の申立等の支援を行うとともに、成年後見人等への報酬を助成しま

す。

これまでの実績では、毎年数名程度の利用者がいますが、認知症高齢者

など今後も成年後見制度を必要とする高齢者の増加が見込まれるため、制

度の周知を促進し、制度の有効的利用を図ると同時に本事業を着実に実施

し、社会福祉協議会が実施している日常生活自立支援事業と併せて認知症

高齢者等の自立生活の支援を図ります。

これまでの実績

第３期計画期間 実績 第４期計画期間 実績

H18 H19 H20 H21 H22 H23 見込

利用者数 2 人 3 人 1人 2人 5人 7人

②老人保護施設等措置

環境上の理由又は経済的理由等で居宅において養護を受けることがで

きない高齢者等に対して養護老人ホームへ入所する措置や、介護認定を受

けていてもやむを得ない事由により入所することが著しく困難な高齢者

等を特別養護老人ホームへ入所する措置又は在宅介護（ショートステイ）

などの措置を行います。

これまでの実績では、養護老人ホームへ 80 人程度、特別養護老人ホー

ムへ 1 人程度、在宅介護で 1 人程度の措置を実施しています。

今後も高齢者虐待を要因に措置となる事例は継続的に発生するものと

見込まれることから、関係機関と密接な連携を取り、入所判定委員会の判

定や、高齢者虐待防止ネットワーク会議の意見に基づきながら適切な措置

を図ります。

これまでの実績

第３期計画期間 実績 第４期計画期間 実績

H18 H19 H20 H21 H22 H23 見込

措置人数（養護） 75 人 80 人 78 人 78 人 78 人 81 人

措置人数（特養） 3 人 5 人 1人 0人 0人 1人

措置人数（在宅） 1 人 4 人 1人 0人 2人 0人
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③高齢者短期保護事業（H21 年度末に統合）

緊急に施設入所が必要と判断される高齢者等を養護老人ホームにおい

て一時的に保護することで、高齢者及びその家族に対し精神的安定を図る

事業です。22 年度から高齢者虐待等一時保護事業と統合して、「高齢者短

期保護事業」としました。

今後も高齢者虐待が見込まれることから、関係機関と密接な連携を取り、

高齢者虐待により養護者と引離すことが必要な高齢者に対する支援とし

て、適切に事業継続を図ります。

これまでの実績

第３期計画期間 実績 第４期計画期間 実績

H18 H19 H20 H21 H22 H23 見込

対象者数 ― ― 15 人 15 人 18 人 20 人

④高齢者虐待防止ネットワーク会議開催事業

「高齢者虐待防止ネットワーク会議」とは、「高齢者虐待の防止、高齢

者の養護者に対する支援等に関する法律（平成 18 年法律第 124 号）」の

規定に基づき設置され、①高齢者虐待に関する情報共有化並びに関係機関

等の連携及び協力の推進に関すること、②支援活動の総合的把握及び評価

に関すること、③高齢者虐待防止対策を推進するための啓発活動に関する

こと、④その他ネットワーク会議の設置目的を達成するために必要な活動

に関することなどについて協議する会議です。これらの会議開催を通じ、

関係機関相互の連携を図り、高齢者虐待の早期発見、早期対応をはじめと

する高齢者の権利擁護に係る事業を円滑に推進していきます。

これまでの実績では、定期的に年６回ずつ開催し、意見交換や対応方法

などについて協議を行ってきました。また、緊急時には臨時に会議を開催

しています。

今後も高齢者虐待の困難事例に対応するために、会議を通じて意見交換

を行い、「高齢者虐待対応マニュアル」等により適切な対処を図っていき

ます。

これまでの実績

第３期計画期間 実績 第４期計画期間 実績

H18 H19 H20 H21 H22 H23 見込

開催回数 6 回 6 回 6回 6回 6回 6回

事例検討延件数 18 件 21 件 17 件 16 件 10 件 12 件
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⑤高齢者虐待防止啓発事業

高齢者虐待についてのパンフレット等の作成・配布や講演会・研修会な

どの開催を通じ、高齢者虐待の早期発見や通報などの周知を行います。

これまでの実績では、毎年、講演会を開催するとともに、高齢者虐待に

ついてのパンフレットを作成して市民に配布するなどしてきました。

今後もこれらの活動を継続し、高齢者虐待の防止や早期発見のため、広

く市民や商店、介護事業所など関係機関等に周知を図っていきます。

これまでの実績

第３期計画期間 実績 第４期計画期間 実績

H18 H19 H20 H21 H22 H23 見込

講演会開催回数 ― ― 1回 1回 1回 1回

１－２ 高齢者介護支援事業

（１）家族介護者の負担軽減

①家族介護用品給付事業（介護保険 地域支援事業）

40 歳以上で自宅において介護をうけているかたで、一定の要件に該当

するかたに、紙おむつなどの購入助成券を支給します。

21 年度の受給者要件変更後、支給者が大きく増加しています。これに

より事業費が急激に増加しているため、支給対象者の見直しを検討してい

くとともに、要介護者を抱える家族の経済的負担の軽減のため、事業を継

続していきます。

これまでの実績

第３期計画期間 実績 第４期計画期間 実績

H18 H19 H20 H21 H22 H23 見込

支給者数 600 人 551 人 516 人 856 人 994 人 1,200 人
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②在宅ねたきり高齢者等見舞金支給事業

65 歳以上で一定の要件に当てはまり、在宅介護を受けているかたに対

し、市から見舞金を支給します。

これまでの実績では、延べ給付人数は約 600 人弱程度で推移していま

す。

今後も事業を継続し、高齢者の安定した生活に資するとともに、ねたき

り高齢者等にならないための予防対策も併せて推進を図ります。

これまでの実績

第３期計画期間 実績 第４期計画期間 実績

H18 H19 H20 H21 H22 H23 見込

延べ給付人数 584 人 595 人 574 人 565 人 494 人 600 人

③徘徊高齢者家族支援事業

在宅で徘徊行動のある認知症高齢者を介護している家族に対し、徘徊高

齢者の早期発見及び安全の確保に役立て、安心して介護できる環境を作る

ため、徘徊に対応する位置情報システムに加入する場合に、その加入費用

の一部を援助します。

現状での利用者数は少数となっていますが、今後、認知症高齢者の増加

が見込まれることから、市民への周知を進めるとともに、事業の着実な継

続を図っていきます。

これまでの実績

第３期計画期間 実績 第４期計画期間 実績

H18 H19 H20 H21 H22 H23 見込

利用人数 0 人 0 人 3人 0人 1人 3人
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（２）ねたきり高齢者等への生活支援

①訪問理容サービス助成金支給事業

65 歳以上で一定の要件に当てはまるかたに対し、自宅で調髪及び顔そ

りができるよう訪問理容サービス券（出張料相当分）を支給します。

これまでの実績では、延べ利用者数は増加傾向で推移しています。

今後も、高齢者の増加が見込まれ、自宅で気軽に調髪サービスを受ける

ことで衛生的な在宅生活の継続に資することができることから、継続的な

事業実施を図ります。

これまでの実績

第３期計画期間 実績 第４期計画期間 実績

H18 H19 H20 H21 H22 H23 見込

延べ利用人数 50 人 55 人 61 人 87 人 91 人 95 人

②在宅ねたきり高齢者等布団乾燥等事業

65 歳以上で一定の要件に当てはまり、在宅介護を受けているかたに対

し、布団等の丸洗い、乾燥、殺菌、脱臭など寝具類の衛生管理を行います。

これまでの実績では、実施枚数は増加傾向で推移しています。

今後は、寝具一式を貸与する「在宅ねたきり高齢者寝具貸与事業」との

調整を図りながら、衛生的な在宅生活を支援するため、継続的に事業を実

施していきます。

これまでの実績

第３期計画期間 実績 第４期計画期間 実績

H18 H19 H20 H21 H22 H23 見込

枚数 872 枚 788 枚 856 枚 916 枚 920 枚 940 枚
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③在宅ねたきり高齢者等寝具貸与事業

65 歳以上で一定の要件に当てはまり、在宅介護を受けているかたに対

し、寝具を貸与し、寝具の衛生管理を行います。貸与する寝具は、掛布団・

敷布団・毛布・枕・敷布・掛布の一式で、１ヶ月に１回交換を行います。

これまでの実績では、利用者数は若干の減少傾向にありますが、年間約

20 人が利用しています。

今後は、寝具の乾燥・殺菌などを行う「在宅ねたきり高齢者等布団乾燥

等事業」との調整を図りながら、衛生的な在宅生活を支援するため、継続

的に事業を実施していきます。

これまでの実績

第３期計画期間 実績 第４期計画期間 実績

H18 H19 H20 H21 H22 H23 見込

利用者数 28 人 25 人 19 人 22 人 22 人 20 人

（３）高齢者の居住面の安全・安心確保

住宅改修費用一部助成金支給事業

介護保険事業の「住宅改修費支給」、「介護予防住宅改修費支給」などと

は別に、住宅改修を行う際の費用について、審査に基づき改修費の一部助

成を行います。（限度額：20 万円）

これまでの実績では、住宅改修の相談を受け審査等を実施したものが年

間 220～270 件程度、助成件数が年間 200～250 件程度となっており、

平成 20 年 10 月から導入された受領委任払い制度の影響もあり、増加傾

向がみられます。

今後も個人の身体状況にあわせた住環境を提供し、高齢者の在宅での生

活を支えるとともに、利用者の増加を見据えながら着実な事業推進を図り

ます。

これまでの実績

第３期計画期間 実績 第４期計画期間 実績

H18 H19 H20 H21 H22 H23 見込

相談件数 280 件 220 件 219 件 225 件 266 件 300 件

助成件数 206 件 196 件 199 件 198 件 237 件 250 件
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（４）低所得者等に対する生活支援

①低所得者の在宅介護サービス利用者負担軽減事業

低所得者に対して、在宅介護サービス利用時の費用負担の軽減を行いま

す。

これまでの実績では、年々利用者は増加傾向にあり、今後も対象人数は

増加していくものと見込まれますので、在宅介護サービスの適切な利用が

行われるよう、事業の着実な実施を図ります。

これまでの実績

第３期計画期間 実績 第４期計画期間 実績

H18 H19 H20 H21 H22 H23 見込

延べ認定人数 14 人 16 人 15 人 12 人 32 人 45 人

②社会福祉法人利用者負担軽減対策費補助事業

介護保険事業のサービス利用について低所得者減免を申し出た社会福

祉法人に対し、介護保険利用者負担を軽減した場合に財政的支援を行いま

す。

これまでの実績では、認定件数は横ばいでしたが、23 年度では増加が

見込まれています。

今後も、サービス事業所である社会福祉法人が利用者負担の軽減を行う

ことによって、低所得でもサービスを利用しやすい環境を整え、適切なサ

ービス供給が図られるよう事業を継続実施していきます。

これまでの実績

第３期計画期間 実績 第４期計画期間 実績

H18 H19 H20 H21 H22 H23 見込

軽減認定件数 55 件 50 件 50 件 39 件 38 件 60 件
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③特別地域訪問介護費補助事業

振興山村地域（額田圏域）にある社会福祉法人が、介護保険事業のうち

「訪問介護」について一定の条件に該当する利用者の負担額を軽減した場

合に、財政的支援を行います。

これまでの実績では、利用者数は 60 件程度推移していましたが、23

年度には 80 件が見込まれています。

今後も利用者の増加が予測されるため、訪問介護サービスを利用しやす

くなり適切なサービス供給が図られるよう、事業を継続して実施していき

ます。

これまでの実績

第３期計画期間 実績 第４期計画期間 実績

H18 H19 H20 H21 H22 H23 見込

軽減認定件数 60 件 65 件 55 件 53 件 57 件 80 件
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２ 社会参加と自立支援

２－１ 高齢者交流支援事業

①老人クラブ支援事業

老人クラブとは、地域を基盤とする高齢者の自主組織で、老人福祉法の

第 13 条第２項において「地方公共団体は老人クラブその他当該事業を行

う者に対して適当な援助を行う」ことが定められています。

老人クラブの活動としては、高齢者自らの生きがいを高める趣味的な活

動などのほか、一人暮らしのかたなどの自宅を訪ねる友愛訪問や、地域を

豊かにする奉仕活動を行っており、高齢者自身だけでなく地域にも大きく

貢献しています。

また、地域の単位クラブの集まりである「老人クラブ連合会」では、全

市的な組織として各種行事を行っており、これらの活動に対する事業費用

等の各種支援を行います。

これまでの実績では、高齢者数が増加する中、会員数は約 22,500 人

程度で推移してきましたが、役員の人材確保ができずに休会するクラブが

あるなど、平成 23 年度の会員数は、22,000 人を下回ることが予想され

ます。しかし、老人クラブに担っていただく役割は、既に各地域で欠かせ

ないものとなっており、今後増加する定年退職者の活躍の場としても期待

されることから、加入率の低下や組織内の高齢化を抑止しながら、継続し

て老人クラブ活動の支援を図ります。

これまでの実績

第３期計画期間 実績 第４期計画期間 実績

H18 H19 H20 H21 H22 H23 見込

会員数 22,562 人 22,378 人 22,438 人 22,445 人 22,658 人 21,990 人

加入率 28.9% 27.7% 26.4% 25.3% 24.5% 23.1%
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②生きがい活動支援通所事業 及び、

③ふれあいデイサービスセンター管理運営事業
介護保険給付対象外（要支援、要介護認定を受けていない人）で家に閉

じこもりがちな高齢者等に対して、「社会的孤独感の解消」、「自立生活の

助長」及び「要介護状態への移行予防」などのため、それぞれ「老人セン

ター清楽荘」、「ふれあいデイサービスセンター」への通所によるサービス

（日常生活動作訓練や生きがい活動、生活・健康相談など）を提供します。

「生きがい活動支援通所事業」は岡崎市福祉事業団に、「ふれあいデイ

サービスセンター管理運営事業」は岡崎市社会福祉協議会に、それぞれの

施設の指定管理者として運営を委託しています。

これまでの利用者数の実績では、「生きがい活動支援通所事業」では減

少傾向にあり、「ふれあいデイサービスセンター」では約 1,750 人と横ば

いで推移しています。

「生きがい活動支援通所事業」については、実施場所である「福祉の村

（老人センター清楽荘）」の再編計画が進められているため、事業を見直

す必要がありますが、「ふれあいデイサービスセンター」については、在

宅高齢者及び一人暮らし高齢者の増加が見込まれることから、自宅で閉じ

こもりがちなかたの生活改善のために、今後も事業の継続的な実施を図り

ます。また、要支援･要介護状態となった場合には、円滑な介護保険事業

への移行に努めます。

これまでの実績

第３期計画期間 実績 第４期計画期間 実績

H18 H19 H20 H21 H22 H23 見込

延べ利用人数（生き

がい活動支援通所）
804 人 621 人 648 人 596 人 487 人 470 人

延べ利用人数（ふれ

あいデイサービス）
1,760 人 1,754 人 1,653 人 1,755 人 1,718 人 1,740 人
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２－２ 高齢者就労支援事業

①シルバー人材センター運営費補助事業

シルバー人材センターは、定年退職者など概ね 60 歳以上の高齢者を対

象としており、高齢者の豊かな知識、経験、技能を活かすことのできる「臨

時的かつ短期的又はその他の軽易な業務」を企業、一般家庭、公共機関か

ら引き受け、健康で働く意欲のあるかたに提供しています。また、登録会

員による自主グループの活動やボランティア活動など様々な形での社会

参加を実践することで、高齢者が健康で生きがいのある生活を送るための

支援を行うとともに、地域福祉の向上及び活性化に貢献しています。

これまでの実績では、高齢者数の増加に伴い登録者数は増加しており、

23 年度には 1,300 人を見込んでいます。今後も、高齢者に対して就労

の場を提供することで生きがいを創出するため、継続的に事業を実施して

いきます。

これまでの実績

第３期計画期間 実績 第４期計画期間 実績

H18 H19 H20 H21 H22 H23 見込

登録者数 1,117 人 1,012 人 1,101 人 1,214 人 1,266 人 1,300 人

②花園高齢者生きがいセンター運営事業／

美合高齢者生きがいセンター運営事業
「高齢者生きがいセンター」とは、60 歳以上のかたが、施設の内外に

おいて生きがいを目的とした就労に携わることで、地域社会との交流や健

康・教養の向上を図り、社会参加を促進するもので、「花園（恵田町）」と

「美合（美合町）」の２カ所に設置されています。

これまでの実績では、花園では登録者数は増加しており、現在は 100

人程度が登録されています。これは、花園工業団地内等の事業所から継続

的に各種作業の発注を受けており、多くの会員が活発に就業しているため

です。一方、美合では自動車部品関連の受注がなくなり、現在では会員グ

ループ「看板娘」の活動や、軽易な作業に限定して対応する「シルバー支

援隊」の拠点とするなど、新たな方法での活用を進めています。

ともに就労支援を中心とする施設であることから、景気の動向に左右さ

れやすいという側面を持ちますが、今後も岡崎市シルバー人材センターと

協力して、高齢者への継続した就労の場の提供を図っていきます。
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これまでの実績

第３期計画期間 実績 第４期計画期間 実績

H18 H19 H20 H21 H22 H23 見込

登録人員 69 人 79 人 80 人 83 人 99 人 95 人花
園延べ稼働人員 12,531 人 14,267 人 13,937 人 11,954 人 12,231 人 12,000 人

登録人員 3 人 17 人 11 人 14 人 10 人 8 人美
合延べ稼働人員 28 人 210 人 211 人 660 人 873 人 850 人

２－３ 高齢者生きがい支援事業

①高齢者福祉施設管理運営事業

高齢者福祉施設（老人福祉センター）は、高齢者の健康増進、教養の向

上及びレクリエーションの場を提供し、生活・健康に係る各種の相談に応

じるとともに、お互いの親睦と各種活動を行う施設で、「総合老人福祉セ

ンター（高年者センター岡崎）」、「老人センター清楽荘（福祉の村）」、「地

域福祉センター（５カ所）」が整備されています。平成 18 年度からは指

定管理者制度を導入し、施設運営は指定管理者によって行われています。

これまでの実績では、平成 17 年７月から始まった入浴施設の有料化等

により利用者数は減少しましたが、指定管理者が新たに進めた企画（講座、

映画鑑賞会、無料入浴の日等）などにより、近年は増加傾向にあります。

今後も引き続きサービス水準の維持・向上を働きかけるとともに、高齢

者のニーズに応じたサービス提供と適切な施設運営に努めます。

また、あらためて「高齢者の生きがい」について現状の整理と分析を進

め、こうした既存の施設や施策を活用することによって、有効な支援施策

の実施を図っていくこととします。（「第４章 高齢者の生きがいづくり」

を参照。）

なお、清楽荘については、「福祉の村」全体の整備計画の中で今後のあ

り方を検討していきます。
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これまでの実績

第３期計画期間 実績 第４期計画期間 実績

H18 H19 H20 H21 H22 H23 見込

総利用者数 274,948人 257,364人 265,109人 289,693人 301,716人 306,000人

総合老人福祉センター

（高年者センター岡崎）
101,592人 85,775 人 81,253 人 90,570 人 97,414 人 98,000 人

老人センター清楽荘

（福祉の村）
41,419 人 41,927 人 45,816 人 43,346 人 39,155 人 39,000 人

中央地域福祉センター 41,782 人 41,331 人 38,751 人 43,327 人 44,216 人 45,000 人

北部地域福祉センター 31,104 人 28,651 人 27,668 人 27,363 人 29,055 人 30,000 人

南部地域福祉センター 28,822 人 29,154 人 28,843 人 30,235 人 32,059 人 33,000 人

西部地域福祉センター 30,229 人 30,526 人 31,124 人 33,279 人 32,645 人 33,000 人

東部地域福祉センター ― ― 11,654 人 21,573 人 27,172 人 28,000 人

②高齢者の生涯学習

生涯学習は、趣味や健康づくりを通して高齢者が仲間づくり、生きがい

づくりを行うために有効な手段であり、学区市民ホームで「高齢者教室」

として、多様な分野の講座を開催してきました。また、市民センターの定

期講座や自主講座でも、高齢者の参加を踏まえた講座を開催しています。

（平成 23 年度からは市民講座に統合）

これまでの実績では、開催回数と受講者数ともに若干の減少傾向がみら

れますが、参加意欲は依然として高い水準にあると言えます。

今後も高齢者数は増加していくと予想されることから、岡崎市生涯学習

推進計画との整合性を図りながら、高齢者の生涯学習を継続して推進する

とともに、内容や開催場所が多岐にわたる講座情報を整理・一元化して提

供することに努めます。

これまでの実績

第３期計画期間 実績 第４期計画期間 実績

H18 H19 H20 H21 H22 H23 見込

開催回数 144 回 139 回 138 回 136 回 126 回

受講者数 2,968 人 2,934 人 3,127 人 2,961 人 2,833 人

延べ受講者数 8,522 人 8,088 人 8,282 人 8,440 人 7,101 人

市民講座に

統合

出典：文化活動推進課
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２－４ 敬老事業

①敬老祝金支給事業

市内在住の長寿者（満 87 歳、99 歳、100 歳以上）に対して、感謝の

意を表すとともに長寿をお祝いするため、敬老祝金品を贈呈します。

これまでの実績では、高齢者数の増加とともに給付人数は増加しており、

平成 22 年度には 3,300 人を越えました。高齢者数は引き続き増加し、

それにともない経費も拡大を続けることから、事業を維持するためにも、

平成 23 年度からは満 80 歳のかたへの贈呈は廃止しています。

ただ、今後も、多年にわたり社会に尽くしてきた高齢者を敬愛するとと

もに、長寿を祝うことによって高齢者本人が生きがいを感じる機会とする

ため、また、その家族にとっても大切な祝い事とするためにも、対象年齢

や贈呈内容の検討を加えながら、事業を継続して実施していきます。

これまでの実績

第３期計画期間 実績 第４期計画期間 実績

H18 H19 H20 H21 H22 H23 見込

給付人数 2,813 人 2,995 人 3,086 人 3,234 人 3,376 人 1,248 人

②敬老会補助事業

各学区で高齢者の長寿を祝福する事業の振興を図るため、学区社会教育

委員会が主催する「学区敬老会」の運営にかかる費用を助成します。（補

助対象年齢は満 75 歳以上。）

これまでの実績では、全学区に対して助成しており、平成 22 年度では

47 学区になっています。

今後も、地域の長寿を祝う大切な行事として定着している「学区敬老会」

を継続していくため、補助対象年齢等について適宜検討を図りながら支援

を継続していきます。

これまでの実績

第３期計画期間 実績 第４期計画期間 実績

H18 H19 H20 H21 H22 H23 見込

助成学区数 50 学区 50 学区 50 学区 50 学区 47 学区 47 学区
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高齢者の生きがいづくり支援

１ 高齢者の生きがいづくりの必要性

平均寿命の延びる中、心身ともに豊かさを感じることのできる社会を形

成していくためには、高齢者がいつまで健康で、積極的に社会と関わりを

持って過ごすことが重要です。さらに、今後は、年齢人口の多い団塊の世

代が高齢期をむかえ、大勢の人が地域と関わりを持つ状況が発生するため、

それぞれが持つ経験や技能を生かすことによって、さまざまな形での地域

貢献も期待されます。

そのため、従来の措置的な福祉施策や一律の助成だけではなく、効果的

に高齢者の生きがいづくりを支援する施策が、あらためて必要とされます。

２ 高齢者の生きがいづくり支援に向けた現状と課題

高齢期の世代間相違

老人クラブ等の加入状況をみると、高齢期をむかえたばかりの若い高齢

者の加入は低い状況です。これは、同じ高齢期といわれる 65 歳以上のか

たでも、「高齢者」に対する価値観や考え方が大きく異なるためだと考え

られます。団塊の世代が高齢期をむかえる今後については、さらに高齢期

の中での世代間の価値観や考え方の違いが大きくなることが考えられま

す。

アンケート調査（介護保険実態調査）から

アンケート調査によると、生きがいや楽しみを感じることとして、「テ

レビをみること」、「買物や旅行にでかけること」、「近所の人や友人、知人

とのつきあい」、「趣味の活動」、「孫の世話や家族とのだんらん」、「働くこ

と」といった内容が多くなっており、人によって生きがいや楽しみに感じ

ることは大きく異なります。

第４章
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アンケート調査（介護保険実態調査）から

年齢別で「テレビをみ

ること」を楽しみと感じ

る人の割合をみると、年

齢が上がるほど上昇し、

しだいに家にいる人が多

くなっていくことが想像

され、閉じこもり予防も

含めた居場所づくりが重

要だと考えられます。

「趣味の活動」、「スポ

ーツやレクリエーショ

ン活動」、「学習や教養を

高めるための活動」など

の生涯学習に関する活

動については、74 歳以

下の年代で高い割合を

示しています。

「自分がこれまで蓄

えてきた知識や技術を

いかした活動」について

は、全体的には低い割合

であるものの、各年代で

活動したいと考えてい

る人がいます。

「働くこと」について

は、65～69 歳で最も割

合が高くなっていますが、

年齢にかかわらず、いつ

までも働く意欲が高いこ

とが伺えます。

自分がこれまで蓄えてきた知識

12.6

10.1 10.2

6.5
8.3

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳以上

34.6
28.5
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60.0
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（％） テレビをみること
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60.7
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40.0

60.0
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テレビをみること

19.3

12.8 14.6

26.4 24.5
18.9

12.4
8.3

45.1
42.1

34.2

25.9
21.4

4.88.2
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20.0

40.0

60.0

65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳以上

趣味の活動
スポーツやレクリエーション活動

学習や教養を高めるための活動

（％） 学習や教養を高めるための活動

（％）

（％）
23

75～7

働くこ
趣味の活動

スポーツやレクリエーション活動
.3
26.225.3

9歳 80～84歳 85歳以上

と
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「ボランティア活動」

については、全体的には

低い割合ではあるものの、

74 歳以下で割合が高く

なっており、ボランティ

アへのきっかけづくりが

重要であることが考えら

れます。

このように、高齢期の中でも、生きがいに対する考え方は大きく異なり、

高齢期の中でも世代に応じた生きがいづくり支援を行うことが重要です。

ボランティア活動

12.2
10.9

6.8

3.6

5.9

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳以上

ボランティア活動

85 歳以上

○ボランティア活動などの

きっかけづくり

○生涯学習などの機会の

提供（指導者、受講者）

○就労支援

○居場所づくり

○地域の支えてとして

期待
65～69 歳

70～74 歳

75～79 歳

80～84 歳
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３ 高齢者の生きがいづくり支援の方向性

同じ高齢期の中でも世代や価値観が異なるため、世代に応じた高齢者の

生きがいづくり支援を行っていきます。

また、市では現在、様々な部署で生きがいづくり活動を支援しており、

こうした情報を一元化するなど、高齢者が生きがいづくり活動をしやすい

環境を整備します。

さらに、４人に１人が高齢者となる時代に向けて、高齢者が地域の支え

手となることが期待される中、今まで培ってきた知識や技術をいかし、地

域への還元をできるきっかけづくりや仕組みを構築していきます。

４ 実現に向けて

今後、世代に応じた生きがいづくり支援や地域の実情に応じた生きがい

づくり支援など、きめ細かな対策を講じるため、アンケート調査などによ

ってニーズを的確に把握していくことが大切だと考えます。

また、現在、市内全域に「学区福祉委員会」が組織されるなど、それぞ

れの地域で活発な活動が展開されています。それらの活動との連携を深め

ることによって、効果的な生きがいづくり支援に努めます。
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生きがいづくり支援のイメージ
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Ⅱ 介護保険事業計画
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介護保険事業の概要と重点テーマ

１ 介護保険事業の概要

（１）介護保険事業とは

高齢化社会の進む中、高齢者の介護を社会全体で支える仕組みとして創

設されたのが介護保険制度です。介護保険制度は、平成 12 年４月１日か

ら開始され、平成 18 年の介護保険法の改正とともに介護予防など新たな

支援サービスが盛り込まれながら今日に至っています。

介護保険の保険者は、原則として市区町村（一部地域では、広域連合や

一部事務組合）となっており、市町村など地方公共団体では介護保険の保

険給付を円滑に実施するため、「介護保険事業計画（介護保険法第 117 条

に規定）」の策定が義務付けられており、本計画の「各論Ⅱ 介護保険事

業計画」がそれにあたります。

介護保険事業計画は３年を１期として３年ごとに内容を見直す計画と

して位置づけられており、本計画は第５期にあたります。また、本計画に

基づき、当該市町村の介護保険料も設定されます。

第１章
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（２）介護保険事業のしくみ

①保険者

介護保険事業の保険者は、原則として市区町村（一部地域では、広域連

合や一部事務組合）です。

②被保険者

介護保険事業の被保険者は、満 40 歳以上のかたです。

65 歳以上を第１号被保険者といい、40 歳から 65 歳未満の医療保険

加入者を第２号被保険者（医療保険に加入していない者（例：生活保護法

による医療扶助を受けている場合など。）は第２号被保険者ではありませ

ん。）といいます。

原則として、保険者（市区町村または一部事務組合等）の区域内に住所

を有する者が当該保険者の被保険者となります。

③保険料

介護保険事業は、社会全体で高齢者の介護を支えようというもので、事

業の財源は下記の通り、被保険者の保険料及び国・県・市区町村の税金（公

費）から拠出されています。

本計画にて、今後の計画期間中の高齢者等の人口や要介護認定者数、サ

ービス受給量などを推計し、必要となる費用総額等から利用者負担分（１

割）を減じ、残りを被保険者の人口等で割り戻すことで保険料を設定して

いきます。

第2号
被保険者
29.0%

第1号
被保険者
21.0%

市区町村
12.5%

都道府県
12.5%

国
25.0%

図 [各Ⅱ]１－１－１ 費用の負担割合
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④サービスの利用の流れ

介護保険制度で提供されているサービスは、高齢者がどの程度の介護サ

ービスが必要かなどを判定する「要介護認定」の結果により、受けられる

サービスの種類や月々の利用量などが異なります。要介護認定は以下のよ

うな流れで実施されています。

□要介護認定の区分□

要介護度の区分 おおよその内容

要支援１
基本的な日常生活はほぼ自分で行うことができるが、要介護状態にならな

いように何らかの支援が必要

要支援２
要支援１の状態より基本的な日常生活を行う能力がわずかに低下し、何ら

かの支援が必要

要介護１ 基本的な日常生活や身の回りの世話などに一部介助が必要

要介護２ 食事、入浴や排泄などに一部介助又は多くの介助が必要

要介護３ 食事、入浴や排泄などに多くの介助が必要。起立や歩行はほぼ不可能

要介護４
食事、入浴や排泄などに、ほぼ全介助が必要。介護なしに日常生活を送る

ことが困難

要介護５ 日常生活のほぼすべてにおいて全介助が必要

※要介護認定に該当しない人は「非該当（自立）」となります。

要介護認定を受ける

ためには、下記の窓口

へ申請をしてください。

○市役所（長寿課・支所）

※市役所介護保険担当窓

口（長寿課）または地域包

括支援センターにて、介護

保険等に関する総合的な

相談窓口が設けられてい

ます。

申請

●訪問調査

市職員等がご自宅を訪問し、心身の状

態や日中の生活、家族・居住環境などに

ついて聞き取り調査を行います。

●主治医の意見書

市の依頼により主治医が意見書を作成

します。（主治医のいない方は、市の紹介

する医師の診断を受けていただきます。）

●一次判定

訪問調査の結果や、主治医の意見書な

どをもとに、コンピューターによりおお

よその判定（一次判定）を行います。

●二次判定（認定審査）

一次判定や主治医の意見書等をもと

に、保健、医療、福祉の専門家が審査を

行います。（認定審査会）

要介護認定

通知は、申請から原則

30日以内に届きます。

この認定結果にもとづき

「ケアプラン」の作成をサー

ビス事業者へ依頼し、契

約を結んだ上で、サービス

の提供が実施されます。

※サービスはケアプランに

もとづいて実施されます。ケ

アプランの作成に当たって

は、ケアマネジャー（介護支

援専門員）が個人の心身の状

況や本人・家族の要望、サー

ビス事業所の状況などを踏

まえて作成支援を行います。

認定結果通知
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⑤利用できるサービス

利用できるサービスは、要介護認定の結果により、おおむね下記のとお

り分類されます。介護サービス・介護予防サービスの利用にあたっては、

１割の自己負担が必要です。

（※詳しくは、市窓口または地域包括支援センターへご相談ください。）

□ただし、第２号被保険者（40 歳～64 歳）の方は、下記の制限があります。

介護サービス又は介護予防サービスを受けられるのは、介護保険で対象

となる下記の病気（老化との間に医学的関係が認められる病気）が原因で、

要介護認定を受けた方に限られます。事故などが原因の場合は対象となり

ません。

要介護認定

要介護

（要介護１～５）

要支援

（要支援１、２）

非該当

（自立）

介護サービス
（地域密着型※１を含む）

介護予防サービス
（地域密着型※１を含む）

地域支援事業※２地域支援事業※２ 地域支援事業※２

※2地域支援事業は、要介護認定で「非該当（自立）」と判定された方や、地域の全ての高

齢者を対象に、これからも元気で介護が必要とならないようにするためのサービスを

提供する事業です。

【第２号被保険者が介護サービス・介護予防サービスの対象となる病気（特定疾病）】

1 筋萎縮性側策硬化症

2 後縦靱帯骨化症

3 骨折を伴う骨粗しょう症

4多系統萎縮症

5 初老期における認知症

6 脊髄小脳変性症

7 脊柱管狭窄症

8 早老症

9 糖尿病性神経障がい，糖尿病性腎症，糖尿病性網膜症

10 脳血管疾患

11 進行性核上性麻痺，大脳皮質基底核変性症及びパーキンソ

ン病

12 閉塞性動脈硬化症

13 関節リウマチ

14 慢性閉塞性肺疾患

15 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

16 がん（末期）

※1地域密着型とは、市町村が指定、指導、監督の権限を持つ介護サービス・介護予防サ

ービスのことです。総称して、地域密着型サービスと呼ぶこともあります。利用は、

各市区町村の住民に限定されます。
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⑥実施体制

事業は主に、保険者（市）、被保険者（利用者）、サービス事業者及び、

相談やサービス調整など総合支援を行う地域包括支援センター等が担い

ます。また、必要に応じて医療機関や地域自治組織、ボランティア等と連

携しながら、地域全体で高齢者を支えていきます。

市区町村（保険者）

【主な役割】

○介護保険料の算定・徴収

○保険証の交付

○要介護認定

○保険給付

○介護サービスの確保・整備

○介護保険事業計画の策定 など

介護サービス・

介護予防サービス

提供事業者

（指定を受けた社会福祉法

人、医療法人、民間企業、

非営利組織などがあります）

加入者（被保険者）

●第１号被保険者（65 歳以上）

●第２号被保険者（40～64 歳）

費用の９割を支払う

費用の請求

サービスの利用、
費用の１割を支払う

在宅や施設での
サービス提供

保険証の交付、
認定や結果の通知

介護保険料、
要介護認定の申請

図 [各Ⅱ]１－１－２ 介護保険事業の実施体制

地域包括支援センター

相談、
総合支援
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⑦ケアプラン（介護サービス計画・介護予防サービス計画）の作成

介護サービス、介護予防サービスを受けるには、「ケアプラン（介護サ

ービス計画・介護予防サービス計画）」を作成する必要があります。

「要介護」の認定を受け介護サービスを利用する場合、施設サービスを

受けるかたは、入所する介護保険施設がケアプランを作成します。また、

在宅で居宅サービスを受けたいかたは、（市内の）「居宅介護支援事業者」

にケアプラン作成を依頼し、担当のケアマネジャーがケアプラン作成を支

援します。居宅介護支援事業者とは、県の指定を受け、ケアマネジャー（介

護支援専門員）を配置しているサービス事業者のことで、利用者が最適な

介護サービスを受けられるよう、相談や各サービス事業者との調整などを

図る、在宅介護の拠点となる事業者です。

「要支援」の認定を受け、介護予防サービスを利用する場合は、地域包

括支援センター（介護予防支援事業者）や、地域包括支援センターから委

託を受けた居宅介護支援事業者が介護予防ケアプランを作成支援します。

【居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者の役割】

○サービス利用の相談・アドバイス

○要介護認定などの手続きの代行

○ケアプランの作成、見直し

○介護サービス提供事業者との連絡調整

○介護保険施設への紹介（要介護認定者の場合）
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２ 介護保険事業の重点テーマ及び基本方針

（１）円滑な運営

介護保険事業を円滑に実施するため、介護保険法第 117 条の規定に基

づき介護保険事業計画（本計画）の策定を行うとともに、介護保険事務及

び各種介護サービスの提供を確実かつ効率的に行い、健全で安定的な介護

保険財政の運営に努めます。

（２）各種サービス提供の充実

各種サービスの提供にあたっては、事業所指導などによるサービスの質

の向上、事業者部会等を通じた情報収集と的確な利用者ニーズへの対応、

サービス提供事業者確保などを基本としながら、「総論」で掲げた施策目

標のうち、特に、以下の５つの施策目標を重点テーマとして位置づけて、

計画推進を図っていくものとします。

（※詳細は、「総論」の第１章「６ 計画の基本理念と施策目標」を参照。）

（３）日常生活圏域の設定

日常生活圏域は、高齢者の人口規模や地域組織の歴史、学区、他の計画

などとの関連を考慮し、第４期計画と同様に、支所単位で設定することと

します。

（※日常生活圏域の状況等については、「総論」の第２章 「５ 日常生活圏域」を参照。）

施策目標３ 在宅介護の充実

施策目標４ 介護予防事業の充実

施策目標５ 地域密着型サービスの充実

施策目標６ 介護保険施設整備の推進

施策目標７ 総合的な相談・情報提供体制の充実

※「各論Ⅰ 老人福祉計画」と共通
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（４）地域包括支援センターの運営

地域包括支援センターは、介護保険法第115条の45第１項に基づき、

地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行う

ことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援すること

を目的とするものです。主な機能としては下記の４点となっており、総合

的マネジメントを担う中核機関として位置づけられます。

地域包括支援センターの職員は、チームケアを基本とし、保健師・社会

福祉士及び主任介護支援専門員の３職種が連携・協働し、それぞれの専門

性をいかしながらチームで業務を実施します。

地域包括支援センターは、市内に12箇所設置され、実施主体は市とし、

運営を社会福祉法人を中心に委託しています。

また、定期的に「地域包括支援センター運営協議会」を開催し、センタ

ーの設置・運営・評価についての協議を行うものとします。

地域包括支援センター 担当区域（小学校区）

高年者センター岡崎 美合、緑丘、小豆坂

中央地域福祉センター 梅園、井田、愛宕

北部地域福祉センター 細川、奥殿、恵田、岩津、大樹寺

南部地域福祉センター 六ツ美北部、六ツ美中部、六ツ美西部、六ツ美南部、城南

西部地域福祉センター 北野、矢作北、矢作西、大門、広幡

東部地域福祉センター 本宿、山中、藤川、竜谷

竜美 根石、三島、竜美丘

かわいの里 秦梨、生平、男川、常磐、常磐東、常磐南

やはぎ苑 矢作南、矢作東、六名

なのはな苑 羽根、岡崎、上地、福岡

額田 豊富、夏山、宮崎、形埜、下山

社会福祉協議会 連尺

（※事業の内容については、「第３章 地域支援事業」の「３ 包括的支援事業」を参照。）

【地域包括支援センターの役割 （※「地域支援事業」の包括的支援事業に該当）】

①介護予防ケアマネジメント

②総合的な相談窓口・支援機能

③高齢者虐待の防止・早期発見などの権利擁護

④包括的・継続的ケアマネジメントと支援困難ケースへの対応などケアマネジャーへの支援
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介護サービス・介護予防サービス

「要介護」のかたは「介護サービス」、「要支援」のかたは「介護予防サ

ービス」を利用しますが、利用頻度や程度に差はあるものの、サービスの

種類は同種のものが多いため、介護サービスと介護予防サービスを併せて、

その内容や現状、今後の方針等を述べます。

介護サービス・介護予防サービスの事業一覧

介護サービス 介護予防サービス

① 訪問介護 介護予防訪問介護

② 訪問入浴介護 介護予防訪問入浴介護

③ 訪問看護 介護予防訪問看護

④ 訪問リハビリテーション 介護予防訪問リハビリテーション

⑤ 居宅療養管理指導 介護予防居宅療養管理指導

⑥ 通所介護（デイサービス） 介護予防通所介護（デイサービス）

⑦ 通所リハビリテーション 介護予防通所リハビリテーション

⑧ 短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護

⑨ 短期入所療養介護 介護予防短期入所療養介護

⑩ 特定施設入居者生活介護 介護予防特定施設入居者生活介護

⑪ 福祉用具貸与 介護予防福祉用具貸与

１
居宅サービス

⑫ 特定福祉用具販売 特定介護予防福祉用具販売

第２章
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介護サービス 介護予防サービス

① 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

② 夜間対応型訪問介護

③ 認知症対応型通所介護 介護予防認知症対応型通所介護

④ 小規模多機能型居宅介護 介護予防小規模多機能型居宅介護

⑤
認知症対応型

共同生活介護（グループホーム）

介護予防認知症対応型

共同生活介護（グループホーム）

⑥
地域密着型

特定施設入居者生活介護

⑦
地域密着型

介護老人福祉施設入所者生活介護

２
地域密着型

サービス

⑧ 複合型サービス

３
住宅改修

居宅介護住宅改修費 介護予防住宅改修費

４
居宅介護支援等

居宅介護支援 介護予防支援

①
介護老人福祉施設

（特別養護老人ホーム）

② 介護老人保健施設
５

介護保険施設

サービス

③ 介護療養型医療施設
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１ 居宅サービス

①訪問介護／介護予防訪問介護

訪問介護員（ホームヘルパー）が家庭を訪問し、入浴、排泄、食事等の

世話やその他の日常生活上の世話を行います。食事・入浴・排泄の介助・

通院の介助などを行う「身体介護」と、調理や掃除・洗濯、生活必需品の

買い物や受取りなど、本人若しくは同居家族が家事を行うことが難しい場

合の生活の世話を行う「生活援助※」があります。

これまでの実績では、増加傾向にあり、居宅サービスの中でも最も利用

の多いサービスとなっています。今後も、在宅介護が重点化されていく中

で、要介護者の在宅での生活を支える重要なサービスであり、サービス提

供量の着実な確保と一層の質の向上が求められています。今後の方策とし

ては、主に以下のものが挙げられます。

○身体介護サービスの充実やサービス提供責任者の養成、現任者に対する研修などの面か

ら専門的な資質の向上を図るための活動を支援していきます。

○事業所ごとに開催する研究会などを通して、サービスの質の向上を図るよう働きかけて

いきます。

○民間サービス事業者との連携を図るとともに、事業者部会等を通じて情報収集を図り、

利用者のニーズに対応するよう努めます。

※生活援助は、本人以外の部屋の掃除、庭の草むしりなど、ホームへルパーがやらなくても普段の暮らしに差し支えないも

の、大そうじなど普段はやらないような家事などは対象外です。

□これまでの実績及び見込み□

第４計画期間 実績 第５期計画期間 見込量

H21 H22 H23 見込 H24 H25 H26

利用量（回／年） 209,295 218,998 225,300 232,139 238,006 253,907
介護

給付費（千円／年） 820,525 866,439 882,982 909,785 932,780 995,099

利用量（人／年） 8,916 9,208 9,766 11,956 13,052 13,727介護

予防 給付費（千円／年） 160,881 166,213 174,316 213,407 232,871 244,921

※第５期計画の見込量は、平成 22 年度及び平成 23 年度の利用実績、要介護認定者の増加、介護保険に関する調査からの

利用希望回数等を考慮しながら推計しました。

□事業者数□ （平成 23年 10 月１日時点）

全体 市内 市外

78 48 30
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②訪問入浴介護／介護予防訪問入浴介護

入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車で家庭を訪問し、浴槽を提供し

ながら入浴の介助を行います。

これまでの実績では、微増傾向となっていますが、利用方法によっては

褥そうなどの予防にも繋がることから、今後も適切な利用の推進が求めら

れています。今後の方策としては、主に以下のものが挙げられます。

○入浴のもつ機能回復の効果を考え、要介護状態の軽減や悪化防止等の有用性を利用者に

理解してもらい、サービスの利用促進を図ります。

○入浴サービスは、訪問入浴介護のほかに、訪問介護時に自宅での入浴を介助する方法、

デイサービスの事業メニューとして入浴サービスを提供する方法といったものが考えら

れます。３つの方法はそれぞれにコストが異なるものの、利用者のニーズに合った選択

ができるよう、各サービスの確保を図ります。

□これまでの実績及び見込み□

第４計画期間 実績 第５期計画期間 見込量

H21 H22 H23 見込 H24 H25 H26

利用量（回／年） 11,970 12,057 13,006 12,513 13,683 14,734
介護

給付費（千円／年） 134,614 135,377 145,663 140,402 153,532 165,329

利用量（人／年） 13 22 20 25 26 28介護

予防 給付費（千円／年） 446 651 553 676 714 751

※第５期計画の見込量は、平成 22 年度及び平成 23 年度の利用実績、要介護認定者の増加、介護保険に関する調査からの

利用希望回数等を考慮しながら推計しました。

□事業者数□ （平成 23年 10 月１日時点）

全体 市内 市外

13 5 8
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③訪問看護／介護予防訪問看護

主治医の判断に基づき、訪問看護ステーションや診療所等から保健師や

看護師などが家庭を訪問し、病状の観察や床ずれの手当など心身機能の維

持回復のために療養生活の支援を行います。病院などを拠点に、患者のフ

ォローアップや継続看護の一環として行われる場合もあります。

これまでの実績では、年によって変動があるものの、利用者はほぼ横ば

いで推移してきました。今後は、在宅医療の充実が求められる中で、訪問

看護の安定したサービスの質を維持することが重要です。また、要介護度

が高く、吸引等の医学的管理が必要なケースについては、その必要性と頻

度に応じて巡回型の訪問看護を提供することも検討する必要があります。

今後の方策としては、主に以下のものが挙げられます。

○安定したサービスの質を維持するため、訪問看護に要する時間やその組合せに着目して、

柔軟な対応に努めるように該当事業者等に要請していきます。

○医学的管理が必要な要介護者については、その必要性と頻度に応じて巡回型の訪問看護

を提供できるように、該当事業者等に要請していきます。

□これまでの実績及び見込み□

第４計画期間 実績 第５期計画期間 見込量

H21 H22 H23 見込 H24 H25 H26

利用量（回／年） 26,330 25,587 26,000 26,800 29,103 31,211
介護

給付費（千円／年） 185,356 177,449 181,431 187,017 203,092 217,804

利用量（人／年） 175 219 254 283 298 313介護

予防 給付費（千円／年） 3,918 4,773 5,283 8,691 9,176 9,650

※第５期計画の見込量は、平成 22 年度及び平成 23 年度の利用実績、要介護認定者の増加、介護保険に関する調査からの

利用希望回数等を考慮しながら推計しました。

□事業者数□ （平成 23年 10 月１日時点）

全体 市内 市外

16 9 7
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④訪問リハビリテーション／介護予防訪問リハビリテーション

理学療法士や作業療法士が家庭を訪問して、主治医の指導にもとづき、

心身機能の維持回復、日常生活の自立を助けるために理学療法や作業療法

その他の必要なリハビリテーションを行います。

これまでの実績では、平成 21 年度以降に約 2,000 回／年、増加しま

した。今後も利用者の増加が見込まれるとともに、日常生活動作（ＡＤＬ）

の向上のため、利用者に対する訪問リハビリテーションのサービス内容の

充実と、福祉用具貸与・購入・住宅改修などの在宅リハビリテーションを

支えるサービスとの連携の検討が必要となっています。今後の方策として

は、主に以下のものが挙げられます。

○安定した訪問リハビリテーションのサービスを提供するため、サービス提供事業者の確

保に努めます。

○福祉用具貸与・購入・住宅改修などの在宅リハビリテーションを支えるサービスとの連

携を要請していきます。

□これまでの実績及び見込み□

第４計画期間 実績 第５期計画期間 見込量

H21 H22 H23 見込 H24 H25 H26

利用量（回／年） 12,194 14,766 16,610 16,140 17,451 18,673
介護

給付費（千円／年） 65,125 79,558 89,435 89,421 96,686 103,458

利用量（人／年） 284 356 328 374 399 425介護

予防 給付費（千円／年） 7,951 9,935 8,410 10,269 10,850 11,411

※第５期計画の見込量は、平成 22 年度及び平成 23 年度の利用実績、要介護認定者の増加、介護保険に関する調査からの

利用希望回数等を考慮しながら推計しました。

□事業者数□ （平成 23年 10 月１日時点）

全体 市内 市外

― ― ―

※保険医療機関については、このサービスを行う事業者としての指定があったとみなされます。
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⑤居宅療養管理指導／介護予防居宅療養管理指導

医師、歯科医師、歯科衛生士、薬剤師、管理栄養士などが家庭を訪問し、

療養上の管理や指導を行います。

これまでの実績では、年間 6,500 人程度で推移してきました。給付管

理外のサービスであるため、ケアマネジャーと医師等との連絡調整を図り、

的確な連携を行うことが求められるとともに、在宅医療の拡充という観点

からも要介護認定を受けたかたに広く導入されることが望ましく、同時に

主治医制度の定着を図り、その役割を明確にしていくことが必要です。今

後の方策としては、主に以下のものが挙げられます。

○利用者のニーズに応じた居宅療養管理指導ができるように、医師会、歯科医師会、薬剤

師会等の協力を求めていきます。

○通院困難な要介護者に対する継続的な医学的管理等ができるように、医師会、歯科医師

会、薬剤師会等の協力を求めていきます。

○利用者、家族、ケアマネジャー等に対しては、居宅療養管理指導に関する情報提供に努

めます。

□これまでの実績及び見込み□

第４計画期間 実績 第５期計画期間 見込量

H21 H22 H23 見込 H24 H25 H26

利用量（人／年） 6,501 6,536 6,542 7,169 7,751 8,292
介護

給付費（千円／年） 42,146 41,400 41,891 46,312 50,077 53,574

利用量（人／年） 233 243 226 210 221 232介護

予防 給付費（千円／年） 1,477 1,725 1,440 1,490 1,573 1,655

※第５期計画の見込量は、平成 22 年度及び平成 23 年度の利用実績、要介護認定者の増加、介護保険に関する調査からの

利用希望回数等を考慮しながら推計しました。

□事業者数□ （平成 23年 10 月１日時点）

全体 市内 市外

― ― ―

※保険医療機関、保険薬局であれば、このサービスを行う事業者としての指定があったとみなされます。
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⑥通所介護（デイサービス）／介護予防通所介護（デイサービス）

利用者が日帰りでデイサービスセンターなどに通い、入浴、排泄、食事

等の介護や、その他のレクリエーションなど日常生活の世話や機能訓練を

行います。

これまでの実績では、高齢者の増加とともに利用者数も増え、平成 22

年度には年間約 30 万回となりました。通所介護は、在宅での家族介護負

担の軽減や、要介護者の自立支援にも効果があり、事業者参入も利用量も

増加傾向にあると同時に、サービスメニューの多様化が望まれます。今後

の方策としては、主に以下のものが挙げられます。

○サービスの質の向上、スタッフの充実等のための研修などに必要な情報提供を行うなど

支援していきます。

○地域間の利用状況に格差が生じないように、事業者間の連絡調整を要請していきます。

○安定したサービスの質を維持するため、デイサービスやデイケアに要する時間やその組

合せに着目して、柔軟な対応に努めるように該当事業者等に要請していきます。

○デイサービスやデイケアを効果的に利用するようケアプランに反映させていくことを、

ケアマネジャーへ要請していきます。

○医学的管理が必要な要介護者については、その必要性に応じて適切なサービスを提供で

きるように、該当事業者等に要請していきます。

□これまでの実績及び見込み□

第４計画期間 実績 第５期計画期間 見込量

H21 H22 H23 見込 H24 H25 H26

利用量（回／年） 269,358 295,710 323,390 353,311 366,740 390,884

介護 給付費

（千円／年）
2,103,516 2,360,410 2,583,820 2,730,565 2,819,698 2,992,818

利用量（人／年） 9,308 9,194 9,796 10,592 11,910 12,525
介護

予防 給付費

（千円／年）
295,817 297,338 319,266 376,223 418,905 438,210

※第５期計画の見込量は、平成 22 年度及び平成 23 年度の利用実績、要介護認定者の増加、介護保険に関する調査からの

利用希望回数等を考慮しながら推計しました。

□事業者数□ （平成 23年 10 月１日時点）

全体 市内 市外

127 79 48
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⑦通所リハビリテーション／介護予防通所リハビリテーション

利用者が介護老人保健施設や医療施設などに通い、心身機能の維持回

復・日常生活の自立援助のための理学療法、作業療法その他必要なリハビ

リテーションを行います。

これまでの実績では、高齢者の増加とともに利用者数も増え、平成 22

年度には年間約 89,000 回となりました。前述の通所介護と同様に、在

宅での家族介護負担の軽減や、要介護者の自立支援にも効果があり、事業

者参入も利用量も増加傾向にあると同時に、サービスメニューの多様化が

望まれます。今後の方策としては、主に以下のものが挙げられます。

○サービスの質の向上、スタッフの充実等のための研修などに必要な情報提供を行うなど

支援していきます。

○地域間の利用状況に格差が生じないように、事業者間の連絡調整を要請していきます。

○安定したサービスの質を維持するため、デイサービスやデイケアに要する時間やその組

合せに着目して、柔軟な対応に努めるように該当事業者等に要請していきます。

○デイサービスやデイケアを効果的に利用するようケアプランに反映させていくことを、

ケアマネジャーへ要請していきます。

○医学的管理が必要な要介護者については、その必要性に応じて適切なサービスを提供で

きるように、該当事業者等に要請していきます。

□これまでの実績及び見込み□

第４計画期間 実績 第５期計画期間 見込量

H21 H22 H23 見込 H24 H25 H26

利用量（回／年） 79,573 86,043 93,990 94,702 96,259 102,695

介護 給付費
（千円／年）

627,922 678,226 740,314 756,766 769,212 820,546

利用量（人／年） 2,058 2,774 3,172 3,253 3,590 3,775
介護

予防 給付費
（千円／年）

82,324 107,274 120,116 123,195 135,986 143,012

※第５期計画の見込量は、平成 22 年度及び平成 23 年度の利用実績、要介護認定者の増加、介護保険に関する調査からの

利用希望回数等を考慮しながら推計しました。

□事業者数□ （平成 23年 10 月１日時点）

全体 市内 市外

28 19 9
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⑧短期入所生活介護／介護予防短期入所生活介護

利用者が介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）・短期入所施設など

に短期間入所して、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世

話及び機能訓練を行います。

これまでの実績では、高齢者の増加とともに利用者数も増え、平成 22

年度には年間約 75,000 日となりました。短期入所生活介護は、単に要

介護者だけでなく、家族などの介護者の身体的・精神的負担を軽減し、要

介護者の在宅生活を継続させるための重要なサービスとなっています。し

かし、平成 23 年度段階では空室も一部見られる場合もあることから、情

報の公表及び共有化が求められています。今後の方策としては、主に以下

のものが挙げられます。

○緊急時に利用できないことのないよう、引き続きサービス事業者への指導時等に、情報

公開や緊急対応への働きかけをしていきます。

○ケアマネジャーに対して、施設の空き状況などの情報収集に努めるように指導していき

ます。

□これまでの実績及び見込み□

第４計画期間 実績 第５期計画期間 見込量

H21 H22 H23 見込 H24 H25 H26

利用量（日／年） 62,550 74,393 76,262 85,154 87,193 93,320
介護

給付費（千円／年） 499,602 560,729 601,850 698,697 715,432 765,710

利用量（人／年） 441 489 504 638 718 754介護

予防 給付費（千円／年） 14,101 13,322 13,467 17,915 20,167 21,206

※第５期計画の見込量は、平成 22 年度及び平成 23 年度の利用実績、要介護認定者の増加、介護保険に関する調査からの

利用希望回数等を考慮しながら推計しました。

□事業者数□ （平成 23年 10 月１日時点）

全体 市内 市外

26 15 11
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⑨短期入所療養介護／介護予防短期入所療養介護

利用者が介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに短期間入所し、

看護、医学的管理下における介護、機能訓練その他必要な医療及び日常生

活上の世話を行います。

これまでの実績では、年間 7,000 日程度で推移してきました。短期入

所療養介護は、短期入所生活介護と同様に、単に要介護者だけでなく、家

族などの介護者の身体的・精神的負担を軽減し、要介護者の在宅生活を継

続させるための重要なサービスとなっています。しかし、平成 23 年度段

階では空室が一部見られる場合もあることから、情報の公表及び共有化が

求められています。今後の方策としては、主に以下のものが挙げられます。

○緊急時に利用できないことのないよう、引き続きサービス事業者への指導時等に、情報

公開や緊急対応への働きかけをしていきます。

○ケアマネジャーに対して、施設の空き状況などの情報収集に努めるように指導していき

ます。

□これまでの実績及び見込み□

第４計画期間 実績 第５期計画期間 見込量

H21 H22 H23 見込 H24 H25 H26

利用量（日／年） 7,177 7,335 7,168 7,612 8,288 8,964
介護

給付費（千円／年） 73,279 77,082 75,298 77,295 83,526 89,332

利用量（人／年） 25 22 14 20 22 24介護

予防 給付費（千円／年） 956 713 611 780 843 903

※第５期計画の見込量は、平成 22 年度及び平成 23 年度の利用実績、要介護認定者の増加、介護保険に関する調査からの

利用希望回数等を考慮しながら推計しました。

□事業者数□ （平成 23年 10 月１日時点）

全体 市内 市外

12 9 3
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⑩特定施設入居者生活介護／介護予防特定施設入居者生活介護

特定施設入居者生活介護の指定を受けた有料老人ホーム、軽費老人ホー

ム等に入居している高齢者に対し、事業所が作成したケアプランに基づき、

入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び

療養上の世話を行います。

これまでの実績では、平成 23 年 10 月現在、本市において特定施設入

居者生活介護を供給できる事業所は８（うち地域密着型が２）事業所とな

っています。現在も事業者の新規参入意欲は高いものの、住みなれた身近

な地域で継続して生活を送ることを目指す日常生活圏域を基本としたサ

ービス利用の方向性の中で、地域密着型特定施設入居者生活介護施設など

の整備との位置づけを調整していくことが求められています。今後の方策

としては、主に以下のものが挙げられます。

○日常生活圏域を基本としたサービス利用の方向性の中で、地域密着型特定施設入居者生

活介護施設などの整備との位置づけの調整を図ります。

○サービスについては質の確保を図ります。

□これまでの実績及び見込み□

第４計画期間 実績 第５期計画期間 見込量

H21 H22 H23 見込 H24 H25 H26

利用量（人／年） 2,604 2,755 3,018 3,528 3,811 4,429
介護

給付費（千円／年） 451,256 493,165 544,460 636,576 687,173 799,291

利用量（人／年） 452 391 322 420 450 450介護

予防 給付費（千円／年） 41,263 39,816 32,827 47,914 57,347 57,347

※第５期計画の見込量は、平成 22 年度及び平成 23 年度の利用実績、要介護認定者の増加、介護保険に関する調査からの

利用希望回数等を考慮しながら推計しました。

※介護専用型と介護専用型以外を含みます。

□事業者数□ （平成 23年 10 月１日時点）

全体 市内 市外

― 8 ―
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⑪福祉用具貸与／介護予防福祉用具貸与

日常生活上の便宜を図る用具や機能訓練のための用具で、日常生活の自

立を助ける福祉用具や福祉機器の貸与を行います。対象となる福祉用具は、

次の通りです。

これまでの実績として、平成 22 年度には年間約 34,000 人が利用す

るなど、利用者数が増加しています。在宅生活をハード面で支えるこれら

のサービスは、寝たきりを予防する観点からも非常に有効なサービスであ

り、サービス提供事業者数も多く供給量は十分に確保されていますが、利

用実績の伸びが大きく、適正な利用が求められています。今後の方策とし

ては、主に以下のものが挙げられます。

○日常生活の自立の手助けとなるサービスであり、在宅生活重視の方針に沿ったものであ

るため、機会をとらえて適正利用を説明していきます。

○福祉用具の選定にあたっては、利用者に最も適した用具が貸与できるようにケアマネジ

ャーやサービス提供事業者に要請していきます。

○厚生労働省から示された「介護保険における福祉用具の選定の判断基準について」（平成

16.6.17 老振発 0617001）の適正運用について要請していきます。

□これまでの実績及び見込み□

第４計画期間 実績 第５期計画期間 見込量

H21 H22 H23 見込 H24 H25 H26

利用量（人／年） 26,581 28,960 31,048 29,130 31,495 33,692
介護

給付費（千円／年） 351,352 375,810 397,379 377,823 408,510 437,073

利用量（人／年） 4,060 5,217 6,354 8,109 8,569 9,012介護

予防 給付費（千円／年） 24,560 29,174 32,596 45,334 47,906 50,383

※第５期計画の見込量は、平成 22 年度及び平成 23 年度の利用実績、要介護認定者の増加、介護保険に関する調査からの

利用希望回数等を考慮しながら推計しました。

□事業者数□ （平成 23年 10 月１日時点）

全体 市内 市外

63 22 41

1 車いす（自走用標準車いす、普通型電動車
いす、介助用標準型車いす）

2 車いす付属品（クッション，電動補助装置など）
3 特殊寝台
4 特殊寝台付属品（サイドレール、マットレスなど）
5 床ずれ予防用具（エアーマット）
6 体位変換器
7 手すり(取り付け工事を伴わないもの)

8 スロープ(段差解消のもので、取り付け工事
を伴わないもの)

9 歩行器
10 歩行補助つえ
11 認知症老人徘徊感知機器（認知症の高

齢者が屋外へ出ようとしたときセンサーによ
り感知し家族に通報するもの）

12 移動用リフト（つり具の部分を除く）

※要介護度により、対象となる福祉用具が異なります。
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⑫特定福祉用具販売／特定介護予防福祉用具販売

福祉用具のうち、貸与になじまない入浴・排泄などに供する福祉用具等

（特殊尿器など）の購入費を一部支給します。

対象となる福祉用具は、次のとおりです。

○

○

○

□

□
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これまでの実績では、徐々に利用者が増え、平成 22 年度には年間約

1,100 人となりました。今後も福祉用具貸与同様に、在宅生活を支える

サービスとして有効なサービスであり、引き続き適正利用が求められてい

ます。今後の方策としては、主に以下のものが挙げられます。

日常生活の自立の手助けとなるサービスであり、在宅生活重視の方針に沿ったものであ

るため、機会をとらえて、その適正利用を説明していきます。

腰掛便座や入浴補助用具等の購入については、医療・福祉機器メーカー（販売店）との

連携により、ケアマネジャーの助言や本人の意向を尊重し、必要な福祉用具を提供でき

るようにします。

厚生労働省から示された「介護保険における福祉用具の選定の判断基準について」（平成

16.6.17 老振発 0617001）の適正運用について要請していきます。

これまでの実績及び見込み□

第４計画期間 実績 第５期計画期間 見込量

H21 H22 H23 見込 H24 H25 H26

利用量（人／年） 741 814 876 916 986 1,052
介護

給付費（千円／年） 26,810 27,513 27,631 30,982 33,380 35,635

利用量（人／年） 257 293 316 362 382 401介護

予防 給付費（千円／年） 6,569 7,340 7,787 9,070 9,586 10,082

※第５期計画の見込量は、平成 22 年度及び平成 23 年度の利用実績、要介護認定者の増加、介護保険に関する調査からの

利用希望回数等を考慮しながら推計しました。

事業者数□ （平成 23年 10 月１日時点）

全体 市内 市外

69 23 46

1 腰掛便座 2特殊尿器 3 入浴補助用具 4 簡易浴槽 5移動用リフトの吊り具
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２ 地域密着型介護サービス

①定期巡回・随時対応型訪問介護看護

重度者を始めとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中、夜間

を通じて訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら、短時間の定期巡回訪

問と随時の対応を行うサービスで、第５期から新設されるものです。

在宅療養支援診療所等、地域の医療機関との連携が重要であり、新規参

入が得られるための対策を図ることが求められます。

□これまでの実績及び見込み□

第４計画期間 実績 第５期計画期間 見込量

H21 H22 H23 見込 H24 H25 H26

利用量（人／年） ― ― ― 35 37 39
介護

給付費（千円／年） ― ― ― 11,315 12,216 13,058

②夜間対応型訪問介護

基本的に中重度以上（要介護１～５）の方に対し、夜間、深夜又は早朝

の定期的な巡回訪問、あるいは通報に応じて随時対応して訪問し、排泄な

どの介助サービスを行います。

これまでの実績では、サービス基盤の確保やサービス周知などの点から、

利用実績はありません。夜間対応型訪問介護は、市内のみを対象としたサ

ービス提供では事業採算性がとれず、今後は近隣市町との連携など、新規

事業参入が得られる対策を図っていくことが求められています。今後の方

策としては、主に以下のものが挙げられます。

○サービスの内容として、「夜間巡回サービス」、「オペレーションサービス」、「随時訪問サ

ービス」などの組合せが考えられます。今後は、サービス基盤の整備と、サービスの質

の確保に努めます。

□これまでの実績及び見込み□

第４計画期間 実績 第５期計画期間 見込量

H21 H22 H23 見込 H24 H25 H26

利用量（人／年） 0 0 0 10 11 12
介護

給付費（千円／年） 0 0 0 595 642 687

※第５期計画の見込量は、平成 22 年度及び平成 23 年度の「訪問介護」で、夜間を主に行っているものを参考に求めまし

た。

□事業者数□ （平成 23年 10 月１日時点）

全体 市内 市外

０ ０ ０
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③認知症対応型通所介護／介護予防認知症対応型通所介護

認知症のかた（記憶機能及び認知機能が低下した状態のかた）がデイサ

ービスセンターなどに通いながら、入浴、排泄、食事等の介護や、その他

のレクリエーションなど日常生活の世話や機能訓練を行います。

これまでの実績では、年々増加しており、平成 22 年度には年間約

14,500 回となりました。今後、ますます認知症の高齢者の増加が予想さ

れることから、認知症状態を悪化させないための適切な介護体制の確保や

技術の習得など、サービス全体の質の向上が求められていると同時に、事

業者の参入希望が一般通所介護や認知症対応型共同生活介護（グループホ

ーム）に比べ不足しがちであるため、事業参入の促進が求められています。

今後の方策としては、主に以下のものが挙げられます。

○サービス基盤の整備とサービスの質の確保に努めます。

□これまでの実績及び見込み□

第４計画期間 実績 第５期計画期間 見込量

H21 H22 H23 見込 H24 H25 H26

利用量（回／年） 13,554 14,435 16,338 18,068 19,400 20,664
介護

給付費（千円／年） 137,129 148,056 165,410 185,203 198,864 211,821

利用量（回／年） 45 54 82 101 106 111介護

予防 給付費（千円／年） 388 476 726 1,552 1,638 1,723

※第５期計画の見込量は、従来の介護サービスの利用実績からサービスを利用する該当者数とその利用頻度、かつ年度ご

との利用者推計値等を掛け合わせた数式から求めました。

□事業者数□ （平成 23年 10 月１日時点）

全体 市内 市外

― 10 ―
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④小規模多機能型居宅介護／介護予防小規模多機能型居宅介護

住みなれた地域において、心身の状況や環境等に応じて、また、中・重

度になっても継続して在宅での生活を支援するため、「通い」を中心とし

て、利用者の状態や希望に応じ、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせ

て行います。サービス内容を変更する必要が生じた場合でも、地域を離れ

ることなく、顔なじみの職員に継続して介護してもらうことができます。

利用にあたっては、事業所への利用者登録が必要であり、当該サービス利

用中は他の居宅サービス・地域密着型サービスの利用はできません。（*）

これまでの実績では、平成 21 年度から基盤整備が行われ、利用者数が

268 人となっています。また、平成 22 年度では 326 人と増加していま

すが、事業者参入が少ないサービスであるため、引き続き社会福祉法人等

に参入を働きかけていくことが求められています。今後の方策としては、

主に以下のものが挙げられます。

○社会福祉法人等に参入を働きかけるなど、サービスの整備と質の確保に努めます。

○サービスの提供にあたっては、報酬が月単位の定額であるため、適切なサービス利用と

なるよう指導に努めます。

○小規模多機能型居宅介護の利用者は登録制であり、ショートステイなどとしては使えな

いため、「泊まり」の緊急対応についても指導に努めます。

○利用者の「囲い込み」や、地域から孤立した事業運営が行われないよう指導に努めます。

＊医療系サービスの一部（訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導）及び福祉用具貸与については利用する

ことができます。

□これまでの実績及び見込み□

第４計画期間 実績 第５期計画期間 見込量

H21 H22 H23 見込 H24 H25 H26

利用量（人／年） 268 326 440 479 527 574
介護

給付費（千円／年） 44,119 58,266 76,692 133,365 197,840 211,343

利用量（人／年） 0 0 0 36 72 108介護

予防 給付費（千円／年） 0 0 0 2,001 2,114 2,223

※第５期計画の見込量は、事業所の参入意向と、サービスを利用する該当者数とその利用頻度、かつ年度ごとの利用者推

計値等を掛け合わせた数式から求めました。

□事業者数□ （平成 23年 10 月１日時点）

全体 市内 市外

― 2 ―
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⑤認知症対応型共同生活介護

／介護予防認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

認知症のかたのうち、寝たきりではなく、かつ少人数による共同生活を

営むことに支障のないかたが、少人数（９人程度）で介護スタッフととも

に共同生活を行い、食事・入浴・排泄などの日常生活の支援や機能訓練を

行います。家庭的な雰囲気の中で過ごすことにより、認知症の症状の進行

緩和を促すことを目的としています。

これまでの実績では、平成 21 年では 238 人（月あたり）、平成 22 年

では 260 人（月あたり）と増加傾向となっています。今後は、認知症高

齢者の増加も考えられるため、認知症状態を悪化させない適切な介護体制

の確保や技術の習得など、サービス全体の質の向上が求められると同時に、

事業者の参入希望も多く、日常生活圏域を取り入れた事業計画により、地

域的に分散した計画的な設置推進が求められています。今後の方策として

は、主に以下のものが挙げられます。

○サービス事業者に対し、認知症対応型共同生活介護のサービス特性をいかすことができ、

かつ、サービス利用者の要望に応えることができる、質の高いサービスが提供されるよ

う、指導をしていきます。

○認知症対応型共同生活介護は、その施設の特殊性から閉鎖性が指摘されており、第三者

評価などを通して、サービスの質の確保を図るよう、指導をしていきます。

○施設の圏域内配置については、他の施設とのバランスや小学校区等を考慮します。

□これまでの実績及び見込み□

第４計画期間 実績 第５期計画期間 見込量

H21 H22 H23 見込 H24 H25 H26

利用量（人／月） 236 259 262 269 285 316
介護

給付費（千円／年） 664,335 732,853 744,877 930,045 952,484 1,053,328

利用量（人／月） 2 1 1 13 24 96介護

予防 給付費（千円／年） 5,435 3,399 4,069 4,673 6,283 25,135

※第５期計画の見込量は、国が示した参酌標準や、従来からの認知症対応型共同生活介護の利用状況などを参考に求めま

した。

□事業者数□ （平成 23年 10 月１日時点）

全体 市内 市外

― 15 ―
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⑥地域密着型特定施設入居者生活介護

日常生活圏域内にある、定員 30 人未満の小規模な介護専用型特定施設

（地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けた有料老人ホームや

軽費老人ホームなど）に入居している中重度以上（要介護１～５）のかた

に対し、事業所が作成したケアプランに基づいて食事、入浴、排泄などの

日常生活の支援や機能訓練を行います。

このサービスは、平成 20 年度から提供が始まり、平成 22 年には 46

人（月あたり）が利用しています。今後は日常生活圏域間の整備バランス、

他の介護保険施設などとの整備バランスを考慮し整備していく必要があ

ります。

○施設の圏域内配置については、他の施設とのバランスや小学校区等を考慮します。

□これまでの実績及び見込み□

第４計画期間 実績 第５期計画期間 見込量

H21 H22 H23 見込 H24 H25 H26

利用量（人／月） 40 46 45 49 49 65
介護

給付費（千円／年） 84,334 99,015 102,177 139,060 139,060 180,770

※第５期計画の見込量は、国の示す参酌標準や、従来からの特定施設入所者生活介護の利用状況などを参考に求めました。

□事業者数□ （平成 23年 10 月１日時点）

全体 市内 市外

― 2 ―
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⑦地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

日常生活圏域内にある、定員30人未満の小規模な介護老人福祉施設（特

別養護老人ホーム）に入居している中重度以上（要介護１～５）のかたに

対し、施設が作成したケアプランに基づいて食事、入浴、排泄などの日常

生活の支援や機能訓練を行います。

このサービスは、平成 20 年度から開始され、平成 22 年には 70 人（月

あたり）が利用しています。事業者の指定にあたっては、日常生活圏域を

踏まえた適正配置を図ることが求められています。今後の方策としては、

主に以下のものが挙げられます。

○小規模の特別養護老人ホーム（サテライト型、併設型など）については、身近な生活圏

域で高齢者の「生活の継続性」を保つための施設として、介護保険制度の改正の中に規

定されたサービスです。今後、計画に沿って整備を進めていきます。

○施設の圏域内配置については、他の施設とのバランスや小学校区等を考慮します。

□これまでの実績及び見込み□

第４計画期間 実績 第５期計画期間 見込量

H21 H22 H23 見込 H24 H25 H26

利用量（人／月） 47 70 111 116 145 203
介護

給付費（千円／年） 142,220 219,253 341,969 398,399 494,900 689,567

※第５期計画の見込量は、国の示す参酌標準や、従来からの特別養護老人ホーム入所待機者数などを参考に求めました。

□事業者数□ （平成 23年 10 月１日時点）

全体 市内 市外

― 4 ―

⑧複合型サービス

小規模多機能型居宅介護サービスと訪問介護サービスなど複数の居宅

サービスや地域密着型サービスを組み合わせて提供するサービスで、第５

期から新設されるものです。一つの事業所から複数のサービスが組み合わ

せて提供されるため、サービス間の調整が行いやすく柔軟なサービス提供

が可能になり、医療ニーズの高い要介護者への支援の充実が期待できます。

既存の小規模多機能型居宅介護サービス事業者を含め、新規参入が得ら

れるための対策を図ることが求められます。

□これまでの実績及び見込み□

第４計画期間 実績 第５期計画期間 見込量

H21 H22 H23 見込 H24 H25 H26

利用量（人／月） ― ― ― 33 35 40
介護

給付費（千円／年） ― ― ― 9,268 9,997 10,678
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３ 住宅改修

居宅介護住宅改修費／介護予防住宅改修費

住宅を居住に適するよう改造し、本人の自立や介護者の負担軽減を図る

ために要する住宅改修（手すりの取付け、段差の解消など）に必要な費用

を一部支給します。ただし、保険給付として認められるのは、既存の浴室、

便所、玄関等について対象者が使用する部分に限り、新築・増築等につい

ては対象となりません。

これまでの実績では、年間 600～700 人程度の利用があります。住宅

改修は、在宅生活をハード面から支え、施設入所の回避や寝たきりを予防

する観点からも、非常に有効となっています。実施にあたっては、家族の

希望や施工業者の考えだけで実施するのではなく、本人にとって最も必要

な改修を行うことが重要であるため、ケアマネジャー等が積極的にアドバ

イスをしながら事業を実施していくと同時に、平成 20 年度から受領委任

制度を適用しているため、保険者として適正給付に努めることが求められ

ています。今後の方策としては、主に以下のものが挙げられます。

○要介護者にとって最も必要な改修を行わなければならないため、ケアマネジャー等を中

心とした円滑なサービス提供の実施に努めていきます。

□これまでの実績及び見込み□

第４計画期間 実績 第５期計画期間 見込量

H21 H22 H23 見込 H24 H25 H26

利用量（人／年） 615 670 718 792 874 964
介護

給付費（千円／年） 68,459 72,870 79,856 88,162 97,307 107,401

利用量（人／年） 306 375 416 456 499 547介護

予防 給付費（千円／年） 34,834 40,307 44,179 48,423 53,075 58,174

※第５期計画の見込量は、平成 22年度及び平成 23 年度の利用実績、要介護認定者の増加等を考慮しながら推計しました。
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４ 居宅介護支援等

居宅介護支援／介護予防支援

介護サービス・介護予防サービスの適切な利用ができるよう、心身の状

況・環境・本人や家族の希望等を受けて、利用するサービスの種類・内容

等の計画（ケアプラン）を作成するとともに、サービス提供確保のため事

業者等と連絡調整等を行い、介護保険施設入所が必要な場合には施設への

紹介等を行います。このサービスを実施できるのは都道府県が実施する

「介護支援専門員実務研修」を修了したケアマネジャー（介護支援専門員）

で、県から「居宅介護支援事業者」の指定を受けているサービス事業所に

配置されています。また、「要支援」の認定を受けているかたは、地域包

括支援センター（介護予防支援事業者）にて実施します。

これまでの実績では、要介護、要支援認定者を合わせて、年間約７万人

程度実施しており、今後認定者数の増加とともに、利用者数も増加するも

のと予想されます。今後は、増加する認定者数に的確に対応していくとと

もに、定期的な点検・評価や、ケアマネジャーより利用者に適宜適切に助

言を行っていくことが求められています。今後の方策としては、主に以下

のことについて指導していきます。

○ケアプランに基づくサービスが開始された後においても、定期的な点検・評価を行うこ

と。

○途中でのサービス事業者の変更等にあたっては、ケアマネジャーより利用者にスムーズ

な助言を行うこと。

○地域包括支援センターと地域資源との連携強化を図ること。

□これまでの実績及び見込み□

第４計画期間 実績 第５期計画期間 見込量

H21 H22 H23 見込 H24 H25 H26

利用量（人／年） 48,425 51,520 54,178 54,280 55,088 55,896
介護

給付費（千円／年） 593,973 676,017 724,350 729,638 741,309 752,980

利用量（人／年） 19,198 20,698 22,352 23,152 24,284 25,416介護

予防 給付費（千円／年） 80,660 87,943 94,994 96,030 101,514 106,772

※第５期計画の見込量は、平成 22年度及び平成 23 年度の利用実績、要介護認定者の増加等を考慮しながら推計しました。

□事業者数□ （平成 23年 10 月１日時点）

全体 市内 市外

124 88 36



第２章 介護サービス・介護予防サービス

- 122 -

５ 介護保険施設サービス

①介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

「要介護」の認定を受けたかたで、寝たきりなどで常時介護が必要であ

り、在宅での生活が困難なかたが入居して、入浴、排せつ、食事等の介護

その他の日常生活上の世話や、機能訓練、健康管理、そのほか療養上の世

話などを行います。

これまでの実績として、市内 8 カ所の施設が存在し、約 900 名が利用

しています。利用希望者数は年々増加傾向にありますが、ベッド数に限り

もあるため、真に施設を必要としているかたを判断するとともに、施設自

らが要介護度の改善のための評価を行い、サービスの向上に努める必要が

あります。サービス内容としても、機能訓練では相当の知識・技術を持っ

た者を配置し、実施体制の強化を図るとともに、認知症の高齢者に対して

は、それぞれの特性に応じたサービスの提供を目指すことが求められてい

ます。今後の方策としては、主に以下のものが挙げられます。

○地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護とサービス利用について調整を図る必要が

あります。

□これまでの実績及び見込み□

第４計画期間 実績 第５期計画期間 見込量

H21 H22 H23 見込 H24 H25 H26

利用量（人／月） 854 867 871 860 870 901
介護

給付費（千円／年） 2,448,419 2,516,187 2,560,207 2,812,274 2,843,496 2,889,693

※第５期計画の見込量は、平成 22 年度及び平成 23 年度の利用実績、要介護認定者の増加、介護保険に関する調査、保健

福祉圏域の整備計画、国の参酌標準等を考慮しながら推計しました。

□事業者数□ （平成 23年 10 月１日時点）

全体 市内 市外

― 8 ―
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②介護老人保健施設

「要介護」の認定を受けたかたで、病状安定期にあり、入院治療をする

必要はないが、リハビリ、看護・介護を必要とする寝たきりの方が入居し

て、看護、医学的管理の下での介護、機能訓練その他必要な医療、日常生

活上の世話などを行います。

これまでの実績では、利用者数は微増傾向にあり、平成 22 年度には約

700 名（月あたり）となっています。今後、療養病床からの転換が想定

されることから、当該施設のあり方について留意する必要があります。今

後の方策としては、主に以下のものが挙げられます。

○施設の入所に際しては、要介護者の要介護度改善目的のための施設とすることや、情報

提供のあり方について検討していきます。

□これまでの実績及び見込み□

第４計画期間 実績 第５期計画期間 見込量

H21 H22 H23 見込 H24 H25 H26

必要量（人／月） 704 710 683 730 780 780
介護

給付費（千円／年） 2,122,262 2,170,172 2,120,725 2,386,175 2,549,039 2,549,039

※第５期計画の見込量は、平成 22 年度及び平成 23 年度の利用実績、要介護認定者の増加、介護保険に関する調査、保健

福祉圏域の整備計画、国の参酌標準等を考慮しながら推計しました。

□事業者数□ （平成 23年 10 月１日時点）

全体 市内 市外

― 7 ―
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③介護療養型医療施設

医療施設（病院）などにおける介護療養病床のことで、「要介護」の認

定を受けたかたで、長期にわたり療養を必要とする患者や、精神症状・問

題行動を有する慢性期に至った老人性認知症患者等のかたが入居し、療養

上の管理、看護、医学的管理の下での介護等の世話、機能訓練等の必要な

医療を行うものです。

これまでの実績では、利用者数は微減傾向にあり、平成 22 年度には約

180 名（月当たり）となっています。介護療養型医療施設（介護療養病

床）は 2018 年３月末に廃止が決定しており、国などの動向を見据えな

がら適切に他の施設等へと転換を図っていくと同時に、入居者の身体等の

状況に応じて介護老人保健施設等への適切な移行が図られる体制づくり

が求められています。また、現在は他の介護保険施設入所待機者の受け入

れ施設として利用されるケースもあり、地域の状況や他の高齢者関連施設

など高齢者を取り巻く様々な要素との調整を図りながら、適切に対処して

いくことが求められています。今後の方策としては、主に以下のものが挙

げられます。

○国や域内施設の動向をみながら、適切な転換を推進していくため情報収集に努めるとと

もに、他の介護保険施設との連携調整や情報交換を働きかけていきます。

□これまでの実績及び見込み□

第４計画期間 実績 第５期計画期間 見込量

H21 H22 H23 見込 H24 H25 H26

利用量（人／月） 187 176 167 190 190 190
介護

給付費（千円／年） 765,408 721,894 685,488 854,113 854,113 854,113

※第５期計画の見込量は、平成 22 年度及び平成 23 年度の利用実績、要介護認定者の増加、介護保険に関する調査、保健

福祉圏域の整備計画、国の参酌標準等を考慮しながら推計しました。

□事業者数□ （平成 23年 10 月１日時点）

全体 市内 市外

― 2 ―
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６ 施設整備計画

第４期計画まで国が示す参酌標準とされた、平成 26 年度における「要

介護２～５」の認定者のうち 37％にあたるベッド数の整備と、施設サー

ビス種類等のバランスを考慮し、平成 24 年度から平成 26 年度までの計

画として、以下の方策の検討を進めながら施設の確保に努めます。

また、「高齢者住まい法」の改正により、平成 23 年 10 月より登録が

スタートした「サービス付き高齢者向け住宅」においても、住宅関連部局

と連携を取りながら、高齢者単身・夫婦世帯が安心して居住できる住まい

の提供を支援していきます。

○認知症対応型共同生活介護（グループホーム）は、４カ所の整備を計画します。

○地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（小規模の特別養護老人ホーム；小規模特

養）は、５カ所の整備を計画します。

○地域密着型特定施設入居者生活介護（小規模な介護専用型特定施設（有料老人ホーム・

軽費老人ホーム等）：小規模特定）は、１カ所の整備を計画します。

○混合型特定施設入居者生活介護（介護認定の有無に関わらず入居できる有料老人ホーム、

軽費老人ホーム等）は、介護認定者 120 人分の整備を計画します。

○その他、住所地特例等による減少を見込みます。
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図 [各Ⅱ] ２－１－１ 介護保険事業計画施設利用率等調書

第４計画期間 実績 第５期計画期間 見込量

H21 H22 H23 見込 H24 H25 H26

総人口 376,505 376,387 377,686 379,782 381,491 383,208

65 歳以上人口 65,103 66,773 68,180 71,187 74,611 77,878

認定者 10,043 10,536 11,069 11,899 12,594 13,242

要支援１ 1,437 1,478 1,546 1,680 1,778 1,870

要支援２ 1,280 1,396 1,566 1,605 1,698 1,785

要介護１ 2,370 2,420 2,638 2,757 2,919 3,071

要介護２ 1,561 1,635 1,673 1,876 1,985 2,086

要介護３ 1,406 1,420 1,342 1,556 1,645 1,730

要介護４ 1,015 1,129 1,192 1,246 1,320 1,387

要介護５ 974 1,058 1,112 1,179 1,249 1,313

A 要介護２～５ 4,956 5,242 5,319 5,857 6,199 6,516

特養利用者 835 863 861 860 870 901

老健利用者 690 703 677 730 780 780

（内、医療転換）

介護療養 188 176 163 190 190 190

B
３施設利用者

（医療転換を除く）
1,713 1,742 1,701 1,780 1,840 1,871

C GH 245 256 255 270 288 324

D 小規模特養 58 57 113 116 145 203

E 小規模特定 41 44 45 50 50 65

F 計（B～E) 2,057 2,099 2,114 2,216 2,323 2,463

F/A 要介護２～５利用率 41.5% 40.0% 39.7% 37.8% 37.5% 37.8%

※要介護２～５利用率は、医療病床から介護老人保健施設への転換（転換老健）分を除く。

※Ｃ～Ｅは施設の整備計画数値

※３施設の利用者数は住所地特例者を含む数値
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図 [各Ⅱ] ２－１－２ 介護保険施設年度別整備計画

第５期計画期間

日常生活圏域

本庁 岡崎 大平 東部 岩津 矢作 六ツ美 額田
全域

計

特別養護老人

ホーム
計画なし

0 0

H24 ―
老人保健施設 既存施設の増床

50 50 床

介護療養型

医療施設
経過措置により老人保健施設等への転換予定なし

0 0

H24
H25

H25 H26 H26 5 カ所地域密着型

介護老人福祉施設

入所者生活介護
29

29
29 29 29 145 床

H26 H25
H24
H25

4 カ所
認知症対応型

共同生活介護
18 18

18

18
72 床

介護専用型

特定施設

入居者生活介護

市内全域
0 0

H24
～26

―混合型

特定施設

入居者生活介護

市内全域（37％外）

120 120 床

H26 1 カ所地域密着型

特定施設

入居者生活介護 29 29 床

3 1 1 2 3 ― 10 カ所
整備計画数

（計）
76 29 29 47 65 170 416 床

10 6 4 6 4 3 3 2 38 カ所
既存施設数

537 252 333 388 245 177 105 98 2,135 床

13 7 4 6 5 5 6 2 48 カ所

H26 年度末計
613 281 333 388 274 224 170 98 170 2,551 床
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地域支援事業

１ 地域支援事業の概要

地域支援事業は、「介護予防事業」、「包括的支援事業」、「任意事業」の

３事業から構成されており、要支援・要介護状態になる前からの介護予

防を推進するとともに、地域における包括的・継続的なマネジメント機

能を強化する観点から、市町村が実施する事業です。

要支援・要介護状態になるおそれの高い状態にある高齢者を「二次予

防事業対象者（チャレンジ・シニア）」、65 歳以上の元気な高齢者を「一

次予防事業対象者（アクティブ・シニア）」といい、高齢者が要介護状態

になることを予防するとともに、要介護状態になった場合でもできるだ

け地域において自立した日常生活を営むことができるように支援してい

きます。

また、このうち、「包括的支援事業」は地域包括支援センターの事業と

して実施する事業です。

図 地域支援事業の概要

第３章

必須事業

①二次予

②通所型

③介護予

④地域の介
- 128 -

介護予防事業

任意事業

市の任意事業

防事業の対象者把握事業

介護予防事業

防の普及啓発

護予防活動の支援

①介護予

護予防

②総合相

③虐待防

権利擁

う事業

①介護給付等費用適正化事業 ④家族

②介護相談員派遣事業 ⑤認知

③介護支援専門員支援事業 ⑥家族
包括的支援事業

防ケアマネジメント事業（介

事業などのマネジメント）

談・支援事業

止・早期発見、

護のための必要な援助を行

介護支援事業

症高齢者見守り事業

介護用品給付事業
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事業の財源構成は下表のとおり、介護予防事業は給付費の財源構成と同

じであり、包括的支援事業と任意事業は第１号被保険者保険料と公費で構

成されています。また、事業は介護保険給付費の３％にあたる金額を上限

に実施されます。

なお、地域支援事業については、本市では、利用者の利用時負担は０と

しています。（ただし、サービスによっては材料費等の実費を徴収するも

のもあります。）

図 [各Ⅱ] ３－１－１ 地域支援事業の費用負担割合

地域支援事業

※介護予防事

抑制効果を

に加え２号

※ の

３％以内の規模

第

被

第

被
3

第

被保
20

第

被保
3029

2
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介護予防事業

業の実施による介護保険給付

考慮し、１号保険料及び公費

保険料も財源とする。

※財源

※１号

市区

市

国

25.0%

都道府県

12.5%

市区町村

12.5%

１号

保険者
20.0%

２号

保険者
0.0%

国

25.0%

都道府県

12.5%

市区町村

12.5%

１号

険者
.0%

２号

険者
.0%.0％

1.0％
包括的支援事

は、１号保険料

負担分を除き、

町村が 1/4 ず

都

市区町村

20.0%

第１号

被保険者
20.0%

都道

2

区町村

20.0%

第１号

被保険者
20.0%
介護保険給付費
業・任意事業

及び公費とする。

国が 1/2、都道府県と

つ負担する。

国

40.0%

道府県

20.0%

国

40.0%

府県

0.0%
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２ 介護予防事業

今後、さらに増加する高齢者が生き生きと暮らし続けるために、介護予

防の充実が求められます。それぞれの自治体の現状にあった、より効果的

な介護予防に取り組むため、市民と協働で取り組む地域に根ざした介護予

防活動を推進していきます。

介護予防事業と、介護サービス（介護給付）や介護予防サービス（予防

給付）との関連は下図のとおりです。

≪介護予防事業≫

高 齢 者

≪要介護認定≫
要介護状態区分の審査

生活についての

チェックリスト

介護予防サービス
二次予防事業

対象者

チャレンジ・シニア

要支援者

介護サービス

要介護者

一次予防事業 二次予防事業 予防給付
（要支援者向けサービス）

介護給付
（要介護者向けサービス）

【例】

介護予防教室

講演会

など

【例】

介護予防訪問介護

介護予防通所介護

など

【例】

運動・栄養・口腔

認知症・うつ・閉じこ

もり予防教室 な

【例】

訪問介護／通所介護

訪問看護／訪問入浴

介護 など

非該当者

要支援者 要介護者
要支援・要介護に

なるおそれのある者

（チャレンジ・シニア）

自立した生活が送

れる人（アクティ

ブ・シニア）

元気高齢者

の維持

地域包括支援センター

（介護予防マネジメント）

居宅介護支援事業所

（ケアマネジメント事業所）

要支援・要介護

状態の防止
重度化防止
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（１）二次予防事業

①二次予防事業対象者把握

二次予防事業対象者把握では、65 歳以上で要支援・要介護認定を受け

ていないかたを対象に「生活についてのチェックリスト」を実施し、特に

要支援・要介護の状態になる可能性が高く、介護予防の取組が必要な「二

次予防事業対象者」を選定します。

国の要綱の改正により介護予防健診（生活機能評価）ではなく、生活に

ついてのチェックリストによる二次予防事業対象者を把握することが可

能となりました。そのため、対象者の増加が予想され、地域包括支援セン

ターが中心となって、対象者に対して介護予防の必要性を説明し、事業の

参加につなげていくことが重要です。

○実施者を増やすため、介護予防の重要性を説明し生活についてのチェックリストの周知

徹底を図ります。

□これまでの実績及び見込み□

第４計画期間 実績 第５期計画期間 見込量

H21 H22 H23 見込 H24 H25 H26

二次予防事業

対象者候補者数（人） 9,891 9,990
二
次
予
防

事
業
対
象
者

二次予防事業

対象者数（人） 8,915 8,953 10,500 11,000 11,500 12,000
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②通所型介護予防事業

二次予防事業対象者把握事業により把握されたかた（二次予防事業対象

者＝チャレンジ・シニア）に、通所により、「運動器の機能向上」、「栄養

改善」、「口腔機能の向上」、「認知症・うつ・閉じこもり予防支援」などの

事業を実施します。１回 10～20 人程度の集団的プログラムを基本とし

て、市から業者に委託して実施します。

二次予防事業対象者の数は、平成22年度には8,953人となっており、

平成 21 年度からは増加しています。

チャレンジ・シニアは介護を必要としていないかたであることから、介

護予防事業に参加する必要を感じない場合が多く、こうした事業への参加

率が低い状況であり、介護予防の普及啓発と更なる周知が必要です。

●運動器の機能向上事業

運動器の機能向上を通じた生活機能の改善のために実施する事業です。

専門スタッフ（保健師・看護師・理学療法士・柔道整復師等）が事前アセ

スメントを行った後に、個別サービス計画書を作成し、それに基づき実施

します。

これまでの実績では、「からだシャキッと教室」として開催し、実施回

数、参加者数ともに横ばいで推移しています。今後は、運動器の機能向上

の効果を広く地域に周知するとともに、事業参加終了後も運動を継続でき

るよう社会資源の紹介をしていくことが求められています。今後の方策と

しては、主に以下のものが挙げられます。

○介護予防の重要性を伝えていくとともに、事業の効果的な周知を行い参加者を増やしていき

ます。

○生涯学習や趣味の講座、グランドゴルフ活動等を含めた高齢者が利用できる社会資源を紹介

し、教室終了後の運動の継続を促していきます。

□これまでの実績及び見込み□

第４計画期間 実績 第５期計画期間 見込量

H21 H22 H23 見込 H24 H25 H26

実施回数（回） 168 181 180 180 180 180

参加実人数（人） 379 400 400 450 450 450

参加延人数（人） 1,789 1,560 1,500 1,600 1,700 1,700
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●栄養改善事業

高齢者の栄養に関する問題を早期に発見するとともに「食べること」を

通じて栄養状態を改善し、自分らしい生活の確立と自己実現を支援するこ

とを目的として、個別的な栄養相談、集団的な栄養教育を実施する事業で

す。管理栄養士が事前アセスメントを行った後に栄養改善のための計画を

作成し、それに基づいて「集団的な栄養教育」と、個別の相談に応じて必

要な情報提供等を行う「個別的な栄養相談」を実施します。

これまでの実績では、「明るい食生活教室」として開催し、実施回数、

参加者数ともに増加傾向にあります。今後は、個別の食習慣、嗜好、価値

観、食文化や環境を尊重した計画作成を行うとともに、栄養改善の重要性

をアピールし、二次予防事業対象者の参加割合を増加させていくことが求

められており、方策としては、主に以下のものが挙げられます。

○介護予防の重要性を伝えていくとともに、事業の効果的な周知を行い、参加者を増やしてい

きます。

□これまでの実績及び見込み□

第４計画期間 実績 第５期計画期間 見込量

H21 H22 H23 見込 H24 H25 H26

実施回数（回） 60 58 76 78 78 78

参加実人数（人） 61 116 120 130 140 150

参加延人数（人） 258 402 410 420 430 440
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●口腔機能の向上事業

高齢者の摂食・嚥下機能の低下を早期に発見し、その悪化を予防する観

点から口腔機能の向上のための教育や口腔清掃の指導、摂食、嚥下機能に

関する機能訓練の指導等を実施する事業です。歯科衛生士等が事前アセス

メント・状態把握を行った後に個別サービス計画書を作成し、それに基づ

いて口腔清掃の必要性等の教育や口腔（義歯）清掃指導・実施、摂食・嚥

下機能に関する訓練の指導・実施や、毎日自分で口腔清掃等を行うセルフ

ケアプログラムを実施します。

これまでの実績では、「お口すっきり教室」として開催してきましたが、

実施回数、参加者数ともに減少傾向にあります。今後は、口腔機能の向上

の重要性をアピールすることが求められます。

○介護予防の重要性を伝えていくとともに、事業の効果的な周知を行い、参加者を増やしてい

きます。

□これまでの実績及び見込み□

第４計画期間 実績 第５期計画期間 見込量

H21 H22 H23 見込 H24 H25 H26

実施回数（回） 75 89 76 76 76 76

参加実人数（人） 236 190 180 185 190 195

参加延人数（人） 833 651 540 590 640 640

●認知症・うつ・閉じこもり予防事業

「運動器の機能向上」「栄養改善」「口腔機能の向上」事業と一体的に実

施し、認知症・うつ・閉じこもり予防に努めます。

③二次予防事業評価事業

介護予防事業（二次予防事業）における達成状況の検証を行うとともに、

介護予防プログラムを受けた結果の参加者の満足度や生活の質（QOL

（Quality of Life））の改善効果などについて評価し、二次予防事業の事

業評価を実施します。
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（２）一次予防事業

地域において自主的な介護予防活動が広く実施され、高齢者が積極的に

これらの活動に参加し、介護予防に向けた取組ができる地域社会の構築を

目的として、介護予防に関する普及・啓発や地域における自主的な介護予

防に資する活動を支援します。

①介護予防啓発事業

介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するため、パンフレット・リ

ーフレット等の作成・配布、介護予防教室等を実施します。

これまでの実績では、「介護予防講演会」、「介護予防教室」、「認知症・

うつ・閉じこもり予防教室」、「出前講座」などの各種講座の開催や介護予

防手帳の配布、パンフレットの配布などを実施しており、年間 240 回程

度の実施回数を目指していきます。

今後は、さらなる継続的な介護予防の取組ができるよう支援を図ること

が求められています。

○老人クラブや生涯学習等の活動と連携をとり、高齢者が生活の中で生きがいを持ちながら介

護予防を継続できるよう支援します。

□これまでの実績及び見込み□

第４計画期間 実績 第５期計画期間 見込量

H21 H22 H23 見込 H24 H25 H26

実施回数（回）
（講演会及び介護予防教室）

228 257 230 240 240 240

参加延人数（人）
（講演会及び介護予防教室）

4,953 6,659 5,000 5,500 5,500 5,500
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②地域介護予防活動組織支援事業

介護予防に関するボランティア等の人材育成のための研修や介護予防

に資する地域活動組織の育成・支援を図り、地域自主活動として介護予防

の推進を図ります。

これまでの実績では、ボランティア育成のための研修への参加者は減少

傾向にあるものの、地域介護予防活動組織への参加者は増加傾向にありま

す。今後は、地域介護予防活動組織に対しそれぞれの地域に合った支援を

実施し、全学区での自主的な運営を目指します。方策としては、主に以下

のものが挙げられます。

○地域介護予防活動は学区福祉委員会と連携して実施されており、地域と密に連絡を取りなが

ら活動を支援します。

□これまでの実績及び見込み□

[ボランティア育成のための研修等]

第４計画期間 実績 第５期計画期間 見込量

H21 H22 H23 見込 H24 H25 H26

実施回数（回） 39 21 21 21 21 21

参加延人数（人） 470 346 350 360 370 380

[地域介護予防活動組織への支援・協力等]

第４計画期間 実績 第５期計画期間 見込量

H21 H22 H23 見込 H24 H25 H26

活動学区数 37 35 37 39 41 44

参加延人数（人） 11,055 11,089 11,400 11,500 11,600 11,750

③一次予防事業評価事業

一次予防事業における達成状況の検証を行うとともに、介護予防に関す

る一般的な知識や、介護予防事業の対象者、事業内容、参加方法などの事

業実施に関する情報について積極的に普及啓発が図られているか、ボラン

ティアや地域介護予防活動組織と密に連携が図られているかなどについ

て評価し、一次予防事業の事業評価を実施します。
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３ 包括的支援事業

（１）地域包括支援センターについて

包括的支援事業は、「地域包括支援センター」の運営事業となります。

地域包括支援センターは、介護保険法第115条の45第１項に基づき、

地域住民の心身の健康保持及び生活の安定のために必要な援助を行うこ

とにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを

目的とするものです。

地域包括支援センターが行う事業は、主に「①介護予防ケアマネジメン

ト事業」、「②総合相談支援事業」、「③権利擁護事業（高齢者の虐待防止・

早期発見を含む）」、「④包括的･継続的ケアマネジメント支援事業」の４つ

です。また、地域包括支援センターにおける困難事例の対応に関する相

談・支援・取りまとめ等を、社会福祉協議会に運営を委託している「在宅

介護支援センター」にて実施しています。

今後は、在宅介護支援センターにおける地域包括支援センターに対する

困難事例の対応に関するアドバイスの方法、内容などについて適宜見直す

とともに、高齢者人口が多い地域包括支援センターもあることから、区域

の見直し及び増設を検討していきます。

□これまでの実績及び見込み□

第４計画期間 実績 第５期計画期間 見込量

H21 H22 H23 H24 H25 H26

地域包括支援センター設置数 11 12 12 12 14 14

事業費（千円／年） 217,415 223,853 217,527 208,841 254,746 254,746

高年者センター岡崎 4,342 4,526 4,665 4,766 4,976 5,215

中央地域福祉センター 6,809 7,022 7,143 7,250 7,569 7,933

北部地域福祉センター 6,386 6,680 6,812 6,987 7,295 7,646

南部地域福祉センター 6,013 6,304 6,518 6,670 6,964 7,299

西部地域福祉センター 6,696 7,029 7,225 7,452 7,781 8,155

東部地域福祉センター 4,683 4,859 4,885 4,941 5,159 5,407

竜美 6,828 6,988 7,056 7,156 7,472 7,832

かわいの里 3,871 4,009 4,084 4,187 4,371 4,582

やはぎ苑 8,402 6,668 6,839 7,033 7,344 7,697

なのはな苑 6,796 7,044 7,178 7,325 7,648 8,016

額田 2,364 2,411 2,426 2,438 2,546 2,668

社会福祉協議会 ― 2,090 2,107 2,132 2,226 2,333

65
歳
以
上
高
齢
者
人
口
（
人
）

合計 63,190 65,630 66,938 68,337 71,351 74,783

※管轄区域別の 65 歳以上人口は、各年度前年 12 月末時点のものです。
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（２）地域包括支援センターに対する支援体制

①地域包括支援センター運営協議会

内容

次に掲げる事項を所掌する。

１ 地域包括支援センター（以下「センター」とする。）の設置等に関する次に掲

げる事項の承認に関すること

（１）センターの担当する圏域の設定

（２）センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセ

ンターの業務を委託された法人の変更

（３）センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施

（４）センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所

（５）その他運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要であると

判断した事項

２ センターの運営に関すること

（１） 運営協議会は、毎年度ごとにセンターより次に掲げる書類の提出を受けるもの

とする。

ア 当該年度の事業計画書及び収支予算書

イ 前年度の事業報告書及び収支決算書

ウ その他運営協議会が必要と認める書類

（２）運営協議会は、（１）のイの事業報告書によるほか、次に掲げる点を勘案して必要な

基準を作成した上で、定期的に又は必要な時に、事業内容を評価するものとする。

ア センターが作成するケアプランにおいて、正当な理由なく特定の事業者が

提供するサービスに偏りがないか

イ センターにおけるケアプランの作成の過程において、特定の事業者が提供

するサービスの利用を不当に誘因していないか

ウ その他運営協議会が地域の実情に応じて必要と判断した事項

（３）その他の地域包括ケアに関すること

運営協議会は、地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構

築、地域包括支援業務を支える地域資源の開発その他の地域ケアに関する事

項であって運営協議会が必要と判断した事項

委員 10 人
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②高齢者虐待防止ネットワーク会議

内容

次に掲げる事項を審議し、意見具申する。

・高齢者の権利擁護、生活支援サービスの利用の推進に関すること。

・高齢者虐待に対応するためのネットワークの整備に関すること。

・事例検討及び調査、介入システムの確立に関すること。

・成年後見制度の利用支援に関すること。

・事例検討による個別支援策の検討

・老人福祉法に基づく措置、審判の請求に関する審議を行い、その結果を福祉事務

所長に報告すること。

・その他高齢者の権利擁護推進に関すること。

委員 ８人

③地域包括支援センター調整会議

内容

・定期的に開催し、各種サービスや制度について市と各地域包括支援センターとの

意思統一を図る。

・現場の職員からサービス利用者などの声や意見を吸い上げ、市及び地域包括支援

センターの職員がともに改善点等について検討し、より良いサービスや制度の提

供を図る。

参加者 市職員（長寿課）、在宅介護支援センター職員、地域包括支援センター職員
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（３）包括的支援事業（地域包括支援センターの事業）

①介護予防ケアマネジメント事業

二次予防事業対象者が要介護状態等になることを予防するための介護

予防事業に関するケアマネジメント及び予防給付に関するケアマネジメ

ントを行います。

これまで、公正・中立性を評価するための基準を設け、一定の期間ごと

に評価を行い、必要に応じモニタリングも行ってきました。今後は、介護

予防ケアマネジメント事業を的確に推進するため、主に下記の通り取組を

図っていきます。

○地域包括支援センターにおいて実施する予防給付及び介護予防に関するケアマネジメントと、

ケアマネジャーが行う介護給付のケアマネジメント相互の連携を図っていきます。

○地域包括支援センターを設置している包括的支援事業の委託先法人に対し、公正・中立に事

業が実施されるよう指導を徹底していきます。

②総合相談支援事業

地域の高齢者に対し、介護保険サービスにとどまらない様々な機関･制

度の支援を可能にするため、①地域における様々な関係者とのネットワー

クの構築、②ネットワークを通じた高齢者の心身の状況や家庭環境等につ

いて実態把握、③サービスに関する情報提供等の初期相談対応や、継続的･

専門的な相談支援（支援方針に基づく様々なサービス等の利用へのつな

ぎ）を行います。

これまで、地域の高齢者の様々な相談に応じ、必要な関係機関と連携を

取りながら、サービスや制度の利用につなげてきました。今後も適切に事

業を継続していくため、主に下記の通り取組を図っていきます。

○地域に総合的・重層的なネットワークを構築し、総合的な相談に応じるとともに、高齢者の

状況を適切に把握し、必要なサービスの提供に努めます。

○地域包括支援センターを設置している包括的支援事業の委託先法人に対し、適切な対応がで

きるよう指導を徹底していきます。
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③権利擁護事業

実態把握や総合相談の過程で特に権利擁護の観点からの支援が必要と

判断した場合は、各種制度の活用や関係機関と連携し支援します。

これまで、高齢者虐待防止ネットワーク会議を設置し、困難事例などに

対応してきました。今後も、さらに権利擁護事業を的確に推進していくた

め、主に以下の通り取組を図っていきます。

○成年後見制度の利用について、日常生活自立支援事業とともに制度の活用を図ります。

○高齢者虐待や困難事例への対応について、多職種・地域と緊密に連携しながら解決を図りま

す。

○地域包括支援センターを設置している包括的支援事業の委託先法人に対し、高齢者支援

が適切に実施されるよう指導を徹底していきます。また、成年後見制度の活用や老人福

祉施設への措置にあたっては、市と密接な連絡をとる必要があるため、適切な対応をと

るよう要請していきます。

④包括的･継続的ケアマネジメント支援事業

主治医、ケアマネジャーなどとの多職種協働や、地域の関係機関との連

携を通じてケアマネジメントの後方支援を行うことを目的として、地域の

ケアマネジャー等に対する個別相談窓口の設置によるケアプラン作成技

術の指導等、日常的個別指導･相談、地域のケアマネジャーが抱える支援

困難事例への指導助言等、医療機関を含む関係施設やボランティアなど

様々な地域における社会資源との連携･協力体制の整備など、包括的･継続

的なケア体制の構築を行います。

これまで、居宅介護支援事業所（ケアマネジャーを配置し、ケアプラン

の作成を行う指定機関）の会議に出席し、情報交換等を行ってきました。

今後もケアマネジメント機能の強化を図るため、主に以下の通り取組を図

っていきます。

○ケアマネジャーのさらなるネットワーク形成を推進します。

○地域包括支援センターにおいて実施する予防給付及び介護予防に関するケアマネジメントと、

ケアマネジャーが行う介護給付のケアマネジメント相互の連携を図っていきます。

○地域包括支援センターを設置している包括的支援事業の委託先法人に対し、適切に事業が実

施されるよう指導を徹底していきます。
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４ 任意事業

①介護給付等費用適正化事業（介護給付費通知）

国の「介護給付適正化計画に関する指針（平成 19 年）」に基づき策定

された「愛知県介護給付適正化計画」に基づき、本市では「岡崎市介護給

付適正化計画」を策定し、介護給付費等適正化事業を実施しています。こ

のうち、「介護給付費通知」については地域支援事業（任意事業）を財源

として実施されています。（※「岡崎市介護給付適正化計画」については

次頁を参照。）

介護給付費通知では、被保険者に月毎に利用した介護サービスの内容、

金額等を知らせることにより、介護報酬が適正に請求されているかを確認

します。本市では、平成 15 年度から介護サービス利用にかかる給付費通

知を各利用者に送付しています。

これまでの実績では、利用者の増加とともに送付件数が増えています。

このため、今後は、費用と効果のバランスを考慮して、年３回の送付を２

回に変更し、介護保険制度が適正に運営されるよう継続して事業を実施し

ていきます。

□これまでの実績及び見込み□

第４計画期間 実績 第５期計画期間 見込量

H21 H22 H23 見込 H24 H25 H26

送付件数（件／年） 23,088 24,816 25,500 17,500 18,000 18,500
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岡崎市介護給付適正化計画

【計画の概要】

介護給付適正化事業を行うにあたり、保険者（市町村）は都道府県と一体になって「介護給付適

正化計画」を策定することになっています（介護給付適正化計画に関する指針（国指針：平成 19

年６月））。これは、介護給付を必要とする受給者を適切に認定し、真に必要とするサービスを、事

業者がルールに従って適切に提供するよう促すことを目的として策定するものです。

適正化事業は、大きく分けて①要介護認定の適正化、②ケアマネジメント等の適切化、③サービ

ス提供体制及び介護報酬請求の適正化の３つです。国では、平成 22年度までには全ての保険者

（市町村等）が下記の６つの重点事業を実施することを目指しています。

【本計画

要
介
護
認
定
の
適
正
化

ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
等
の
適
正
化

サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
及
び
介
護

報
酬
請
求
の
適
正
化

１．認定訪問調査の点検 ４．医療情報との突合
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の事業内容】

事業区分 事業内容 今後の方針

認定調査状況

チェック

認定調査は平成 18 年度に 10,543

件（内、委託件数 840 件）、平成 19 年

度に10,553件（内、委託件数1,170件）

となっています。

市の調査員は主として看護職員が

実施しており、調査内容は保健師２人

で書面点検をし、直営・委託とも 100％

実施しています。

書面点検 100％の現状を維持す

るとともに、調査件数の増加に伴い

直営での対応が困難になった場合

には、点検の標準化を図りながら事

務委託を検討します。

ケアプラン

チェック

ケアプランの質の向上と不正に対す

る抑制力のため、平成21年度から毎月

３事業所、１回５件を目処に実施してい

ます。

チェック・指導する人材の育成を

図ります。

住宅改修

実態調査

介護保険の上乗せとして一般施策

で行う住宅改修について、一級建築士

同伴で事前に現場確認を全件行って

います。改修後については写真による

確認を実施しています。

平成20年10月から開始した住宅

改修の受領委任払い制度に合わ

せ、介護保険適用改修について、

任意で改修完了後の現場確認を実

施していきます。

[任意]

岡崎市ケアマネ

部会勉強会

毎月１度、市内の全居宅介護支援

事業所が集合し、情報交換や処遇困

難事例などの研修会を行っています。

継続

医療情報との

突合・縦覧点検

国保連合会が行う医療情報との突合

わせにおいて、疑わしいとされるデータ

について確認・点検を書面で行ってい

ます。

継続

介護給付費

通知

全ての介護保険利用者に対し、利

用したサービス種類・回数・金額を３か

月毎に本人に通知し、確認を行ってい

ます。

全ての介護保険利用者に対し、利

用したサービス種類・回数・金額を６

か月毎に本人に通知し、確認を行

っていきます。

[任意]

岡崎市介護

サービス事業所

部会勉強会

市内の介護事業者がサービス種類ご

とに定期的に集い、情報交換や研修会

を行っています。

継続

【国が目指す

重要６事業】
２．ケアプランの点検

３．住宅改修の点検

５．縦覧点検

６．介護給付費通知
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②介護相談員派遣事業

介護サービスを提供している施設等へ訪問し、サービス利用者の相談を

受け、疑問、不満及び不安の解消を図るとともに、サービス事業者の質的

な向上を図ります。

これまでの実績では、施設数の増加とともに訪問カ所数も増加していま

す。今後も事業を適切に推進していくため、主に以下の取組を図っていき

ます。

○介護相談員を受入れている施設、介護相談員及び行政との三者による連絡会を開催し、情報

提供・意見交換等を行います。

○介護保険施設数の増加に伴い、介護相談員数の見直しを検討していきます。

○新しく開設される施設に、介護相談員の受け入れを働きかけていきます。

□これまでの実績□

第４計画期間 実績 第５期計画期間 見込量

H21 H22 H23 見込 H24 H25 H26

訪問施設数（カ所／年） 38 38 43 45 47 49

※第５期計画の見込量は、地域密着型介護老人福祉施設、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介

護などの施設の増設の見込数等を考慮しながら推計しました。

③介護支援専門員支援事業

ケアマネジャー（介護支援専門員）に対し、介護保険制度での無報酬項

目への財政的支援をします。住宅改修は在宅での生活を支える上で重要で

すが、安易な住宅改修は利用者の状態を悪化させる恐れもあるため、適切

な改修の実施が望まれます。そこで、ケアマネジャー（介護支援専門員）

が、「居宅介護支援」または「介護予防支援」を受けていない要介護・要

支援者（ケアプランを作成していないかた）に対し住宅改修等に関する助

言を行い、「居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支給申請にか

かる理由書」を作成した場合について、助言等にかかる経費を助成します。

これまでの実績では、支援件数は徐々に増加しており、今後は年間 150

件程度の支援が見込まれます。今後も事業を適切に推進していくため、主

に以下の取組を図っていきます。

○住宅改修費の支給申請に必要な改修の理由書を、ケアマネジャー（介護支援専門員）が適切

に助言を行いながら作成するよう、指導を図ります。

□これまでの実績及び見込み□

第４計画期間 実績 第５期計画期間 見込量

H21 H22 H23 見込 H24 H25 H26

支援件数（件／年） 66 73 100 115 120 125

※介護支援専門員への住宅改修関係にかかわる支援件数です。



第３章 地域支援事業

- 145 -

④家族介護支援事業

高齢者を介護している家族を対象として、家族会の開催や介護知識・技

術の習得等のための介護講座を開催します。

これまでの実績では、平成 22 年度には、「高齢者を支える家族の会」

の開催回数は年間 59 回、介護者教室は年間 1 回開催しています。今後も

同程度の開催を継続するとともに、主に以下の取組を図っていきます。

○家庭介護について学ぶ場を作り介護負担の軽減を図るとともに、身近な地域で介護者同士が

交流し情報交換できる場を提供していきます。

□これまでの実績及び見込み□

[高齢者を支える家族の会]

第４計画期間 実績 第５期計画期間 見込量

H21 H22 H23 見込 H24 H25 H26

実施回数（回） 60 59 60 60 60 60

参加延人数（人） 452 405 400 405 410 415

[介護者教室]

第４計画期間 実績 第５期計画期間 見込量

H21 H22 H23 見込 H24 H25 H26

実施回数（回） 2 1 1 1 1 1

参加延人数（人） 39 20 50 55 60 60
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⑤認知症高齢者見守り支援事業

認知症の正しい理解と知識の普及のためにパンフレットの配布や認知

症サポーター養成講座等を実施します。

これまでの実績では、平成 22 年度には認知症サポーター養成講座の参

加者数は年間約 2,005 名、認知症キャラバン・メイトは 32 名となって

います。平成 23 年７月末時点で市内の認知症サポーターは約 5,895 名

となっており、今後は認知症サポーター養成講座の参加者数年間 2,500

名程度を目標に、平成 26 年度末には認知症サポーター約 13,500 名を

目指します。今後、認知症見守り体制を一層充実させるために、主に以下

の通り取組を図っていきます。

○地域で高齢者を見守り、認知症のかたと家族が安心して暮らせるよう、地域、医療、福祉、

行政のネットワークを強化し、支援体制の整備を図ります。

○地域のボランティアである認知症キャラバン・メイトと協働し、若者に対する認知症の普及

啓発に取り組みます。

○認知症の早期発見のために、認知症についての普及啓発をするだけでなく相談体制の充実を

図ります。

□これまでの実績及び見込み□

第４計画期間 実績 第５期計画期間 見込量

H21 H22 H23 見込 H24 H25 H26

実施回数（回）
（認知症サポーター養成講座）

40 58 50 52 54 56

参加延人数（人）
（認知症サポーター養成講座）

1,563 2,005 2,500 2,600 2,700 2,800

認知症キャラバン・メイト（人） 29 32 62 64 66 68

認知症キャラバン・メイト、認知症サポーターとは

「認知症キャラバン・メイト」とは、認知症サポーターを養成する「認知症サポーター養成講座」を開

催し、講師役（キャラバン・メイト）を務めていただく人のことです。認知症キャラバン・メイトになるために

は、「全国キャラバン・メイト連絡協議会」が、都道府県や市区町村、全国規模の企業・団体等と協催

して開催する「キャラバン・メイト養成研修」を修了する必要があります。

認知症キャラバン・メイトは、市と協力して「認知症サポーター養成講座」を開催します。養成講座を

受けた方は「認知症サポーター」となり、認知症を支援する「目印」として、オレンジリングをつけます。

認知症サポーターは、特別何かをすることを強制されるものではなく、認知症を正しく理解し、認知症

の人や家族を温かく見守る応援者になります。そのうえで、自分のできる範囲で、人それぞれに活動す

るというものです。



第３章 地域支援事業

- 147 -

５ 介護予防・日常生活支援総合事業

市町村の主体性を重視し、要支援者・二次予防事業対象者向けの介護予

防・日常生活支援のためのサービスを総合的に実施する事業で、第５期か

ら新設されたものです。地域包括支援センターが利用者の状態像や意向に

応じて予防給付サービスで対応するのか、このサービスを利用するか判断

することになります。

サービス内容は、介護予防サービス、配食や見守りなどの生活支援サー

ビス、権利擁護、社会参加などで、市町村が主体となって多様なサービス

を提供します。

これは要介護認定において「要支援」と「非該当」を行き来するような

方に対して切れ目のないサービスを提供するもので、要支援者は予防給付

サービスと総合事業のいずれかを選択できます。ただし、予防給付サービ

スを受けている要支援者は、同じ種類の市町村が定める訪問型、通所型の

サービスは利用することができません。

今後の導入については、サービスを必要とする利用者の把握、一般高齢

者福祉サービスとの調整、事業の効果などを分析・調査しながら検討を進

めます。

介護予防・日常生活支援総合事業イメージ図

要支援者
２次予防事業

対象者

Ｃ ケアマネジメント

Ａ 予防サービス（※）

以下のうち、市町村が定めるサービス

①訪問型（身体介護・相談助言、生活援助等）

②通所型（機能訓練、身体介護・相談助言・健康状態確認等）

Ｂ 生活支援サービス

以下のうち、市町村が定めるサービス

①栄養改善を目的とした配食

②自立支援を目的とした定期的な安否確認・緊急時対応

③地域の実情に応じつつ予防サービスと一体的に提供される

ことにより、介護予防・日常生活支援に資するサービス

介護予防・日常生活支援

総合事業

【地域支援事業】

※要支援者に対しては、総合事業において、訪問型・通所型以外にも、介護予防サービス・地域密

着型介護予防サービスに類するものを定めることが可能。

※予防サービスは、自立支援の効果を高める観点を考慮して決定。例えば、できる限り通所によるこ

ととし、訪問型予防サービスは、「要介護・要支援状態から改善した者であって、特に必要があると

認められる者（例：「要介護・要支援状態から改善して６ヵ月後」までを限度とする）」に対して行うこ

ととしたり、「通所型への参加が困難な者に対して、保健師等が居宅を訪問して、生活機能に関す

る問題を総合的に把握・評価し、必要な相談・指導等を実施する訪問型予防サービス」を提供す

るなどを基本とする。

予防
給付
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介護保険事業費及び保険料

１ 介護保険事業費

第５期計画期間中にかかる費用（介護サービス・介護予防サービス）は、

下記の通り見込まれます。平成 26 年度には総額で約 182 億円となる見

込みです。
（円／年）

介護サービス・介護予防サービス H２４ H25 H26

（１）居宅サービス

① 訪問介護 1,123,192,206 1,165,651,877 1,240,020,831

② 訪問入浴介護 141,078,781 154,246,738 166,080,415

③ 訪問看護 195,708,052 212,268,384 227,454,213

④ 訪問リハビリテーション 99,691,042 107,536,138 114,869,038

⑤ 居宅療養管理指導 47,802,316 51,650,957 55,229,088

⑥ 通所介護 3,106,788,264 3,238,603,738 3,431,029,110

⑦ 通所リハビリテーション 879,961,877 905,198,678 963,558,769

⑧ 短期入所生活介護 716,612,639 735,599,976 786,916,853

⑨ 短期入所療養介護 78,075,584 84,369,950 90,235,220

⑩ 特定施設入居者生活介護 684,490,267 744,520,732 856,638,752

⑪ 福祉用具貸与 423,157,535 456,417,121 487,456,992

⑫ 特定福祉用具販売 40,052,619 42,966,667 45,717,632

小計 7,536,611,182 7,899,030,956 8,465,206,913

（２）地域密着型サービス

① 定期巡回随時対応型訪問介護看護 11,315,407 12,216,620 13,058,092

② 夜間対応型訪問介護 595,548 642,980 687,268

③ 認知症対応型通所介護 186,756,587 200,503,379 213,544,887

④ 小規模多機能型居宅介護 135,366,896 199,954,596 213,566,747

⑤ 認知症対応型共同生活介護 934,718,105 958,767,088 1,078,463,767

⑥ 地域密着型特定施設入居者生活介護 139,060,064 139,060,064 180,770,420

⑦ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 398,399,220 494,900,490 689,567,064

⑧ 複合型サービス 9,268,311 9,997,716 10,678,303

小計 1,815,480,138 2,016,042,933 2,400,336,548

（３）住宅改修 136,585,512 150,382,815 165,576,241

（４）居宅介護支援 （介護予防支援） 825,668,048 842,823,959 859,752,967

（５）介護保険施設サービス

① 介護老人福祉施設 2,812,274,226 2,843,496,781 2,889,693,781

② 介護老人保健施設 2,386,175,388 2,549,039,184 2,549,039,184

③ 介護療養型医療施設 854,113,506 854,113,506 854,113,506

小計 6,052,563,120 6,246,649,471 6,292,846,471

合計 16,366,908,000 17,154,930,134 18,183,719,140

地域支援事業費 518,360,000 547,429,000 581,959,000

※介護予防サービスを含む金額です。

第４章
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第2号
被保険者
29.0%

第1号
被保険者
21.0%

市区町村
12.5%

都道府県
12.5%

国
25.0%

２ 第１号被保険者の保険料

（１）介護保険の財源

介護サービス・介護予防サービスを利用

する場合、費用の１割が利用者の自己負担

となり、残りの９割が保険から給付（以下、

「保険給付費」という。）されます。

保険給付費は、原則として半分は国

（25.0％）、県（12.5％）、市（12.5％）

が公費で負担し、残りの半分は 65 歳以上

の第１号被保険者（21.0％）、40 歳から

64 歳までの第２号被保険者（29.0％）の

保険料でまかなうこととされています。

（２）基金等の取り崩しについて

介護保険制度では、安定的な保険運営を図るため、次のような基金や調

整金が設けられています。

①調整交付金

国では、国負担分の 25％のうち１／５（保険給付費の５％相当）を、

第１号被保険者に占める 75 歳以上の高齢者の割合や、第１号被保険者の

所得水準の全国平均との比較に応じて、保険料の上昇等を防ぐため、該当

する市区町村に調整交付金として交付しています。

本市は、これまで３％程度が交付されてきましたが、第５期計画では２

から 2.5％程度になる見込みです。

※再掲

図[各Ⅱ]４－２－１ 費用の負担割合
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②財政安定化基金

通常の努力を行ってもなお生じる保険料未納や予想を上回る給付費の

伸びによる財源不足については、都道府県に設置された「財政安定化基金」

から資金の貸付・交付を受けることができます。この制度は、財源不足が

生じても直ちに一般財源を繰り入れなくてもよいように設けられたもの

です（介護保険法第 147 条に規定）。

基金の財源は、国、都道府県、市町村が１／３ずつ負担をするものとさ

れており、市町村の負担分は保険料でまかなわれています。市町村が負担

する財政安定化基金拠出率は、国の拠出率を標準とし県の条例で定められ、

第５期計画期間における拠出率は、保険給付額の０％が想定されています。

交付の場合は、３年ごと（事業運営期間最終年度）に、財源不足額のう

ち、原則として保険料収納不足額の１／２を交付します。また、貸付の場

合は、毎年、原則として保険料収納不足及び給付費増による財源不足額の

全額（交付があるときは交付額を除いた額）を貸付します。

第５期計画においては、平成 24 年度に限り基金を取崩し、市町村分を

保険料の上昇抑制に充てることとなっています。

③介護給付費準備基金

介護給付費準備基金（以下、「準備基金」という。）とは、３年間の事業

年度での財源を安定させるため、初年度に剰余される保険料を基金として

積み立て、次年度以降に不足を生じた場合に充てるものです。また、計画

最終年において基金剰余金が生じた場合には、基金を次期の保険料算定の

際に繰り入れることで、保険料を低く設定することができるというもので

す（岡崎市介護保険条例に規定）。

第５期計画における準備基金の取崩額は 14 億円（※仮定）とし、これ

を用いて被保険者の保険料の軽減措置を図ることとします。
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（３）保険料設定にあたっての基本的な考え方

第１号被保険者（65 歳以上高齢者）の保険料は、介護給付費総額のう

ち第１号被保険者が負担する額（21％相当額）を第１号被保険者数で割

って算定した「基準額」に、所得に応じて定める割合を乗じて算定します。

第５期計画期間においては、準備基金の取崩により基準額の上昇を抑え、

所得段階の細分化や低所得者及び中程度の所得階層の負担率の軽減を図

ります。

①市民税課税世帯で本人非課税者の細分化

市民税課税世帯で本人非課税者に属するかたの中には、本人の収入が全

くないかたから年金等による収入が 152 万円程度あるかた（市民税が非

課税の範囲）までが含まれており、本人の所得金額に開きがあります。そ

こで第４期と同様に、下記の通り年金のみの収入と同程度以下のかたに対

しては段階を分け、負担軽減を図るものとします。

【４段階の所得段階要件】

・市民税課税世帯、本人非課税者 かつ、

・（課税年金収入額＋合計所得金額）が 80 万円以下の者

（※ 介護保険法施行令附則第１０条）
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②本人が市民税課税者で合計所得金額が 125 万円以上あるかたの所

得段階を細分化

本人が市民税課税者で、合計所得金額が 125 万円以上のかたは、第４

期では３つの区分に分けていましたが、第５期では下記のとおり４つに細

分化し、所得金額の開きを調整します。

③低所得者及び中程度の所得階層の負担率軽減

世帯全員が市民税非課税及び本人が市民税課税者で合計所得が 125 万

円未満のかたは、第４期の負担率より 0.05 下げて、負担軽減を図るもの

とします。

【第７段階の所得要件】

・本人が市民税課税者で、合計所得が１２５万円以上１９０万円未満

【第８段階の所得要件】

・本人が市民税課税者で、合計所得が１９０万円以上４００万円未満

【第９段階の所得要件】

・本人が市民税課税者で、合計所得が４００万円以上６００万円未満

【第１０段階の所得要件】

・本人が市民税課税者で、合計所得が６００万円以上

【第１段階及び第２段階の負担率】

・現行 0.5→0.45 に軽減

【第３段階の負担率】

・現行 0.75→0.70 に軽減

【第６段階の負担率】

・現行 1.15→0.10 に軽減
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（４）第１号被保険者の保険料基準額と所得段階

本市の第５期計画における第１号被保険者の保険料は、下記のとおり、

所得に応じて「10 段階」に分けることとします。

第５期計画期間の基準額は月額 4,390 円（※仮定）で、所得段階に応

じた保険料は下記及び「表 [各Ⅱ]４－２－１」の通りとなります。（※介

護給付費準備基金の取崩額の検討を含め、政令・省令の改正、介護報酬の

見直しなどによって基準額は変更します。最終的には、平成 24 年３月議

会で審議され決定します。）

保険料率

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8
保険料率

12.3 10.5

第２段
第３段

1.0％
第１段階

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

第１段

12.3 10.5

第２段
第３段

1.0％
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□第４期計画の所得段階（９段階）□

125 万円

各所得層の

人口比率

500 万円200 万円

17.9％ 14.4％ 12.4％ 13.6％ 14.2％

第５段
第６段 第７段

第８段

第
９
段
階

80 万円

第４段

本人が課税本人が非課税

3.7

□第５期計画の所得段階（１０段階）□

17.9％ 14.4％ 12.4％ 12.0％ 14.3％

2.9

第５段
第６段 第７段

第８段

第
９
段
階

80 万円 125 万円

各所得層の

人口比率

400 万円190 万円

第４段

本人が課税本人が非課税

2.3

第
10
段
階

第１0 段階

600 万円

第９段階第 9段階

2.3
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表 [各Ⅱ]４－２－１ 所得段階別の保険料

所得段階 対象者 割合
年額保険料

（月額保険料）

第１段階
生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で世

帯全員が市民税非課税
基準額× 0.45

23,706 円

（1,975 円）

第２段階
世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額

と課税年金収入額の合計が 80 万円以下
基準額× 0.45

23,706 円

（1,975 円）

第３段階 第１段階・第２段階に該当しない場合 基準額× 0.70
36,876 円

（3,073 円）

第４段階

本人が市民税非課税（世帯の中に市民税課

税者がいる）、合計所得金額と課税年金収入

額の合計が 80 万円以下

基準額× 0.90
47,412 円

（3,951 円）

第５段階 第４段階に該当しない場合 基準額× 1.0
52,680 円

（4,390 円）

第６段階
本人が市民税課税、

合計所得が 125 万円未満
基準額× 1.10

57,948 円

（4,829 円）

第７段階
本人が市民税課税、

合計所得が 125 万円以上 190 万円未満
基準額× 1.25

65,850 円

（5,487 円）

第８段階
本人が市民税課税、

合計所得が 190 万円以上 400 万円未満
基準額× 1.50

79,020 円

（6,585 円）

第９段階
本人が市民税課税、

合計所得が 400 万円以上 600 万円未満
基準額× 1.75

92,190 円

（7,682 円）

第 10段階
本人が市民税課税、

合計所得金額が 600 万円以上
基準額× 1.85

97,458 円

（8,121 円）

※端数処理の都合により、月額×１２ヶ月の算出額が年額に合わない場合があります。また、納付する保険料（年額）

は１０円未満の額を切り捨てた額です。

※老齢福祉年金とは・・・

明治 44 年(1911 年)4 月 1 日以前に生まれた方、または大正 5年(1916 年)4 月 1 日以前に生まれた方で一定の条件

に該当している方が受けている年金です。

※課税年金収入とは・・・

課税対象とされる老齢基礎年金などの公的年金収入のことです。遺族年金、障害年金は含まれていません。

※合計所得とは・・・

給与収入、公的年金収入などの収入から、必要経費に相当する金額を差引いた後の金額をいいます。

（必要経費に相当する金額は給与控除額、公的年金等控除額として一定の割合が定められています。）
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３ 第２号被保険者の保険料

第２号被保険者（40 歳から 64 歳までのかた）の保険料は、加入して

いる医療保険により決定されます。

加入している

医療保険
決まり方 納め方

国民健康保険

所得や世帯にいる 40～64 歳の介護保

険対象者の人数によって決まります。

医療保険分と介護保険分を合わせて、

国民健康保険料として世帯主が納め

ます。

職場等の

健康保険

健康保険組合、共済組合など、加入し

ている医療保険の算定方式に基づい

て決まります。

医療保険分と介護保険分を合わせて、

健康保険料として給与から差し引か

れます。

表 [各Ⅱ]４－２－２ 保険料計算表 単位：千円

H24 H25 H26 合計 備考

総給付費 16,366,908 17,154,930 18,183,719 51,705,557

特定入所者介護 613,604 711,607 781,344 2,106,555

高額介護サービス費 241,058 313,521 360,549 915,128

高額医療合算 40,000 49,281 53,470 142,751

審査支払手数料 17,090 18,286 19,567 54,943

計 17,278,660 18,247,625 19,398,649 54,924,934 ①

地域支援事業費 518,360 547,429 581,959 1,647,748

合計 17,797,020 18,795,054 19,980,608 56,572,682 ②

②×0.21 11,880,263 ③

①×0.05 2,746,247 ④

調整交付金見込額 1,169,900 ⑤

財政安定化基金拠出金見込額 0 ⑥ ＝ ② × 0

保険料収納必要額 13,456,610 ⑦＝③＋④

－⑤＋⑥予定保険料収納率 99.00% ⑧

所得段階別加入割合補正後被保険者数（人） 231,091 ⑨

保険料年額（円） 58,819 ⑩＝⑦÷⑧÷⑨

保険料月額（円） 4,902 ⑪ ＝ ⑩ ÷ 12月

介護給付費準備基金 1,400,000

上記を用いて保険料の減額を図り、

保険料月額（円） 4,390
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Ⅲ 計画推進に向けて
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計画の推進体制

１ 計画の推進体制

本計画を適切に推進していくためには、ＰＤＣＡサイクルにもとづく、

事業の定期的な評価・見直しを行い、適切に進捗管理していくことが重要

です。

本

社会

は「

医療

ワー

委員

報告

す。

ま

価を

第１章
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計画の進捗管理にあたっては、老人福祉計画全般については「岡崎市

福祉審議会 高齢者福祉専門分科会」が、介護保険事業計画について

介護保険運営協議会」が定期的に検討を行うことで、利用者・事業者・

などの各観点から事業を評価します。その他、高齢者虐待防止ネット

ク会議、地域包括支援センター運営協議会、地域密着型サービス運営

会等の各検討会議にて適宜検討を行い、市や介護保険運営協議会等に

を行うなど、現場の担当者も含めた重層的な評価・検討体制を築きま

た、市担当課においては、市の事業評価システムにより毎年度事業評

実施していきます。

目標設定と目標実現のため

の方策（計画）を決めるPlan

（計画）

計画・方針に

従って実行する

事業の進捗の点検・評価

と成果の分析を行う

Ｄｏ

（実施）

Action

（見直し）

Check

（評価）

PDCA サイクル

計画の継続が可

能か判断し、見直

しや改善をする
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相談・苦情等の対応及び情報提供の強化

１ 相談・苦情等の対応

本市における高齢者福祉に関する総合相談窓口として、市、地域包括支

援センター等に対応窓口を設けています。また、介護保険制度に関する相

談等については、市、地域包括支援センターのほか、居宅介護支援事業者

や各サービス事業所にも相談窓口を設け、利用者が身近に相談できる体制

を築きます。

また、相談・苦情等の対応にあたっては、個人情報を遵守しながら、市、

地域包括支援センター、事業者等が相互に連携を図り、迅速・的確な対応

がなされるよう努めます。

また、市民が気軽に相談できるよう電話での相談にも対応するとともに、

介護サービスを提供している施設等へ訪問し、サービス利用者の相談を受

け、疑問、不満及び不安の解消を図る介護相談員の派遣事業の継続的な実

施や、地域住民の身近な相談相手である民生委員・児童委員と連携した総

合的な相談支援体制の構築を目指します。

２ 情報提供の強化

本市の高齢者福祉に関する情報や、介護保険事業等に関する様々な情報

を分かりやすく伝え、同時に市民の高齢者福祉等に対する理解や関心を高

めていくため、関係機関と連携し、よりよい情報提供方法の検討、実施を

図ります。

市民等に対しては、パンフレット・リーフレット、市政だより、市ホー

ムページ、ＣＡＴＶなどの情報媒体を活用して情報提供を図るとともに、

介護保険事業に関しては利用者が適切にサービスを選択して利用できる

よう、介護サービスに関する情報提供を行うとともに、県へ報告のあった

サービス事業所からの報告事項等について適切に対応していきます。

サービス事業者に対しては、岡崎市介護サービス事業者部会等を通じて

関連情報を提供できるよう情報収集に努めるとともに、的確な情報提供を

図ります。また、利用者が良質なサービスを享受できるよう、関連情報の

提供だけではなく、ケアマネジャーの研修会等、適宜、必要な支援を行い

ます。

第２章
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認知症高齢者への支援体制

１ 認知症高齢者への支援体制の整備

高齢者が尊厳をもって暮らすには、たとえ介護や支援が必要な状態にな

っても、また認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らせるまちで

なければなりません。特に認知症への対応・支援、虐待の早期発見・対応、

権利擁護（消費者被害防止等も含む）、災害等緊急時対応等については、

市民、近隣者・自治会等の住民自治組織、民生委員、保健・医療・福祉関

係機関、介護保険事業者・施設、ボランティア等の関係者、社会福祉協議

会、そして行政が、それぞれの機能をいかしながら協働する必要がありま

す。

また、医療と介護の連携についても、市民を中心に、医療関係機関と介

護保険事業者等が連携してそれぞれの力を発揮いただきながら、行政も共

に取り組みを進める必要があります。

２ 災

災

は家

援に

成

見守

第３章
【認知症を取り巻く主な課題】

○認知症高齢者を抱える家族にとって、介護が身体的・精神的に負担とな

っている。

○認知症の症状を踏まえた専門的ケアが求められていることから、ケアに

従事する職員の専門性・資質の向上が必要となっている。

○認知症高齢者への虐待や消費者被害などの問題がますます深刻化する

おそれがあり、権利擁護が重要な課題となっている。

○認知症のかたが徘徊により行方不明になった場合、早期発見、安全に保

護するための地域の見守り体制が重要な課題となっている。

○認知症高齢者に対する適切なケアが提供できるよう、地域密着型サービ
- 160 -

害時要援護者支援制度の活用

害時要援護者支援制度は、地震や風水害などの災害時に、自らもしく

族だけで避難することが難しい災害時要援護者を、近隣の人たちの支

より安全な場所に避難できる体制を整える制度です。岡崎市では、平

19 年度より運用を開始していますが、この制度を活用して、地域での

り活動を実践していきます。

ス基盤の充実を図ることが必要とされている。
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【活用事例】

あんしん見守りキーホルダーシステムの推進

災害時要援護者が外出中に倒れたり、保護された場合などに、あらかじ

め配布してあるキーホルダーの番号を確認し、消防本部に連絡を取れば身

元が分かるような仕組みを作ります。

あんしん見守りキーホルダーシステム

（「岡崎市地域福祉計画」より抜粋）

消

防

本

部

情
報
提
供

救急搬送

消防

保護

家族への引渡し

警察

連
絡

情
報
提
供

～２４時間 ３６５日対応～

徘徊で帰れない

外出先で倒れた

災 害 時 要 援 護 者

地域支援者

キーホルダーの配布
見守り

見守り

通報

災害時要援護者支援制度

登録者の情報

情報管理

災害時要援護者支援制度

配布希望者に、地域支援者

が訪問して配布

キーホルダー

地

域

住

民

発見
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地域包括ケアの実現に向けて

１ 地域包括ケア

急速な高齢化の進展により、一人暮らし高齢者や認知症高齢者が増加し

ています。第３章の「認知症高齢者への支援体制」を含め、高齢者の保健・

医療・福祉を取りまく環境の変化等に適切に対応し、高齢者が要介護状態

になっても、可能な限り住み慣れた地域において継続して生活できるよう、

①介護、②予防、③医療、④生活支援、⑤住まいの５つのサービスを一体

化して提供していく「地域包括ケア」の考え方に基づき計画を推進してい

きます。

地域包括ケアの実現に向けたイメージ

・介護予防

・居宅介護

・地域密着型サービス

・施設サービス等

・サービス付高齢

者向け住宅

・訪問看護 等 ・生活保護 等

既存・新たなサービス（仕組み）や課題に

応じた支援基盤等を構築

介護保険サービス 住宅
介護保険外サービス等

（生活支援）
医療系サービス 福祉・権利擁護

家族介護者も含めた要介護者以外へ

ニーズの早期発見
ネットワーク

ネットワーク

課題抽出・解決ネットワ

地域包括支援ネットワーク

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
の
参
加 権利擁護 介護予防

マネジメ

高齢者個別のニーズ及び地域の課題を把握

岡崎市社会福祉審議会 高齢者福祉専門分科会」、

「介護保険運営協議会」における検討

第４章
・見守り・声かけ

・配食・会食・送迎

・買い物・緊急通報
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等

地域包括支援セ
（地域包括ケアのコー

の支援 要介護

の構築

を活用した支援

ネットワークの構築

後

ークへの地域住民等

地域包括ケア

ケア

ント

・総合相談支

・（仮称）地

（チームケア
・かかりつけ医

・在宅療養支援診療
ンター
ディネート）

者への支援（ケア

方支援

ニー

の参加推進

の普及啓発（地域力アッ

援

域ケア会議

の支援、他職種・他制度
・法定後見

・任意後見
マネジャー）

ズの早期発見
支援要請
包括的・継続的ケア
プ）

連結調整）
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２ 地域包括ケアの実現に向けた方向性

地域包括ケアの実現に向けて、これまでも地域包括支援センターが中心

となり、保健・福祉・医療等、関係機関との連携を図ってきました。地域

においても様々な見守り支援など支え合い活動も行われています。

また、高齢者が、状況に応じて選択できるよう、施設等を含めた住まい

の整備をしているところです。

このように、地域包括ケアの基本である①介護、②予防、③医療、④生

活支援、⑤住まいの５つのサービスをそれぞれ提供していますが、必ずし

も、これらのサービスが一体的に提供されているとは言えない状況です。

地域包括ケアの実現にあたっては、地域の実情に応じた地域包括ケアの

あり方を再度、検討し、岡崎市版地域包括ケアの実現に向けて、ニーズを

的確に把握し、その課題の解決に向けて仕組みを構築していくことが重要

です。

（１）「岡崎市社会福祉審議会 高齢者福祉専門分科会」、「介護保険運

営協議会」における地域包括ケアのあり方の検討
計画の進捗状況の評価等を行う「岡崎市社会福祉審議会 高齢者福祉専

門分科会」、「介護保険運営協議会」において、国の考え方を基本に地域資

源等を活用した岡崎市版地域包括ケアのあり方について検討します。

（２）地域包括支援センターを中心とした保健・医療・福祉・住まい

の連携

高齢者に対して総合的・継続的なケアを提供していくため、地域包括支

援センターを中心として保健、医療、福祉だけでなく、住まいを含めた関

係機関との連携を図る必要があります。

このため、地域包括支援センターが中心となり、地域福祉を担っていた

だく民生・児童委員をはじめとして関係機関・団体との情報共有を進め、

地域と専門機関、市等が一体となった連携体制を強化していきます。
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（３）地域住民を主体とした自主的な取組の支援
誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けていくためには、地域住民

による支え合いや助け合いなどの地域福祉活動の充実が必要です。

このため、地域での自主的な取組を担う民生・児童委員などの活動を支

援し、引き続き、各種地域活動の活性化に努めます。また、地域福祉の推

進役である市社会福祉協議会が小学校区を単位に、地域福祉のまちづくり

を進めるために設置推進を図っている市民の自主的な活動組織「学区福祉

委員会」について、その活動を支援し、地域福祉の組織的な活動の活性化

を図ります。

地域包括ケアによる見守り等のイメージ

岡 崎 市

民生委員

学区福祉委員

（市社会福祉協議会）

地域包括支援センター

地域における見守り

介護保険サービス

提供事業所

医療機関

○相談・支援

○権利擁護

○包括的・継続的ケアマネジメント

○介護予防ケアマネジメント

警察・消防

民間事業所

介護を必要とする世帯

一人暮らし高齢者

高齢者のみ世帯 など

あんしんキーホルダー

支援 相談
連携・支援

連携・支援

個別ニーズ

の把握

個別

の

介護保険サービス

の利用

○地域密着型サービス

地域住民
高齢福祉

サービス

災害時要援護者

支援制度

相談
○専門医療機関

神経内科、老年科、精

神科、もの忘れ外来

等

○岡崎市医師会公衆衛

生センター
○居宅サービス

○施設サービス
ニーズ

把握

○かかりつけ医
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